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はじめに 

 

六甲北有料道路拡幅事業に伴う環境影響評価は、「神戸市環境影響評価要綱」および「神戸市環境影

響評価等技術指針」に基づき、平成 7年に評価書としてとりまとめている。 

このたび、周辺開発に伴う新たな交通需要の発生による渋滞に対処するために、拡幅区間を延長す

ることとなったことから、事業計画変更に伴う環境影響の変化の概要をとりまとめた。本報告書は、

神戸市環境影響評価等に関する条例第 31条の 2第 1項の規定に基づき、作成したものである。 

 

 

 

 

 

  

本報告書に掲載した地図は、国土地理院発行の電子地形図 25000（三田・有馬）、空中写真（2013

年 3月 6日撮影）及び神戸市都市計画地図（カリマタ池（2013）、鹿の子池（2013））を用いて作成

したものである。（いずれも承認不要） 
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第１章 事業計画の変更概要 

 

 事業計画の変更概要 1

当初事業計画は、六甲北有料道路（唐櫃 I.C～吉尾ランプ）及び六甲北有料道路２期（吉尾ランプ

～上津）にそれぞれ接続する阪神高速道路北神戸線と高速自動車国道山陽自動車道を有機的に連絡す

るため、柳谷 J.C.T～神戸北 I.C の区間について既設の２車線道路から４車線道路に拡幅するもので

あった。 

当初事業計画区間は平成 10 年 4 月 1 日に 4 車線で供用を開始しており、環境影響評価にかかる供

用後の事後調査を平成 10 年度及び平成 22 年度に実施した。一方、神戸三田国際公園都市として開発

された北区上津台に、平成 19 年度に大規模集客施設が立地した影響で、新たな交通需要が発生し、

施設最寄りの I.C である六甲北有料道路２期大沢 I.C から現在の 4 車線区間の北端である神戸北 I.C

までの間において休日を中心に交通渋滞が頻繁に発生する状況となっていた。さらに、大規模集客施

設の拡張工事が検討（平成 21 年 12 月及び平成 24 年度 12 月増床）されていたことから、六甲北有

料道路の交通量の増加や更なる渋滞の発生等が想定される状況となった。 

また、平成 22 年度末より、新神戸トンネル有料道路の阪神高速道路への移管について協議を開始

し、移管が完了した場合、新神戸トンネル有料道路が阪高ネットワークの一部となり、通行料が変更

となることから、北神地域と市街地地域の交通流の動向に大きな影響を及ぼすと考えられ、六甲北有

料道路の交通量も影響を受けることが考えられた。 

以上のように、平成 22 年度の事後調査実施後、六甲北有料道路を取り巻く周辺環境がその後も大

きく変化することが想定され、交通量及び交通流に変化が生じる状況になりつつあったこと、さらに

大沢 I.C における渋滞が顕在化し始めたこと等から、交通量が定常化した段階で改めて事後調査を行

うこととするとともに、上記の渋滞解消に向けた対応を検討してきたところである。 

今回の変更は、当初事業計画に加え、４車線道路への拡幅を大沢 I.C まで延長する事業（以下「本

事業」という。）を実施することにより、新たな広域交通需要に対処するとともに、安全かつ円滑な

交通を確保するものである。 

事業計画の変更概要を表 １-１に、神戸北 I.C～大沢 I.C の標準横断図（計画）を図 １-１に示す。

また、図 １-２に事業の対象区間を示す。 
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表 １-１ 事業計画の変更概要 

 当初 変更 

工事延長 約 5.4km  
(六甲北有料道路区間（唐櫃 I.C～吉尾
ランプ）のうち約 3.6km（柳谷 J.C.T
～吉尾ランプ） 
(六甲北有料道路 2 期区間（吉尾ランプ
～上津）のうち約 1.8km（吉尾ランプ
～神戸北 I.C） 

約 6.3km  
(六甲北有料道路区間（唐櫃 I.C～吉尾
ランプ）のうち約 3.6km（柳谷 J.C.T
～吉尾ランプ） 
(六甲北有料道路 2 期区間（吉尾ランプ
～上津）のうち約 2.7km（吉尾ランプ
～大沢 I.C） 

道路幅員 16.25ｍ（現況 8.0ｍ） 同左 
車線数 4 車線（現況 2 車線） 同左 

設計速度 60 ㎞/h 同左 
主な構造 盛土、切土、橋梁（6 橋） 盛土、切土、橋梁（6 橋） 

ブロック積擁壁 
工期 平成 7 年度～平成 9 年度 平成 7 年度～平成 30 年度 

 

 

図 １-１ 神戸北 I.C.～大沢 I.C.標準横断図（計画） 



-3- 

 

 

図 １-２ 対象区間 
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 事業の効果 2

現状、図 １-３に示すように、神戸北 I.C～大沢 I.C の北行車線では、大沢 I.C を通過して三田方面

へ向かう車が渋滞に巻き込まれている。この渋滞を軽減するため、図 １-４に示すように、北行車線

を片側 2 車線とすることにより、三田方面へ向かう車が渋滞に巻き込まれることなくスムーズに通行

できるようになることが期待できる。また、神戸北 I.C～大沢 I.C の南行車線では、現状、本線と大

沢 I.C オンランプとの合流部での速度低下により渋滞が発生している。南行車線を片側 2 車線とする

ことにより速度低下が抑えられ渋滞の解消が期待できる。 

 

 

図 １-３ 渋滞状況（神戸北 I.C～大沢 I.C）左：北行 右：南行 

 

 

図 １-４ 拡幅効果（神戸北 I.C～大沢 I.C）左：北行 右：南行 
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第２章 道路拡幅による影響 

 環境影響要因と影響項目 1

図 ２-１に示すように、現在の六甲北有料道路 2 期（神戸北 I.C～大沢 I.C 区間）（以下、「現道」

という。）と現道東側のゴルフ場との間に位置する樹林の一部が現道の拡幅計画地（変更後の詳細な

区域は図 ２-２を参照）であることから、本事業が環境に影響を与える項目として、表 ２-１に示す

植物、動物及び景観を設定した。 

 

 

図 ２-１ 現道と拡幅計画地周辺の緑地 

 

 

表 ２-１ 環境への影響項目 

環境影響要因 影響項目 

道路の存在 植物、動物、景観 

N 

大沢IC

神戸北IC

ゴルフ場

拡幅計画地

現道

国土地理院撮影の空中写真（2013 年撮影）を用いて作成 
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国土地理院撮影の空中写真（2013年撮影）を用いて作成 

 

図 ２-２ 変更後の事業区域 
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 調査項目とその手法 2

2-1 調査項目 

影響が及ぶと考えられた植物、動物、景観について調査・予測・評価を行った。 

調査・予測・評価手法の概略を表 ２-２～表 ２-４に示す。 

 

表 ２-２ 現況調査及び予測の手法（植物） 

 調査項目 調査地点 調査時期・頻度 調査方法 

現
況
調
査 

植生 事業計画区域及び
その周辺 

 

3 回 

（春季、夏季、秋季） 

現地調査 

植物相 

 

事業計画区域及び
その周辺 

 

3 回 

（春季、夏季、秋季） 

現地調査 

 

 予測項目 予測範囲・予測地点 予測時点 予測方法 

予
測 

道路拡幅による影
響 

 

事業計画区域及び
その周辺 

供用後 現況調査結果、事
業計画等に基づき
定性的に予測す
る。 

 

表 ２-３ 現況調査及び予測の手法（動物） 

 調査項目 調査地点 調査時期・頻度 調査方法 

現
況
調
査 

哺乳類 事業計画区域及び
その周辺 

 

4 回 

（春季、夏季、秋季、
冬季） 

現地調査 

鳥類 事業計画区域及び
その周辺 

 

4 回 

（春季、夏季、秋季、
冬季） 

現地調査 

は虫類・両生類 事業計画区域及び
その周辺 

 

4 回 

（早春季、春季、梅雨
期、夏季） 

現地調査 

昆虫類 事業計画区域及び
その周辺 

 

3 回 

（春季、夏季、秋季） 

現地調査 

 

 予測項目 予測範囲・予測地点 予測時点 予測方法 

予
測 

道路拡幅による影
響 

・動物相の変化の
程度 

・貴重な動物の消
滅の有無 

事業計画区域及び
その周辺 

供用後 現況調査結果、事
業計画等に基づき
定性的に予測す
る。 
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表 ２-４ 現況調査及び予測の手法（景観） 

 調査項目 調査地点 調査時期・頻度 調査方法 

現
況
調
査 

地域の景観特性 

・景観資源の状況 

・重要な視点の分布及び
状況 

事業計画区域周辺 適宜 

 

既存資料の収集・整理及
び現地踏査 

 

主要眺望地点からの事
業計画区域方向の景観 

主要眺望地点 

（3地点程度） 

適期（1回） 景観写真撮影により調
査する。 

 

 

2－2 環境影響が生じないと判断した項目 

事業計画区域の西側にテーマパークのフルーツフラワーパークが、東側にはゴルフ場（北神戸ゴ

ルフ場）が広がっており、最も近い民家までは事業計画区域より約 250m の距離がある（図 ２-３

参照）。 

計画道路近傍に民家はないことから、大気質、騒音及び振動により周辺生活環境は悪化しないと

考えられるが、参考までに調査を行った。詳細は資料編に付す。 

 

 予測項目 予測範囲・予測地点 予測時点 予測方法 

予
測 

道路拡幅による周辺景
観への影響 

主要眺望地点 

（3地点程度） 

完成時 景観フォトモンタージ
ュの作成により定性的
に予測する。 
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図 ２-３ 事業計画区域と最寄民家

神戸市都市計画地図（地形図：カリマタ池（2013）、鹿の子池（2013））を用いて作成 
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北神戸ゴルフ場 
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2-3 評価の手法 

前項の現況調査及び予測の手法を踏まえ、事業変更が環境に及ぼす影響について、可能な限り回

避・低減の措置を行っているかどうかについて評価する。 

また、表 ２-５に示す環境基本法に基づく環境基準ならびに神戸市環境基本計画及びその下位計

画等、国、神戸市または兵庫県による環境保全に係る基準又は目標等と、維持・達成について整合

性が図られているかについても確認した。 

 

表 ２-５ 環境影響を評価する際に整合性を検討すべき事項 

環境要素 検討すべき事項 

共通  神戸市環境基本計画及びその下位計画に定められた基本目標・定性目
標・定量目標等 

植物・動物  環境省レッドデータブック（レッドリスト）の選定種 

 兵庫県レッドリストの選定種 

 神戸の希少な野生動植物（神戸版レッドデータ）の選定種、植物群落、
鳥類サンクチュアリ 
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 植 物 3

3-1 現況調査 

3-1-1 調査項目 

調査項目を表 ２-６に示す。 

 

表 ２-６ 調査項目 

行為等 植物相 植生 

道路の拡幅 ○ ○ 

 

3-1-2 調査方法 

調査方法を表 ２-７に示す。 

植物相は目視観察でリストを作成する方法にて調査した。 

植生は空中写真により植生区分ごとの分布状況を把握したうえで現地において確認を行い、その

分布状況を現存植生図として整理した。 

 

表 ２-７ 調査方法 

調査項目 調査方法 

陸上植物 植物相 現地で目視観察を行い、シダ植物以上の高等植物を記録。 

 植生 現地調査（空中写真判読と現地確認により、調査範囲に存在す

る植生区分とその分布を把握し、現存植生図を作成） 

 

 

3-1-3 調査地域 

植物相及び植生分布の調査地域を図 ２-４に示す。 

現道西側は耕作地が隣接しており、さらに耕作地の西側に公園（フルーツフラワーパーク）があ

る。公園については人為的な影響を強くうけていることや拡幅工事が現道の東側で行われることか

ら調査対象外とし、耕作地についてのみを調査対象とした。現道東側はゴルフ場が広がっており、

現道に近接しているゴルフコースまでを調査対象とした。 

 

3-1-4 調査実施日 

調査実施日を表 ２-８に示す。 

植物相調査は 3 季（春季・夏季・秋季）実施し、植生調査は秋季に実施した。 

 

表 ２-８ 現地調査実施日一覧 

 春季 夏季 秋季 

植物相調査 平成 27 年 5 月 7 日 平成 27 年 7 月 31 日 平成 27 年 11 月 9 日 

植生調査 － － 平成 27 年 11 月 9 日 
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図 ２-４ 調査地域 

 

神戸市都市計画地図（地形図：カリマタ池（2013）、鹿の子池（2013））を用いて作成 

凡  例 

     現況調査地域 

     事業計画区域 
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3-1-5 調査結果 

 植物相 （1）

 植物相の状況 ア

3 季調査あわせて 89 科 335 種の植物種を確認した。分類群別確認種数内訳表を表 ２-９に、確

認種一覧を表 ２-１０～表 ２-１４ に示す。 

現道西側に耕作地が、現道東側にゴルフ場と二次林が広がっており、道路法面や耕作地、二次林

に出現する植物種が確認されている。 

ゴルフ場においては、人為的な影響を強く受けた土地利用であり、園芸種も数多く見られた。 

 

表 ２-９ 植物分類群別確認種数内訳表 

区分 科 種 

藻類 1 科  1 種  

シダ植物 9 科  19 種  

裸子植物 2 科  5 種  

離弁花類 47 科  146 種  

合弁花類 18 科  86 種  

単子葉植物 12 科  78 種  

計 89 科  335 種  
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表 ２-１０ 確認種一覧（植物） 

 

 

 

 

 

春季 夏季 秋季

藻類(淡水藻類) ｼｬｼﾞｸﾓ ｼｬｼﾞｸﾓ ○

シダ植物 ﾄｸｻ ｽｷﾞﾅ ○ ○ ○
ｾﾞﾝﾏｲ ｾﾞﾝﾏｲ ○ ○
ｺﾊﾞﾉｲｼｶｸﾞﾏ ﾌﾓﾄｼﾀﾞ ○ ○ ○

ﾜﾗﾋﾞ ○ ○ ○
ｲﾉﾓﾄｿｳ ｲﾉﾓﾄｿｳ ○
ｼｼｶﾞｼﾗ ｼｼｶﾞｼﾗ ○ ○ ○
ｵｼﾀﾞ ﾔﾌﾞｿﾃﾂ ○ ○

ﾃﾘﾊﾔﾌﾞｿﾃﾂ ○
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ ○ ○ ○
ｵｸﾏﾜﾗﾋﾞ ○ ○
ｵｵｲﾀﾁｼﾀﾞ ○
ｲﾉﾃﾞ ○

ﾋﾒｼﾀﾞ ﾐｿﾞｼﾀﾞ ○ ○ ○
ﾔﾜﾗｼﾀﾞ ○ ○
ﾋﾒﾜﾗﾋﾞ ○
ﾐﾄﾞﾘﾋﾒﾜﾗﾋﾞ ○

ﾒｼﾀﾞ ﾎｿﾊﾞｲﾇﾜﾗﾋﾞ ○
ｼｹｼﾀﾞ ○ ○

ｳﾗﾎﾞｼ ﾉｷｼﾉﾌﾞ ○
裸子植物 ﾏﾂ ｱｶﾏﾂ ○ ○ ○

ﾃｰﾀﾞﾏﾂ ○ ○
ｸﾛﾏﾂ ○

ﾋﾉｷ ﾈｽﾞ ○ ○ ○
ﾚｲﾗﾝﾄﾞﾋﾉｷ ○ ○ ○

離弁花類 ﾔﾏﾓﾓ ﾔﾏﾓﾓ ○ ○ ○
ｸﾙﾐ ﾉｸﾞﾙﾐ ○
ﾔﾅｷﾞ ｶﾛﾗｲﾅﾎﾟﾌﾟﾗ ○

ﾔﾏﾅﾗｼ ○
ﾌﾞﾅ ｸﾘ ○ ○ ○

ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲ ○
ｱｵﾅﾗｶﾞｼﾜ ○ ○
ｱﾗｶｼ ○ ○ ○
ｼﾗｶｼ ○ ○ ○
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ ○ ○ ○
ｺﾅﾗ ○ ○ ○
ﾂｸﾊﾞﾈｶﾞｼ ○
ｱﾍﾞﾏｷ ○ ○ ○

ﾆﾚ ｴﾉｷ ○ ○ ○
ｱｷﾆﾚ ○ ○ ○
ｹﾔｷ ○

ｸﾜ ﾋﾒｺｳｿﾞ ○ ○ ○
ｸﾜｸｻ ○
ﾔﾏｸﾞﾜ ○

ｲﾗｸｻ ｶﾗﾑｼ ○
ﾀﾃﾞ ｲﾇﾀﾃﾞ ○

ｲﾀﾄﾞﾘ ○ ○ ○
ｽｲﾊﾞ ○ ○
ﾋﾒｽｲﾊﾞ ○
ｱﾚﾁｷﾞｼｷﾞｼ ○
ｷﾞｼｷﾞｼ ○

ｻﾞｸﾛｿｳ ｻﾞｸﾛｿｳ ○
ｽﾍﾞﾘﾋﾕ ｽﾍﾞﾘﾋﾕ ○ ○
ﾅﾃﾞｼｺ ﾉﾐﾉﾂﾂﾞﾘ ○

ｵﾗﾝﾀﾞﾐﾐﾅｸﾞｻ ○
ﾉﾊﾗﾅﾃﾞｼｺ ○
ｲﾇｺﾓﾁﾅﾃﾞｼｺ ○
ﾉﾐﾉﾌｽﾏ ○
ｳｼﾊｺﾍﾞ ○ ○
ｺﾊｺﾍﾞ ○

ﾋﾕ ﾋｶｹﾞｲﾉｺｽﾞﾁ ○
ﾋﾅﾀｲﾉｺｽﾞﾁ ○ ○ ○
ﾎｿｱｵｹﾞｲﾄｳ ○

ﾓｸﾚﾝ ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ ○
ｼｷﾐ ｼｷﾐ ○
ｸｽﾉｷ ｸｽﾉｷ ○ ○

ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ ○ ○ ○
ｸﾛﾓｼﾞ ○ ○ ○
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表 ２-１１ 確認種一覧（植物） 

 

 

 

春季 夏季 秋季

ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ ﾀｶﾞﾗｼ ○ ○
ﾒｷﾞ ﾅﾝﾃﾝ ○
ｱｹﾋﾞ ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ ○ ○ ○

ﾑﾍﾞ ○ ○
ﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ ○ ○ ○
ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ ﾎｿﾊﾞｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ ○ ○
ﾏﾀﾀﾋﾞ ｵﾆﾏﾀﾀﾋﾞ ○
ﾂﾊﾞｷ ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ ○

ｻｶｷ ○ ○
ﾋｻｶｷ ○ ○ ○

ｵﾄｷﾞﾘｿｳ ｺｹｵﾄｷﾞﾘ ○
ｹｼ ｶﾗｸｻｹﾏﾝ ○

ﾅｶﾞﾐﾋﾅｹﾞｼ ○
ｱﾌﾞﾗﾅ ﾅｽﾞﾅ ○

ﾀﾈﾂｹﾊﾞﾅ ○ ○ ○
ｽｶｼﾀｺﾞﾎﾞｳ ○ ○ ○

ﾕｷﾉｼﾀ ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ ○ ○
ﾊﾞﾗ ｷﾝﾐｽﾞﾋｷ ○ ○ ○

ｶﾘﾝ ○
ﾔﾌﾞﾍﾋﾞｲﾁｺﾞ ○ ○
ｵﾍﾋﾞｲﾁｺﾞ ○
ｶﾏﾂｶ ○ ○
ｹｶﾏﾂｶ ○ ○
ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ ○ ○ ○
ﾔﾏｻﾞｸﾗ ○ ○ ○
ｶｽﾐｻﾞｸﾗ ○ ○ ○
ﾄｷﾜｻﾝｻﾞｼ ○ ○
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ ○
ﾉｲﾊﾞﾗ ○ ○
ﾐﾔｺｲﾊﾞﾗ ○ ○ ○
ﾃﾘﾊﾉｲﾊﾞﾗ ○ ○
ﾆｶﾞｲﾁｺﾞ ○ ○

ﾏﾒ ｸｻﾈﾑ ○ ○
ﾈﾑﾉｷ ○ ○
ｲﾀﾁﾊｷﾞ ○ ○
ｹﾞﾝｹﾞ ○
ｱﾚﾁﾇｽﾋﾞﾄﾊｷﾞ ○
ﾉｻｻｹﾞ ○ ○
ｷﾀﾞﾁｺﾏﾂﾅｷﾞ ○ ○ ○
ﾔﾊｽﾞｿｳ ○
ﾒﾄﾞﾊｷﾞ ○ ○ ○
ﾈｺﾊｷﾞ ○
ﾐﾔｺｸﾞｻ ○
ﾅﾂﾌｼﾞ ○
ｸｽﾞ ○ ○ ○
ﾊﾘｴﾝｼﾞｭ ○ ○ ○
ｴﾆｼﾀﾞ ○ ○
ｺﾒﾂﾌﾞﾂﾒｸｻ ○
ﾑﾗｻｷﾂﾒｸｻ ○ ○
ｼﾛﾂﾒｸｻ ○ ○ ○
ﾔﾊｽﾞｴﾝﾄﾞｳ ○ ○
ｽｽﾞﾒﾉｴﾝﾄﾞｳ ○
ｶｽﾏｸﾞｻ ○
ﾌｼﾞ ○ ○ ○

ｶﾀﾊﾞﾐ ｶﾀﾊﾞﾐ ○ ○ ○
ｵｯﾀﾁｶﾀﾊﾞﾐ ○ ○ ○

ﾌｳﾛｿｳ ｱﾒﾘｶﾌｳﾛ ○
ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ ｴﾉｷｸﾞｻ ○

ｵｵﾆｼｷｿｳ ○ ○
ｺﾆｼｷｿｳ ○ ○ ○
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ ○ ○
ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ ○ ○

ﾐｶﾝ ｻﾝｼｮｳ ○ ○
ｾﾝﾀﾞﾝ ｾﾝﾀﾞﾝ ○
ｳﾙｼ ﾇﾙﾃﾞ ○ ○ ○

ﾔﾏﾊｾﾞ ○
ﾔﾏｳﾙｼ ○ ○

ｶｴﾃﾞ ｳﾘｶｴﾃﾞ ○ ○ ○
ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ ○ ○ ○
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表 ２-１２ 確認種一覧（植物） 

 

 

春季 夏季 秋季

ﾓﾁﾉｷ ｲﾇﾂｹﾞ ○ ○ ○
ｿﾖｺﾞ ○ ○ ○
ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ ○
ｳﾒﾓﾄﾞｷ ○ ○

ﾆｼｷｷﾞ ｺﾏﾕﾐ ○ ○
ｵｵｺﾏﾕﾐ ○
ﾂﾘﾊﾞﾅ ○
ﾏﾕﾐ ○

ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ ｲｿﾉｷ ○
ﾌﾞﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾄﾞｳ ○ ○ ○

ﾔﾌﾞｶﾞﾗｼ ○ ○
ﾂﾀ ○ ○ ○
ｱﾏﾂﾞﾙ ○

ｸﾞﾐ ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ ○ ○ ○
ｽﾐﾚ ｽﾐﾚ ○ ○

ﾆｵｲﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ ○
ﾅｶﾞﾊﾞﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ ○

ﾐｿﾞﾊｺﾍﾞ ﾐｿﾞﾊｺﾍﾞ ○
ﾐｿﾊｷﾞ ｻﾙｽﾍﾞﾘ ○
ｱｶﾊﾞﾅ ﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ ○ ○

ﾐｽﾞﾕｷﾉｼﾀ ○
ﾒﾏﾂﾖｲｸﾞｻ ○ ○ ○

ﾐｽﾞｷ ｱｵｷ ○
ｳｺｷﾞ ｵｶｳｺｷﾞ ○ ○

ｺｼｱﾌﾞﾗ ○ ○ ○
ｳﾄﾞ ○ ○
ﾀﾗﾉｷ ○ ○ ○
ﾀｶﾉﾂﾒ ○ ○ ○
ｷﾂﾞﾀ ○ ○
ﾊﾘｷﾞﾘ ○

ｾﾘ ｵｵﾁﾄﾞﾒ ○
ｾﾘ ○ ○ ○
ﾔﾌﾞｼﾞﾗﾐ ○
ｵﾔﾌﾞｼﾞﾗﾐ ○

合弁花類 ﾂﾂｼﾞ ﾈｼﾞｷ ○
ｱｾﾋﾞ ○
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ ○ ○ ○
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ ○ ○
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ ○ ○
ﾅﾂﾊｾﾞ ○ ○
ｽﾉｷ ○ ○

ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ ○ ○
ｻｸﾗｿｳ ｺﾅｽﾋﾞ ○
ｶｷﾉｷ ｶｷﾉｷ ○ ○
ﾓｸｾｲ ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ ○ ○ ○

ﾈｽﾞﾐﾓﾁ ○ ○ ○
ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ ○ ○ ○
ｲﾎﾞﾀﾉｷ ○ ○ ○
ﾋｲﾗｷﾞ ○ ○ ○

ﾘﾝﾄﾞｳ ﾊﾅﾊﾏｾﾝﾌﾞﾘ ○
ﾂﾙﾘﾝﾄﾞｳ ○ ○

ｷｮｳﾁｸﾄｳ ｷｮｳﾁｸﾄｳ ○ ○ ○
ﾃｲｶｶｽﾞﾗ ○

ｱｶﾈ ﾋﾒﾖﾂﾊﾞﾑｸﾞﾗ ○
ﾔﾏﾑｸﾞﾗ ○ ○
ﾔｴﾑｸﾞﾗ ○ ○
ﾔｲﾄﾊﾞﾅ ○ ○ ○

ﾑﾗｻｷ ﾊﾅｲﾊﾞﾅ ○
ｷｭｳﾘｸﾞｻ ○

ｸﾏﾂﾂﾞﾗ ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ ○
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ ○ ○ ○

ｼｿ ﾄｳﾊﾞﾅ ○ ○ ○
ﾎﾄｹﾉｻﾞ ○
ﾋﾒｵﾄﾞﾘｺｿｳ ○ ○
ｱｷﾉﾀﾑﾗｿｳ ○

ﾅｽ ﾃﾘﾐﾉｲﾇﾎｵｽﾞｷ ○
ﾋﾖﾄﾞﾘｼﾞｮｳｺﾞ ○ ○ ○

ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ ﾋﾒｷﾝｷﾞｮｿｳ ○ ○
ﾋﾛﾊｽｽﾞﾒﾉﾄｳｶﾞﾗｼ ○
ｱｾﾞﾅ ○ ○
ﾄｷﾜﾊｾﾞ ○ ○ ○
ｵｵｶﾜﾁﾞｼｬ ○
ﾀﾁｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ ○
ﾑｼｸｻ ○
ｵｵｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ ○ ○
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表 ２-１３ 確認種一覧（植物） 

 

 

 

春季 夏季 秋季

ｵｵﾊﾞｺ ｵｵﾊﾞｺ ○ ○
ﾀﾁｵｵﾊﾞｺ ○

ｽｲｶｽﾞﾗ ﾊﾅｿﾞﾉﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ ○ ○ ○
ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ ○
ﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ ○ ○ ○
ﾐﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ ○
ｽｲｶｽﾞﾗ ○ ○ ○
ｶﾞﾏｽﾞﾐ ○
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ ○ ○ ○
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ ○ ○

ｵﾐﾅｴｼ ｵﾄｺｴｼ ○
ﾉｼﾞｼｬ ○

ｷｷｮｳ ﾐｿﾞｶｸｼ ○ ○
ｷｸ ｷｯｺｳﾊｸﾞﾏ ○ ○ ○

ﾖﾓｷﾞ ○ ○ ○
ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ ○
ｱﾒﾘｶｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ ○ ○ ○
ｺｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ ○ ○
ｻｼﾞｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ ○
ﾄｷﾝｿｳ ○
ﾉｱｻﾞﾐ ○
ｵｵｱﾚﾁﾉｷﾞｸ ○
ｱﾒﾘｶﾀｶｻﾌﾞﾛｳ ○ ○
ﾀｶｻﾌﾞﾛｳ ○
ﾋﾒﾑｶｼﾖﾓｷﾞ ○ ○
ﾊﾙｼﾞｵﾝ ○
ﾊｷﾀﾞﾒｷﾞｸ ○
ﾊﾊｺｸﾞｻ ○
ﾌﾞﾀﾅ ○ ○ ○
ｵｵﾁﾞｼﾊﾞﾘ ○
ﾊﾅﾆｶﾞﾅ ○
ｲﾜﾆｶﾞﾅ ○
ｱｷﾉﾉｹﾞｼ ○ ○ ○
ﾄｹﾞﾁｼｬ ○
ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ ○
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ ○ ○ ○
ｺｳｿﾞﾘﾅ ○ ○
ﾉﾎﾞﾛｷﾞｸ ○
ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ ○ ○ ○
ｵﾆﾉｹﾞｼ ○ ○ ○
ﾉｹﾞｼ ○ ○
ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ ○ ○ ○
ｶﾝｻｲﾀﾝﾎﾟﾎﾟ ○
ｾｲﾖｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ ○ ○
ｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ ○ ○

単子葉植物 ｵﾓﾀﾞｶ ｵﾓﾀﾞｶ ○ ○
ﾕﾘ ﾆﾗ ○

ﾊﾅﾆﾗ ○
ﾁｺﾞﾕﾘ ○ ○ ○
ﾀｶｻｺﾞﾕﾘ ○
ｻｻﾕﾘ ○
ﾅｶﾞﾊﾞｼﾞｬﾉﾋｹﾞ ○
ｱﾏﾄﾞｺﾛ ○
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ ○ ○ ○

ﾔﾏﾉｲﾓ ﾔﾏﾉｲﾓ ○ ○
ﾐｽﾞｱｵｲ ｺﾅｷﾞ ○
ｱﾔﾒ ﾆﾜｾﾞｷｼｮｳ ○

ｵｵﾆﾜｾﾞｷｼｮｳ ○
ｲｸﾞｻ ｲ ○ ○ ○

ｽｽﾞﾒﾉﾔﾘ ○
ﾔﾏｽｽﾞﾒﾉﾋｴ ○

ﾂﾕｸｻ ﾂﾕｸｻ ○ ○ ○
ｲﾎﾞｸｻ ○ ○ ○

ｲﾈ ｱｵｶﾓｼﾞｸﾞｻ ○ ○
ｺﾇｶｸﾞｻ ○
ﾇｶﾎﾞ ○
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表 ２-１４ 確認種一覧（植物） 

 

 

春季 夏季 秋季

ﾊﾅﾇｶｽｽｷ ○
ｽｽﾞﾒﾉﾃｯﾎﾟｳ ○
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ ○ ○
ﾊﾙｶﾞﾔ ○
ｺﾌﾞﾅｸﾞｻ ○ ○
ﾄﾀﾞｼﾊﾞ ○
ﾐﾉｺﾞﾒ ○ ○ ○
ﾋﾒｺﾊﾞﾝｿｳ ○
ｲﾇﾑｷﾞ ○
ﾉｶﾞﾘﾔｽ ○
ｷﾞｮｳｷﾞｼﾊﾞ ○ ○
ｶﾓｶﾞﾔ ○
ﾒﾋｼﾊﾞ ○ ○
ｱｷﾒﾋｼﾊﾞ ○
ｲﾇﾋﾞｴ ○ ○
ｵﾋｼﾊﾞ ○ ○
ｼﾅﾀﾞﾚｽｽﾞﾒｶﾞﾔ ○ ○ ○
ｶｾﾞｸｻ ○
ﾆﾜﾎｺﾘ ○
ｵﾆｳｼﾉｹｸﾞｻ ○ ○ ○
ﾁｶﾞﾔ ○ ○ ○
ｱｾﾞｶﾞﾔ ○
ｽｽｷ ○ ○ ○
ｹﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ ○ ○
ｺﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ ○ ○
ｵｵｸｻｷﾋﾞ ○
ｼﾏｽｽﾞﾒﾉﾋｴ ○
ｷｼｭｳｽｽﾞﾒﾉﾋｴ ○
ﾀﾁｽｽﾞﾒﾉﾋｴ ○
ﾈｻﾞｻ ○ ○ ○
ｹﾈｻﾞｻ ○ ○
ﾐｿﾞｲﾁｺﾞﾂﾅｷﾞ ○
ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗ ○
ｵｵｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗ ○
ﾊｲﾇﾒﾘ ○
ｱｷﾉｴﾉｺﾛｸﾞｻ ○ ○
ｺﾂﾌﾞｷﾝｴﾉｺﾛ ○
ｴﾉｺﾛｸﾞｻ ○ ○
ｶﾆﾂﾘｸﾞｻ ○
ｼﾊﾞ ○ ○ ○

ﾔｼ ｼｭﾛ ○ ○ ○
ｳｷｸｻ ｳｷｸｻ ○
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ ｱｵｽｹﾞ ○

ﾅｷﾘｽｹﾞ ○
ｺｯﾌﾟﾓｴｷﾞｽｹﾞ ○
ｱｲﾀﾞｸｸﾞ ○ ○
ﾀﾏｶﾞﾔﾂﾘ ○
ﾋﾅｶﾞﾔﾂﾘ ○
ｺｺﾞﾒｶﾞﾔﾂﾘ ○ ○
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ ○
ｸﾛﾃﾝﾂｷ ○
ﾋﾃﾞﾘｺ ○ ○
ｲﾇﾎﾀﾙｲ ○
ｱﾌﾞﾗｶﾞﾔ ○

ﾗﾝ ｷﾞﾝﾗﾝ ○ ○ ○
ｷﾝﾗﾝ ○ ○ ○

ｼｭﾝﾗﾝ ○ ○ ○
89科 335種 210種 201種 199種

区分 科名 種名 確認時季
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 貴重種の分布・生育の状況及び生育環境の状況 イ

現地調査で確認された植物のうち、表 ２-１５に示す選定基準に該当する貴重種は表 ２-１７に

示す 3 種であった。貴重種の確認状況を表 ２-１８に示す。 

 

表 ２-１５ 貴重種の選定基準 

資料及び法律・法令 
略称 選定基準 

名称 発行等 

第 4次レッドリスト 環境省（2015） 
環境省

RL2015 

・絶滅危惧ⅠA類（CR） 

・絶滅危惧ⅠB類（EN） 

・絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

・準絶滅危惧（NT） 

・情報不足（DD） 

・地域個体群（LP） 

兵庫の貴重な自然 

兵庫県版 レッドリスト

2010（植物・植物群落） 

兵庫県（2010） 
兵庫県

RL2010 

・絶滅 

・Aランク（環境省 RLの絶滅危惧Ⅰ類に相当） 

・Bランク（同、絶滅危惧Ⅱ類に相当） 

・Cランク（同、準絶滅危惧に相当） 

・要調査（同、情報不足に相当） 

神戸版レッドデータ 2015 神戸市（2015） 
神戸版

RD2015 

・今みられない 

・Aランク（環境省 RLの絶滅危惧Ⅰ類に相当） 

・Bランク（同、絶滅危惧Ⅱ類に相当） 

・Cランク（同、準絶滅危惧に相当） 

・要調査 （同、情報不足に相当） 

 

表 ２-１６ 第 4次レッドリスト（環境省）のカテゴリー 

カテゴリー 解  説 

絶滅危惧ⅠA類（CR） ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの 

絶滅危惧ⅠB類（EN） ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅の危険が増大している種 

 現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危

惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの 

準絶滅危惧（NT） 存続基盤が脆弱な種 

 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては、「絶滅危惧」

として上位ランクに移行する要素を有するもの 

情報不足（DD） 評価するだけの情報が不足している種 

絶滅のおそれのある地域個体群（LP） 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの 
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表 ２-１７ 貴重種一覧 

 

 

表 ２-１８ 植物（貴重種）の確認状況 

種名 生育環境・生態 確認場所・生育状況 

キンラン 

 

山や丘陵地の疎林下に生育。生育には

適度な明るさが必要。 

ゴルフ場のへり 2 箇所（北側 42 株と南

側 16 株）にまとまって、ネザサに埋も

れるように生育。南側の生育箇所はゴル

フ場管理（草刈等）の影響で生育環境（地

表面まで陽がさしこむ）が維持されてい

ると考えられる。 

ギンラン 

 

山や丘陵地の疎林下に生育。生育には

適度な明るさが必要。 

ゴルフ場のへりで 1株を確認。ネザサに

埋もれるように生育。 

 

シャジクモ 

 

水田、ため池、農業用水路、小川など

に広く生育。生育環境の破壊によって

個体数が減少。 

現道西側の水田内に多数生育。 

 

春季 夏季 秋季 ① ② ③
ｼｬｼﾞｸﾓ ｼｬｼﾞｸﾓ ○ 絶滅危惧Ⅱ類 Ｃ
ﾗﾝ ｷﾞﾝﾗﾝ ○ ○ ○ Ｃ Ｃ

ｷﾝﾗﾝ ○ ○ ○ 絶滅危惧Ⅱ類 Ｃ Ｂ
2科 3種 2種 3種 2種 2種 3種 2種

選定基準
　①第4次レッドリスト（環境省、2015）
　　　絶滅危惧Ⅱ類：絶滅の危険が増大している種
　②兵庫の貴重な自然　兵庫県版レッドリスト2010（植物・植物群落）（兵庫県、2010）
　　　C:現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種
　③神戸版レッドデータ2015（神戸市、2015）
　　　B:神戸市内において絶滅の危機が増大している種など、生息・生育環境、自生地などの保全が必要な種
　　　C:神戸市内において存続基盤が脆弱な種。極力、生息・生育環境、自生地などの保全が必要な種

選定基準科名 種名 確認時季
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 植生分布 （2）

調査地域の現存植生図を図 ２-６に示す。さらに、図 ２-６に記載した各番号位置における写真

を図 ２-５に示す。 

調査地域では現道西側に耕作地が、現道東側にゴルフ場が広がっており、いずれも人為的な影響

を強く受けた植生となっている。 

 

 

図 ２-５ 周辺状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③

④ ⑤ ⑥

現道法面（拡幅部）             現道の西側に広がる耕作地 

コナラ林（外観）        コナラ林（林内）    ゴルフ場（フェアウエイと林縁部） 
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図 ２-６ 現存植生図及び植生調査地域位置図 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

植生調査地域

事業計画区域

写真撮影位置と方向

凡　　　　　例

１

神戸市都市計画地図（地形図：カリマタ池（2013）、鹿の子池（2013））を用いて作成 
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3-2 予 測 

3-2-1 予測地域 

予測地域は調査地域と同様とした。 

 

3-2-2 予測方法 

現地調査での確認状況や生態、生育状況（分布、生育環境）、事業の内容を考慮して影響の程度

を定性的に予測した。 

 

3-2-3 予測結果 

 植物相の変化の程度 （1）

植物相については、道路拡幅によって現道とゴルフ場の間に分布する林分の一部が失われる。林

分は、園芸種のほか、アカマツやコナラ等の当該地域に広く分布する人為的影響をうけた代償植生

である。林分はゴルフ場と現道にはさまれた細長い形状であり、林床まで光がさしこみやすい環境

となっている。林縁に成立するクズ等のマント群落やネザサ群落はゴルフ場及び道路管理者によっ

て草刈り等の維持管理作業が定期的に行われている。 

道路拡幅後においても、道路の各断面において概ね 7m 幅程度の林分の消失で留まることから、

林分が拡幅前と比べ著しく減少するものではないことや現在の植生から判断して、現在と大きな違

いのない人為的影響を受けた代償植生が成立すると考えられる。 
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 貴重種への影響 （2）

現地調査で確認された貴重種への影響予測を表 ２-１９に示す。 

影響予測は「3-2-4 環境保全措置」に示す環境保全措置の実施を前提としている。 

 

表 ２-１９ 植物（貴重種）への影響予測 

種名と選定根拠 生育環境と確認場所・生育状況 予測結果 

キンラン 

環境省 RL2015 絶滅危惧Ⅱ類 

兵庫県 RL2010 Cランク 

神戸版 RD2015 Bランク 

＜生育環境＞ 

山や丘陵地の疎林下に生育。生育には

適度な明るさが必要。 

 

＜確認場所・生育状況＞ 

ゴルフ場のへり 2 箇所（北側 42 株と

南側 16 株）にまとまって、ネザサに

埋もれるように生育。南側の生育箇所

はゴルフ場管理（草刈等）の影響で生

育環境（地表面まで陽がさしこむ）が

維持されていると考えられる。 

北側 42 株のキンランについては、道路

拡幅工事の実施にともない周辺樹林が

伐採され、生育環境が失われるため、生

育は困難と考えられる。このため、直接

的な改変をうけない場所に生息する南

側 16 株のキンラン近くに移植を行う。

南側 16 株のキンランについては、ゴル

フ場の定期的な草刈でキンランの生育

環境が維持されると考えられるが、誤伐

防止を目的としたマーキング等の環境

保全措置について土地所有者と連携し

て実施に努める。 

ギンラン 

兵庫県 RL2010 Cランク 

神戸版 RD2015 Cランク 

＜生育環境＞ 

山や丘陵地の疎林下に生育。生育には

適度な明るさが必要。 

 

＜確認場所・生育状況＞ 

ゴルフ場内で 1 株を確認。ネザサに埋

もれるように生育。 

ギンランについては、道路拡幅工事の実

施にともない周辺樹林が伐採され、生育

環境が失われるため、生育は困難と考え

られる。このため、北側 42 株のキンラ

ンと同様、直接的な改変をうけない場所

に生息する南側 16 株のキンラン近くに

移植を行う。南側 16 株のキンランにつ

いては、ゴルフ場の定期的な草刈でキン

ランの生育環境が維持されると考えら

れるが、誤伐防止を目的としたマーキン

グ等の環境保全措置について土地所有

者と連携して実施に努める。 

シャジクモ 

環境省 RL2015 絶滅危惧Ⅱ類 

兵庫県 RL2010 Cランク 

水田、ため池、農業用水路、小川など

に広く生育。生育環境の破壊によって

個体数が減少。 

計画道路西側の水田内に多数生育。 

生育地は改変を行わず、事業による影響

もほとんどうけないため、著しい影響は

ないと考えられる。 

環境省 RL2015  ：第 4 次レッドリスト（環境省、2015） 

兵庫県 RL2010：兵庫県版 レッドリスト 2010（植物・植物群落）（兵庫県、2010） 

神戸版 RD2015：神戸版レッドデータ 2015（神戸市、2015） 
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3-2-4 環境保全措置 

確認された貴重種に対し表 ２-２０に示す環境保全措置を実施する方針である。 

 

表 ２-２０ 植物（貴重種）に対する環境保全措置 

環境保全措置 概要 対象種 

移 植 工事にともなって消失すると考えられる個体については、近隣の生育

地に移植を行う。 

キンラン、 

ギンラン 

定期的な草刈と

マーキング 

ゴルフ場に生育している貴重種について、ゴルフ場に対し以下の保全

措置を実施してもらうよう依頼する。 

キンランやギンランは適度な木陰が生育に適しているため、過度な草

刈や間伐や枝払い等を行うことのないように留意し、キンランとギン

ランの生育地及びその周辺の草刈を定期的に実施して、適度に日光が

貴重種の生育地に差し込むようにする。 

草刈に先立ち、キンランとギンランの誤伐を目的とした個体へのマー

キングを行う。 

キンラン、 

ギンラン 

 

3-2-5 評 価 

本事業により影響を受ける植生の大部分は、人為的影響を受けた代償植生であり、計画対象区間

周辺において、広範に見られる植生である。本事業の実施による植物の貴重種、植生への影響が考

えられるが、実行可能な範囲内で保全措置を適切に実行する計画であることから環境保全上の支障

はないと考えられる。 
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 動 物 4

4-1 現況調査 

4-1-1 調査項目 

調査項目を表 ２-２１に示す。 

 

表 ２-２１ 調査項目 

行為等 哺乳類 鳥類 両生類 

は虫類 

昆虫類 

道路の拡幅 ○ ○ ○ ○ 

 

4-1-2 調査方法 

調査方法を表 ２-２２に示す。 

表 ２-２２ 調査方法 

調査項目 調査方法 

陸上動物 哺乳類 フィールドサイン法（※1） 

 鳥類 任意観察法（※2） 

 両生類・は虫類 任意観察法 

 昆虫類 任意観察法 

   ※1 … 糞や足跡などの、動物の痕跡によって生息種を記録していく方法。 

   ※2 …調査地区内のさまざまな環境を踏査し、確認された鳥類を随時記録する手法 

 

 

4-1-3 調査地域 

動物の調査地域を図 ２-７に示す。動物の調査地域の範囲は、植物の調査地域と同じ範囲とした。 
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図 ２-７ 調査地域 

神戸市都市計画地図（地形図：カリマタ池（2013）、鹿の子池（2013））を用いて作成 

動物調査地域
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4-1-4 調査実施日 

調査項目と調査実施日を表 ２-２３に示す。 

動物の現地調査は 4 季（春季・夏季・秋季・冬季）に梅雨季と早春季を加えた通年で調査を実施

した。 

 

表 ２-２３ 現地調査実施日一覧 

 春季 

(H27.5.14,15) 

梅雨季 

(H27.6.23) 

夏季 

(H27.8.21,27) 

秋季 

(H27.10.13,14) 

冬季 

(H28.1.22) 

早春季 

(H28.2.29) 

哺乳類 ○ － ○ ○ ○ － 

鳥類 ○ － ○ ○ ○ － 

両生類・ 

は虫類 
○ ○ ○ ○ － ○ 

昆虫類 ○ － ○ ○ － － 

 

 

4-1-5 調査結果 

 哺乳類 （1）

 哺乳類の状況 ア

4 季あわせて 7 科 7 種の哺乳類を確認した。確認種一覧を表 ２-２４に示す。 

 

表 ２-２４ 確認種一覧（哺乳類） 

 

 

 

春季 夏季 秋季 冬季
ｳｻｷﾞ ｳｻｷﾞ ﾉｳｻｷﾞ ○ ○
ﾈｽﾞﾐ ﾈｽﾞﾐ ｶﾔﾈｽﾞﾐ ○ ○

ﾇｰﾄﾘｱ ﾇｰﾄﾘｱ ○
ﾈｺ ｱﾗｲｸﾞﾏ ｱﾗｲｸﾞﾏ ○

ｲﾇ ﾀﾇｷ ○ ○
ｲﾀﾁ ｲﾀﾁ属の一種 ○ ○ ○

ｳｼ ｲﾉｼｼ ｲﾉｼｼ ○ ○
4目 7科 7種 2種 0種 5種 6種

区分 科名 種名
確認時季
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 貴重種の分布・生息の状況 イ

現地調査で確認された哺乳類のうち、表 ２-２５に示す選定基準に該当する貴重種は表 ２-２７

に示す 1 種であった。貴重種の確認状況を表 ２-２８に示す。 

 

表 ２-２５ 貴重種の選定基準 

資料及び法律・法令  略称 選定基準 

名称 発行等   

第 4次レッドリスト 環境省（2015） 
環境省 RL 

2015 

・絶滅危惧ⅠA類（CR） 

・絶滅危惧ⅠB類（EN） 

・絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

・準絶滅危惧（NT） 

・情報不足（DD） 

・地域個体群（LP） 

改訂・兵庫の貴重な自然－兵庫

県版レッドデータブック 2003

－ 哺乳類、両生類・は虫類 

 

兵庫の貴重な自然 兵庫県版

レッドリスト 2012 昆虫類 

 

兵庫の貴重な自然 兵庫県版

レッドリスト 2013 鳥類 

兵庫県（2003） 

 

 

 

兵庫県（2012） 

 

 

 

兵庫県（2013） 

 

兵庫県 RDB 

2003 

 

 

兵庫県 RL 

2012 

 

 

兵庫県 RL 

2013 

・絶滅 

・Aランク（環境省 RLの絶滅危惧Ⅰ類に相当） 

・Bランク（同、絶滅危惧Ⅱ類に相当） 

・Cランク（同、準絶滅危惧に相当） 

・要調査（同、情報不足に相当） 

神戸版レッドデータ 2015 神戸市（2015） 
神戸 RD 

2015 

・今みられない 

・Aランク 

（環境省 RLの絶滅危惧Ⅰ類に相当） 

・Bランク（同、絶滅危惧Ⅱ類に相当） 

・Cランク（同、準絶滅危惧に相当） 

・要調査 （同、情報不足に相当） 

 

表 ２-２６ 第 4次レッドリスト（環境省）のカテゴリー 

カテゴリー 解  説 

絶滅危惧ⅠA類（CR） ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの 

絶滅危惧ⅠB類（EN） ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅の危険が増大している種 

 現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶

滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの 

準絶滅危惧（NT） 存続基盤が脆弱な種 

 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては、「絶滅危

惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの 

情報不足（DD） 評価するだけの情報が不足している種 

絶滅のおそれのある地域個体群（LP） 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの 
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表 ２-２７ 哺乳類（貴重種）一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ２-２８ 哺乳類（貴重種）の確認状況 

 

 

 

種名 生息環境・生態 確認状況 

カヤネズミ 

 

ススキやチガヤ等に玉形の巣をつくる。 現道西側の耕作地にて巣を確認。 

春季 夏季 秋季 冬季 ① ② ③
ﾈｽﾞﾐ ﾈｽﾞﾐ ｶﾔﾈｽﾞﾐ ○ ○ B

1目 1科 1種 0種 0種 1種 1種 0種 0種 1種

選定基準

　①第4次レッドリスト（環境省、2015）

　②改訂・兵庫の貴重な自然－兵庫県版レッドデータブック2003－（兵庫県、2003）

　③神戸版レッドデータ2015（神戸市、2015）

　　　B:神戸市内において絶滅の危険が増大している種など、生息環境、自生地などの保全が必要な種

選定基準
区分 科名 種名

確認時季



-31- 

 

 鳥類 （2）

 鳥類の状況 ア

4 季あわせて 22 科 37 種の鳥類を確認した。確認種一覧を表 ２-２９に示す。 

現道の西側に耕作地が広がることから、草地を好むヒバリや水田を採餌場として利用するケリや

アオサギ等が確認された。 

現道の東側にはゴルフ場の樹林地が点在していることから、樹林を好むコゲラやウグイス、ヤマ

ガラ等も確認された。 

 

 

表 ２-２９ 確認種一覧（鳥類） 

 

  

春季 夏季 秋季 冬季
ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｶｲﾂﾌﾞﾘ ○ ○
ﾍﾟﾘｶﾝ ｳ ｶﾜｳ ○
ｶﾓ ｶﾓ ｶﾙｶﾞﾓ ○
ﾀｶ ﾀｶ ﾉｽﾘ ○
ﾁﾄﾞﾘ ﾁﾄﾞﾘ ｹﾘ ○ ○
ﾊﾄ ﾊﾄ ｷｼﾞﾊﾞﾄ ○ ○ ○ ○
ｷﾂﾂｷ ｷﾂﾂｷ ｱｵｹﾞﾗ ○

ｱｶｹﾞﾗ ○
ｺｹﾞﾗ ○ ○ ○ ○

ｽｽﾞﾒ ﾋﾊﾞﾘ ﾋﾊﾞﾘ ○ ○
ﾂﾊﾞﾒ ﾂﾊﾞﾒ ○

ｺｼｱｶﾂﾊﾞﾒ ○ ○
ｾｷﾚｲ ｷｾｷﾚｲ ○

ｾｸﾞﾛｾｷﾚｲ ○
ﾋﾖﾄﾞﾘ ﾋﾖﾄﾞﾘ ○ ○ ○ ○
ﾓｽﾞ ﾓｽﾞ ○ ○
ﾋﾀｷ ﾙﾘﾋﾞﾀｷ ○

ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷ ○
ｼﾛﾊﾗ ○
ﾂｸﾞﾐ ○
ｳｸﾞｲｽ ○ ○ ○ ○
ｷﾋﾞﾀｷ ○

ｴﾅｶﾞ ｴﾅｶﾞ ○ ○
ｼｼﾞｭｳｶﾗ ﾔﾏｶﾞﾗ ○ ○ ○

ｼｼﾞｭｳｶﾗ ○ ○ ○ ○
ﾒｼﾞﾛ ﾒｼﾞﾛ ○ ○ ○ ○
ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｼﾞﾛ ○ ○ ○ ○

ｶｼﾗﾀﾞｶ ○
ｱｵｼﾞ ○

ｱﾄﾘ ｶﾜﾗﾋﾜ ○ ○ ○ ○
ﾍﾞﾆﾏｼｺ ○
ｲｶﾙ ○

ﾊﾀｵﾘﾄﾞﾘ ｽｽﾞﾒ ○ ○ ○
ﾑｸﾄﾞﾘ ﾑｸﾄﾞﾘ ○
ｶﾗｽ ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ ○ ○

ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ ○ ○ ○ ○
ﾊﾄ ﾊﾄ ﾄﾞﾊﾞﾄ ○ ○ ○

9目 22科 37種 20種 15種 15種 27種

区分 科名 種名
確認時季
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 貴重種の分布・生息の状況 イ

現地調査で確認された鳥類のうち、表 ２-２５に示す選定基準に該当する貴重種は表 ２-３０に

示す 7 種であった。貴重種の確認状況を表 ２-３１に示す。 

 

表 ２-３０ 鳥類（貴重種）一覧 

 

 

表 ２-３１ 鳥類（貴重種）の確認状況 

種 名 生息環境・生態 確認状況 

ノスリ 冬鳥。平地から山地の森林に生息す

る。 

神戸北 IC 上空にて飛翔する 1 個体を確

認。(冬季) 

ケリ 

 

留鳥。水田･川原･草地等を利用する。 現道西側の耕作地にて 3個体を確認 

(春季：1 個体、冬季 2 個体)。 

アオゲラ 留鳥。平地から山地にかけての森林に

生息する。 

現道東側の林内 2箇所にて囀（さえず）

りを確認。(冬季) 

アカゲラ 留鳥。亜高山帯までの森林に生息す

る。 

現道南側の耕作地にて 1 個体を確認。

(冬季) 

ルリビタキ 漂鳥。山地から低山地の森林に生息す

る。 

現道南側の林内にて 1 個体を確認。(冬

季) 

キビタキ 

 

夏鳥。山地の落葉広葉樹林･針広混合

林に生息する。 

現道北側の林内にて囀（さえず）りを確

認。(春季) 

アオジ 漂鳥。開けた森林や林縁に生息する。 現道東側の林内にて囀（さえず）りを確

認。(冬季) 

現道南側の耕作地にて囀（さえず）りを

確認。(冬季) 

 

春季 夏季 秋季 冬季 ① ② ③
ﾀｶ ﾀｶ ﾉｽﾘ ○ B 越-C
ﾁﾄﾞﾘ ﾁﾄﾞﾘ ｹﾘ ○ ○ 情報不足
ｷﾂﾂｷ ｷﾂﾂｷ ｱｵｹﾞﾗ ○ C 繁-C、越-C

ｱｶｹﾞﾗ ○ C 越-C
ｽｽﾞﾒ ﾋﾀｷ ﾙﾘﾋﾞﾀｷ ○ A

ｷﾋﾞﾀｷ ○ 要注目
ﾎｵｼﾞﾛ ｱｵｼﾞ ○ A

4目 5科 7種 2種 0種 0種 6種 1種 6種 3種

選定基準

　①第4次レッドリスト（環境省、2015）

　　　情報不足：評価するだけの情報が不足している種。

　②兵庫の貴重な自然　兵庫県版レッドリスト2013（兵庫県、2013）

　　　A:兵庫県内において絶滅の危機に瀕している種など、緊急の保全対策、厳重な保全対策の必要な種。

　　　B:兵庫県 内において絶滅の危機が増大している種など、極力生息環境な どの保全が必要な種。

　　　C:兵庫県内 において存続基盤が脆弱な種。

　　　要注目:最近減少の著しい種、優れた自然環境の指標となる種や分布や行動に変化があり動向が注目される種などの貴重種に準ずる種。

　③神戸版レッドデータ2015（神戸市、2015）

　　　C:神戸市内において存続基盤が脆弱な種。極力、生息・生育環境、自生地などの保全が必要な種。

 　　繁：繁殖個体群

　　 越：越冬個体群

選定基準
区分 科名 種名

確認時季
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 両生類・は虫類 （3）

 両生類・は虫類の状況 ア

5 季あわせて 5 科 9 種の両生類・は虫類を確認した。確認種一覧を表 ２-３２に示す。 

耕作地（水田）とその周辺で多くの両生類・は虫類が確認された。 

 

表 ２-３２ 確認種一覧（両生類・は虫類） 

 

 

 

 貴重種の分布・生息の状況 イ

現地調査で確認された両生類・は虫類のうち、表 ２-２５に示す選定基準に該当する貴重種は表 

２-３３に示す 3 種であった。貴重種の確認状況を表 ２-３４に示す。 

 

表 ２-３３ 両生類・は虫類（貴重種）一覧 

 

 

 

 

 

 

春季 梅雨 季 夏季 秋季 早春
ﾄｶｹﾞ ｶﾅﾍﾋﾞ ｶﾅﾍﾋﾞ ○ ○ ○ ○

ﾍﾋﾞ ｼﾏﾍﾋﾞ ○ ○
ﾋﾊﾞｶﾘ ○
ﾔﾏｶｶﾞｼ ○

ｶｴﾙ ｱﾏｶﾞｴﾙ ｱﾏｶﾞｴﾙ ○ ○ ○ ○
ｱｶｶﾞｴﾙ ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ ○ ○ ○ ○

ﾇﾏｶﾞｴﾙ ○ ○ ○ ○
ｳｼｶﾞｴﾙ ○

ｱｵｶﾞｴﾙ ｼｭﾚｰｹﾞﾙｱｵｶﾞｴﾙ ○
2目 5科 9種 6種 5種 4種 7種 0種

区分 科名 種名
確認時季

春季 梅雨 季 夏季 秋季 早春 ① ② ③
ﾄｶｹﾞ ﾍﾋﾞ ﾋﾊﾞｶﾘ ○ 要注目 B
ｶｴﾙ ｱｶｶﾞｴﾙ ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ ○ ○ ○ ○ 準絶滅危惧

ｱｵｶﾞｴﾙ ｼｭﾚｰｹﾞﾙｱｵｶﾞｴﾙ ○ C C
2目 3科 3種 2種 1種 1種 2種 0種 1種 2種 2種

選定基準

　①第4次レッドリスト（環境省、2015）

　　　準絶滅危惧：現時点の絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 

　②兵庫の貴重な自然　兵庫県版レッドデータブック2003（兵庫県、2003）

　　　C:兵庫県内 において存続基盤が脆弱な種。

　　　要注目:最近減少の著しい種、優れた自然環境の指標となる種や分布や行動に変化があり

　　動向が注目される種などの貴重種に準ずる種。

　③神戸版レッドデータ2015（神戸市、2015）

　　　B:神戸市内において絶滅の危機が増大している種など、生息・生育環境、自生地などの保全が必要な種

　　　C:神戸市内において存続基盤が脆弱な種。極力、生息・生育環境、自生地などの保全が必要な種。

選定基準
区分 科名 種名

確認時季
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表 ２-３４ 両生類・は虫類（貴重種）の確認状況 

種 名 生息環境・生態 確認状況 

ヒバカリ 低山地から山地の森林に生息する。水

辺や多湿な環境を好む。 

現道東側林内で幼体 1個体を確

認。 

トノサマガエル 

 

低山地の水田･小川に生息する。5-6

月に水田や浅い池で繁殖する。 

現道西側の耕作地の広範囲で

確認。 

 

シュレーゲルアオガエル 

 

丘陵地の水田周辺や草地に生息する。

2-5月に水田の畦や小川の堤で繁殖す

る。 

現道北側の湿地と北側耕作地

において計 2個体を確認。 
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 昆虫類 （4）

 昆虫類の状況 ア

3 季あわせて 129 科 410 種の昆虫類を確認した。 

分類群別確認種数内訳表を表 ２-３５に、確認種一覧を表 ２-３６と表 ２-３７に示す。分類群

ではコウチュウ目が最も多く、次いでカメムシ目、チョウ目であった。 

 

表 ２-３５ 分類群別確認種数内訳表（昆虫類） 

 

区分 科 種

ﾄﾝﾎﾞ目 5科 10種

ｶﾜｹﾞﾗ目 1科 1種

ｶﾏｷﾘ目 1科 2種

ｼﾛｱﾘ目 1科 1種

ﾊﾞｯﾀ目 10科 31種

ﾅﾅﾌｼ目 1科 2種

ﾊｻﾐﾑｼ目 1科 1種

ﾁｬﾀﾃﾑｼ目 1科 1種

ｶﾒﾑｼ目 30科 90種

ｱﾐﾒｶｹﾞﾛｳ目 1科 3種

ｺｳﾁｭｳ目 34科 139種

ﾊﾁ目 16科 51種

ｼﾘｱｹﾞﾑｼ目 1科 2種

ﾊｴ目 8科 23種

ﾁｮｳ目 18科 53種

計 129科 410種



-36- 

 

表 ２-３６ 確認種一覧（昆虫種） 

 

  

区分 科名 種名
春季 夏季 秋季

ﾄﾝﾎﾞ ｲﾄﾄﾝﾎﾞ ｱｵﾓﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ ○
ｱｵｲﾄﾄﾝﾎﾞ ｵｵｱｵｲﾄﾄﾝﾎﾞ ○
ｵﾆﾔﾝﾏ ｵﾆﾔﾝﾏ ○
ﾔﾝﾏ ｷﾞﾝﾔﾝﾏ ○

ｶﾄﾘﾔﾝﾏ ○
ﾄﾝﾎﾞ ﾊﾗﾋﾞﾛﾄﾝﾎﾞ ○

ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ ○ ○ ○
ｵｵｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ ○
ｳｽﾊﾞｷﾄﾝﾎﾞ ○ ○
ﾅﾂｱｶﾈ ○

ｶﾜｹﾞﾗ ｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗ ｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗ科の一種 ○
ｶﾏｷﾘ ｶﾏｷﾘ ﾁｮｳｾﾝｶﾏｷﾘ ○ ○

ｵｵｶﾏｷﾘ ○ ○
ｼﾛｱﾘ ﾐｿﾞｶﾞｼﾗｼﾛｱﾘ ﾔﾏﾄｼﾛｱﾘ ○ ○
ﾊﾞｯﾀ ｺｵﾛｷﾞ ﾊﾗｵｶﾒｺｵﾛｷﾞ ○ ○

ｴﾝﾏｺｵﾛｷﾞ ○ ○
ﾂﾂﾞﾚｻｾｺｵﾛｷﾞ ○

ｸｻﾋﾊﾞﾘ ｸｻﾋﾊﾞﾘ ○
ｳｽｸﾞﾓｽｽﾞ ○ ○

ﾏﾂﾑｼ ｱｵﾏﾂﾑｼ ○ ○
ﾏﾂﾑｼ ○

ｸﾏｽｽﾞﾑｼ ｸﾏｽｽﾞﾑｼ ○
ｶﾈﾀﾀｷ ｶﾈﾀﾀｷ ○ ○
ｶﾝﾀﾝ ｶﾝﾀﾝ ○ ○
ｷﾘｷﾞﾘｽ ｾｽｼﾞﾂﾕﾑｼ ○

ｸﾀﾞﾏｷﾓﾄﾞｷ ○
ﾂﾕﾑｼ ○
ﾋｶﾞｼｷﾘｷﾞﾘｽ ○
ｵﾅｶﾞｻｻｷﾘ ○ ○
ｺﾊﾞﾈｻｻｷﾘ ○
ﾎｼｻｻｷﾘ ○
ｻｻｷﾘ ○ ○
ｳﾏｵｲ属の一種 ○

ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ ○ ○
ﾊﾞｯﾀ ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｯﾀ ○ ○

ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｯﾀﾓﾄﾞｷ ○ ○
ﾄﾉｻﾏﾊﾞｯﾀ ○
ﾂﾏｸﾞﾛｲﾅｺﾞ ○
ｸﾙﾏﾊﾞｯﾀﾓﾄﾞｷ ○ ○
ｺﾊﾞﾈｲﾅｺﾞ ○ ○
ｵﾏｶﾞﾘﾌｷﾊﾞｯﾀ ○
ﾔﾏﾄﾌｷﾊﾞｯﾀ ○
ﾂﾁｲﾅｺﾞ ○ ○ ○

ﾋｼﾊﾞｯﾀ ﾄｹﾞﾋｼﾊﾞｯﾀ ○ ○
ﾋﾒﾋｼﾊﾞｯﾀ ○

ﾅﾅﾌｼ ﾅﾅﾌｼ ﾄｹﾞﾅﾅﾌｼ ○
ﾔｽﾏﾂﾄﾋﾞﾅﾅﾌｼ ○

ﾊｻﾐﾑｼ ﾊｻﾐﾑｼ ﾋｹﾞｼﾞﾛﾊｻﾐﾑｼ ○ ○
ﾁｬﾀﾃﾑｼ ｹﾌﾞｶﾁｬﾀﾃ ｳｽﾍﾞﾆﾁｬﾀﾃ ○
ｶﾒﾑｼ ﾋｼｳﾝｶ ｷｶﾞｼﾗﾋｼｳﾝｶ ○

ﾖｽｼﾞﾋｼｳﾝｶ ○
ｳﾝｶ ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ ○
ﾊﾈﾅｶﾞｳﾝｶ ｱｶﾊﾈﾅｶﾞｳﾝｶ ○
ｸﾞﾝﾊﾞｲｳﾝｶ ﾐﾄﾞﾘｸﾞﾝﾊﾞｲｳﾝｶ ○

ﾋﾗﾀｸﾞﾝﾊﾞｲｳﾝｶ ○ ○
ｱｵﾊﾞﾊｺﾞﾛﾓ ｱｵﾊﾞﾊｺﾞﾛﾓ ○ ○
ﾊｺﾞﾛﾓ ﾍﾞｯｺｳﾊｺﾞﾛﾓ ○ ○

ｱﾐｶﾞｻﾊｺﾞﾛﾓ ○
ｾﾐ ｸﾏｾﾞﾐ ○

ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ ○
ﾂｸﾂｸﾎﾞｳｼ ○
ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ ○
ﾊﾙｾﾞﾐ ○

ｱﾜﾌｷﾑｼ ﾊﾏﾍﾞｱﾜﾌｷ ○ ○
ﾂﾉｾﾞﾐ ﾄﾋﾞｲﾛﾂﾉｾﾞﾐ ○ ○
ﾋﾛｽﾞﾖｺﾊﾞｲ ﾊﾄﾑﾈﾖｺﾊﾞｲ属の一種 ○
ｶﾝﾑﾘﾖｺﾊﾞｲ ｷｽｼﾞｶﾝﾑﾘﾖｺﾊﾞｲ ○
ﾌﾄﾖｺﾊﾞｲ Pagaronia属の一種 ○
ｵｵﾖｺﾊﾞｲ ﾂﾏｸﾞﾛｵｵﾖｺﾊﾞｲ ○ ○

ﾏｴｼﾞﾛｵｵﾖｺﾊﾞｲ ○ ○

確認時季 区分 科名 種名
春季 夏季 秋季

(ｶﾒﾑｼ) ﾖｺﾊﾞｲ ｱｶｶｽﾘﾖｺﾊﾞｲ ○
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ ○
ﾌﾄﾖｺﾊﾞｲ ○ ○
ﾖｺﾊﾞｲ亜科の一種 ○
ﾋｼﾓﾝﾖｺﾊﾞｲ属の一種 ○
ｱｵｽﾞｷﾝﾖｺﾊﾞｲ属の一種 ○

ｱﾒﾝﾎﾞ ﾔｽﾏﾂｱﾒﾝﾎﾞ ○
ﾋﾒｱﾒﾝﾎﾞ ○

ﾏﾂﾓﾑｼ ﾏﾂﾓﾑｼ ○
ﾒｸﾗｶﾒﾑｼ(ｶｽﾐｶﾒﾑｼ) ﾅｶﾞｸﾞﾛﾒｸﾗｶﾞﾒ ○ ○

ﾋｹﾞﾅｶﾞｶｽﾐｶﾒ ○
ｺｾﾀﾞｶﾒｸﾗｶﾞﾒ ○
ﾂﾏｸﾞﾛｱｵﾒｸﾗｶﾞﾒ ○ ○ ○
ｷﾍﾞﾘﾒｸﾗｶﾞﾒ ○
ｱｶｽｼﾞﾒｸﾗｶﾞﾒ ○ ○
ｳｽﾓﾝﾐﾄﾞﾘﾒｸﾗｶﾞﾒ ○ ○
ｵｵｸﾛﾄﾋﾞﾒｸﾗｶﾞﾒ ○ ○
ｸﾛﾏﾙﾒｸﾗｶﾞﾒ ○
ｼﾗｹﾞﾖﾓｷﾞｶｽﾐｶﾒ ○
ｷｱｼｸﾛﾎｿﾒｸﾗｶﾞﾒ ○
ｸﾘﾄﾋﾞｶｽﾐｶﾒ ○

ｸﾞﾝﾊﾞｲﾑｼ ｱﾜﾀﾞﾁｿｳｸﾞﾝﾊﾞｲ ○
ﾋﾒｸﾞﾝﾊﾞｲ ○

ｻｼｶﾞﾒ ｱｶｻｼｶﾞﾒ ○
ﾋｹﾞﾅｶﾞｻｼｶﾞﾒ ○
ｼﾏｻｼｶﾞﾒ ○
ｸﾛﾓﾝｻｼｶﾞﾒ ○

ﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ﾋﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○
ｲｼﾊﾗﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○
ﾎｿｺﾊﾞﾈﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○ ○ ○
ﾋﾒｵｵﾒｶﾒﾑｼ ○
ｵｵﾒｶﾒﾑｼ ○ ○ ○
ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○ ○ ○
ｵｵﾓﾝｼﾛﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○
ﾓﾝｼﾛﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○
ｺﾊﾞﾈﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○ ○ ○
ﾍﾘｸﾞﾛﾋﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○ ○

ﾒﾀﾞｶﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ﾒﾀﾞｶﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○ ○
ﾎｿﾍﾘｶﾒﾑｼ ｸﾓﾍﾘｶﾒﾑｼ ○ ○

ﾎｿﾍﾘｶﾒﾑｼ ○ ○
ﾆｾﾋﾒｸﾓﾍﾘｶﾒﾑｼ ○ ○

ﾍﾘｶﾒﾑｼ ﾎｵｽﾞｷｶﾒﾑｼ ○ ○
ﾎｿﾊﾘｶﾒﾑｼ ○
ﾊﾘｶﾒﾑｼ ○ ○
ﾎｼﾊﾗﾋﾞﾛﾍﾘｶﾒﾑｼ ○ ○ ○
ｵｵﾂﾏｷﾍﾘｶﾒﾑｼ ○
ﾂﾏｷﾍﾘｶﾒﾑｼ ○

ﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ ｽｶｼﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ ○ ○
ｱｶﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ ○ ○
ﾌﾞﾁﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ ○ ○ ○

ｸﾇｷﾞｶﾒﾑｼ ﾍﾗｸﾇｷﾞｶﾒﾑｼ ○ ○
ﾏﾙｶﾒﾑｼ ﾏﾙｶﾒﾑｼ ○ ○ ○
ﾂﾁｶﾒﾑｼ ｺﾂﾁｶﾒﾑｼ ○

ﾂﾁｶﾒﾑｼ ○
ｷﾝｶﾒﾑｼ ﾁｬｲﾛｶﾒﾑｼ ○ ○
ｶﾒﾑｼ ﾊﾅﾀﾞｶｶﾒﾑｼ ○

ｳｽﾞﾗｶﾒﾑｼ ○ ○
ｼﾛﾍﾘｶﾒﾑｼ ○ ○ ○
ﾌﾞﾁﾋｹﾞｶﾒﾑｼ ○ ○
ﾑﾗｻｷｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ ○ ○
ﾏﾙｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ ○ ○
ｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ ○
ｸｻｷﾞｶﾒﾑｼ ○ ○
ﾖﾂﾎﾞｼｶﾒﾑｼ ○
ﾂﾏｼﾞﾛｶﾒﾑｼ ○ ○
ｱｵｸｻｶﾒﾑｼ ○
ﾀﾏｶﾒﾑｼ ○
ﾙﾘｸﾁﾌﾞﾄｶﾒﾑｼ ○ ○

ﾂﾉｶﾒﾑｼ ﾓﾝｷﾂﾉｶﾒﾑｼ ○
ｱﾐﾒｶｹﾞﾛ ﾋﾒｶｹﾞﾛｳ ﾁｬﾊﾞﾈﾋﾒｶｹﾞﾛｳ ○

ｼﾛﾀｴﾋﾒｶｹﾞﾛｳ ○
ﾁｬﾊﾞﾈﾋﾒｶｹﾞﾛｳ ○

確認時季 区分 科名 種名
春季 夏季 秋季

ｺｳﾁｭｳ ｵｻﾑｼ ｸﾛｶﾀﾋﾞﾛｵｻﾑｼ ○
ﾔｺﾝｵｻﾑｼ ○ ○
ｾｱｶﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ ○ ○
ｵｵﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ ○ ○
ﾏﾙｶﾞﾀﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ ○ ○
ｵｵｸﾛﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ ○
ﾅｶﾞﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ ○
ﾎｼﾎﾞｼｺﾞﾐﾑｼ ○
ﾊｺﾀﾞﾃｺﾞﾓｸﾑｼ ○
ｵｵｽﾞｹｺﾞﾓｸﾑｼ ○
ｵｵｱﾄﾎﾞｼｱｵｺﾞﾐﾑｼ ○
ﾍﾞｰﾂﾎｿｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ ○
ﾎｿｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ ○ ○
ｸﾋﾞﾎﾞｿｺﾞﾐﾑｼ ○

ｺｶﾞｼﾗﾐｽﾞﾑｼ ﾏﾀﾞﾗｺｶﾞｼﾗﾐｽﾞﾑｼ ○
ｶﾞﾑｼ ﾋﾒｶﾞﾑｼ ○
ﾀﾏｷﾉｺﾑｼ ﾏﾙﾀﾏｷﾉｺﾑｼ属の一種 ○
ｼﾃﾞﾑｼ ｵｵﾋﾗﾀｼﾃﾞﾑｼ ○
ﾊﾈｶｸｼ ﾑﾈﾋﾞﾛﾊﾈｶｸｼ ○ ○

ｶﾗｶﾈﾊﾈｶｸｼ ○ ○
ﾎｿﾊﾈｶｸｼ属の一種 ○

ﾃﾞｵｷﾉｺﾑｼ ｴｸﾞﾘﾃﾞｵｷﾉｺﾑｼ ○
ﾏﾙﾊﾅﾉﾐ ﾄﾋﾞｲﾛﾏﾙﾊﾅﾉﾐ ○
ｸﾜｶﾞﾀﾑｼ ﾁﾋﾞｸﾜｶﾞﾀ ○

ｺｸﾜｶﾞﾀ ○
ｺｶﾞﾈﾑｼ ﾋﾒｱｼﾅｶﾞｺｶﾞﾈ ○

ｱｼﾅｶﾞｺｶﾞﾈ ○
ﾋﾒﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ ○
ﾏﾙｶﾞﾀﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ ○
ｺｲﾁｬｺｶﾞﾈ ○ ○ ○
ﾋﾗﾀｱｵｺｶﾞﾈ ○
ｷｽｼﾞｺｶﾞﾈ ○
ﾊﾅﾑｸﾞﾘ ○
ｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ○
ｸﾛﾊﾅﾑｸﾞﾘ ○
ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ○ ○ ○
ｼﾛﾃﾝﾊﾅﾑｸﾞﾘ ○
ｶﾌﾞﾄﾑｼ ○ ○

ﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ ﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ ○
ﾋﾗﾀﾄﾞﾛﾑｼ ﾁﾋﾞﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ ○
ﾀﾏﾑｼ ｸｽﾞﾉﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ ○ ○ ○

ｺｳｿﾞﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ ○
ﾀﾞﾝﾀﾞﾗﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ ○ ○

ｺﾒﾂｷﾑｼ ｳﾊﾞﾀﾏｺﾒﾂｷ ○
ｵｵﾌﾀﾓﾝｳﾊﾞﾀﾏｺﾒﾂｷ ○ ○
Actenicerus属の一種 ○
ｱｶﾊﾗｸﾛｺﾒﾂｷ ○
ｱｶｱｼｵｵｸｼｺﾒﾂｷ ○
ｸﾛｸｼｺﾒﾂｷ ○

ｼﾞｮｳｶｲﾎﾞﾝ ｼﾞｮｳｶｲﾎﾞﾝ ○
ｾﾎﾞｼｼﾞｮｳｶｲ ○
ｸﾛﾋｹﾞﾅｶﾞｼﾞｮｳｶｲ ○
ｸﾋﾞﾎﾞｿｼﾞｮｳｶｲ ○
ﾏﾙﾑﾈｼﾞｮｳｶｲ ○
ﾆﾝﾌｼﾞｮｳｶｲ属の一種 ○

ｹｼｷｽｲ ｱﾐﾓﾝﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ ○
ｸﾛｷﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ ○

ｵｵｷﾉｺﾑｼ ﾀｲｼｮｳｵｵｷﾉｺ ○
ﾃﾝﾄｳﾑｼ ｱﾐﾀﾞﾃﾝﾄｳ ○

ﾖﾂﾎﾞｼﾃﾝﾄｳ ○ ○
ﾍﾞﾆﾍﾘﾃﾝﾄｳ ○
ﾅﾅﾎｼﾃﾝﾄｳ ○ ○ ○
ﾅﾐﾃﾝﾄｳ ○ ○
ﾋﾒｶﾒﾉｺﾃﾝﾄｳ ○ ○ ○
ｼﾛﾎｼﾃﾝﾄｳ ○
ﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ ○

確認時季
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表 ２-３７ 確認種一覧（昆虫種） 

 

区分 科名 種名
春季 夏季 秋季

(ｺｳﾁｭｳ) ﾅｶﾞｸﾁｷﾑｼ ｶﾊﾞｲﾛﾆｾﾊﾅﾉﾐ ○
ﾊﾅﾉﾐ ﾄｹｼﾞｸﾛﾋﾒﾊﾅﾉﾐ ○
ｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ ﾓﾓﾌﾞﾄｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ ○
ｱﾘﾓﾄﾞｷ ﾓﾓｷｱﾘﾓﾄﾞｷ ○

ｱｶﾓﾝﾎｿｱﾘﾓﾄﾞｷ ○
ﾆｾｸﾋﾞﾎﾞｿﾑｼ ﾔﾏﾄﾆｾｸﾋﾞﾎﾞｿﾑｼ ○
ﾊﾅﾉﾐﾀﾞﾏｼ ｸﾛﾌﾅｶﾞﾀﾊﾅﾉﾐ ○
ﾊﾑｼﾀﾞﾏｼ ｱｵﾊﾑｼﾀﾞﾏｼ･ ○
ｸﾁｷﾑｼ ｵｵｸﾁｷﾑｼ ○ ○

ｸﾁｷﾑｼ ○
ｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ﾎｿﾅｶﾞﾆｼﾞｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ○

ﾓﾄﾖﾂｺﾌﾞｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ○ ○
ｴｸﾞﾘｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ○ ○
ﾕﾐｱｼｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ○ ○
ﾐﾂﾉｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ○
ｽﾞﾋﾞﾛｷﾏﾜﾘﾓﾄﾞｷ ○ ○
ﾋﾒｷﾏﾜﾘ ○
ｽｼﾞｺｶﾞｼﾗｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ○

ｶﾐｷﾘﾑｼ ﾂﾔｹｼﾊﾅｶﾐｷﾘ ○
ﾂﾏｸﾞﾛﾊﾅｶﾐｷﾘ ○
ｴｸﾞﾘﾄﾗｶﾐｷﾘ ○
ﾄｹﾞﾋｹﾞﾄﾗｶﾐｷﾘ ○
ﾊｲｲﾛﾔﾊｽﾞｶﾐｷﾘ ○
ｷｸｽｲｶﾐｷﾘ ○

ﾊﾑｼ ﾁｬﾊﾞﾗﾏﾒｿﾞｳﾑｼ ○
ｱｽﾞｷﾏﾒｿﾞｳﾑｼ ○
ｾｽｼﾞｸﾋﾞﾎﾞｿﾊﾑｼ ○
ﾊﾞﾗﾙﾘﾂﾂﾊﾑｼ ○
ﾑｼｸｿﾊﾑｼ ○
ﾄﾞｳｶﾞﾈﾂﾔﾊﾑｼ ○
ﾋﾒｱﾗｹﾞｻﾙﾊﾑｼ ○
ｸﾛｵﾋﾞｶｻﾊﾗﾊﾑｼ ○ ○
ﾖﾓｷﾞﾊﾑｼ ○
ｳﾘﾊﾑｼ ○ ○
ｸﾛｳﾘﾊﾑｼ ○ ○
ｸﾜﾊﾑｼ ○
ｲﾀﾄﾞﾘﾊﾑｼ ○
ｹﾌﾞｶｸﾛﾅｶﾞﾊﾑｼ ○
ﾆﾚﾊﾑｼ ○
ﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾑｼ亜科の一種 ○
ｶﾐﾅﾘﾊﾑｼ属の一種 ○ ○
ﾂﾌﾞﾉﾐﾊﾑｼ ○
ｷﾊﾞﾈﾏﾙﾉﾐﾊﾑｼ ○
ｻｼｹﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ ○
ﾙﾘﾏﾙﾉﾐﾊﾑｼ ○ ○
ｺﾏﾙﾉﾐﾊﾑｼ ○
ﾁｬﾊﾞﾈﾂﾔﾊﾑｼ ○
ﾅｽﾅｶﾞｽﾈﾄﾋﾞﾊﾑｼ ○
ｶﾀﾋﾞﾛﾄｹﾞﾊﾑｼ ○
ﾋﾒｶﾒﾉｺﾊﾑｼ ○
ｾﾓﾝｼﾞﾝｶﾞｻﾊﾑｼ ○
ﾑﾈｱｶｷﾊﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ ○
ｲﾉｺﾂﾞﾁｶﾒﾉｺﾊﾑｼ ○ ○
ﾀﾏﾉﾐﾊﾑｼ属の一種 ○

ﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ ｺﾓﾝﾋﾒﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ ○
ｵﾄｼﾌﾞﾐ ﾋﾒｸﾛｵﾄｼﾌﾞﾐ ○

ｶｼﾙﾘｵﾄｼﾌﾞﾐ ○
ｶｼﾙﾘﾁｮｯｷﾘ ○

ﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ ﾋｹﾞﾅｶﾞﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ ○ ○
ﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ属の一種 ○

ｿﾞｳﾑｼ ｸﾘｲﾛｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ ○
ｶｼﾜｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ ○ ○ ○
ｶｷｿﾞｳﾑｼ ○
ｺﾌｷｿﾞｳﾑｼ ○
ｵｼﾞﾛｱｼﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ ○ ○
ﾑﾈｽｼﾞﾉﾐｿﾞｳﾑｼ ○
ﾚﾛﾌﾁﾋﾞｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ ○
ｴｿﾞﾋﾒｿﾞｳﾑｼ ○
ﾀﾃﾞﾉｸﾁﾌﾞﾄｻﾙｿﾞｳﾑｼ ○
ﾂﾂｼﾞﾄｹﾞﾑﾈｻﾙｿﾞｳﾑｼ ○ ○
ﾁｬﾊﾞﾈｷｸｲｿﾞｳﾑｼ ○

ｵｻｿﾞｳﾑｼ ﾆｾｷｸｲｻﾋﾞｿﾞｳﾑｼ ○
ﾄﾎｼｵｻｿﾞｳﾑｼ ○

確認時季 区分 科名 種名
春季 夏季 秋季

ﾊﾁ ﾊﾊﾞﾁ ﾊｸﾞﾛﾊﾊﾞﾁ ○
ｾｸﾞﾛｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ ○
ﾁｬｲﾛﾊﾊﾞﾁ ○
ｵｵﾂﾏｸﾞﾛﾊﾊﾞﾁ ○

ｺﾏﾕﾊﾞﾁ ｺﾏﾕﾊﾞﾁ科の一種 ○
ﾋﾒﾊﾞﾁ ﾋﾒﾊﾞﾁ科の一種 ○
ｼﾘｱｹﾞｺﾊﾞﾁ ｵｷﾅﾜｼﾘｱｹﾞｺﾊﾞﾁ ○
ｺｶﾞﾈｺﾊﾞﾁ ｺｶﾞﾈｺﾊﾞﾁ科の一種 ○
ｺﾂﾁﾊﾞﾁ ｱｶﾊｺﾂﾁﾊﾞﾁ ○
ﾂﾁﾊﾞﾁ ﾋﾒﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ ○

ｵｵﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ ○ ○
ｱﾘ ｵｵﾊﾘｱﾘ ○

ﾊﾘﾌﾞﾄｼﾘｱｹﾞｱﾘ ○ ○
ｷｲﾛｼﾘｱｹﾞｱﾘ ○ ○
ｶﾄﾞﾌｼｱﾘ ○
ｱｽﾞﾏｵｵｽﾞｱﾘ ○
ｱﾐﾒｱﾘ ○ ○ ○
ｼﾍﾞﾘｱｶﾀｱﾘ ○ ○
ｸﾛｵｵｱﾘ ○
ｸﾛﾔﾏｱﾘ隠蔽種群の一種 ○
ﾑﾈｱｶｵｵｱﾘ ○
ｳﾒﾏﾂｵｵｱﾘ ○ ○ ○
ﾖﾂﾎﾞｼｵｵｱﾘ ○ ○
ｱﾒｲﾛｵｵｱﾘ ○
ﾊﾔｼｸﾛﾔﾏｱﾘ ○ ○ ○
ﾄﾋﾞｲﾛｹｱﾘ ○ ○ ○
ｱﾒｲﾛｱﾘ ○ ○ ○
ﾁｸｼﾄｹﾞｱﾘ ○
ﾄｹﾞｱﾘ ○ ○

ﾄﾞﾛﾊﾞﾁ ｼﾌﾞﾔｽｼﾞﾄﾞﾛﾊﾞﾁ ○
ｵｵﾌﾀｵﾋﾞﾄﾞﾛﾊﾞﾁ ○
ﾐｶﾄﾞﾄｯｸﾘﾊﾞﾁ ○
ｶﾀｸﾞﾛﾁﾋﾞﾄﾞﾛﾊﾞﾁ ○

ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ﾑﾓﾝﾎｿｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ ○
ｾｸﾞﾛｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ ○
ﾔﾏﾄｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ ○
ｷﾎﾞｼｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ ○ ○
ｷｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ ○
ｷｲﾛｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ○
ﾋﾒｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ○

ｱﾅﾊﾞﾁ ｸﾛｱﾅﾊﾞﾁ ○
ｻﾄｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ ○
ﾅﾐｷﾞﾝｸﾞﾁ ○

ﾑｶｼﾊﾅﾊﾞﾁ ｵｵﾑｶｼﾊﾅﾊﾞﾁ ○
ｺﾊﾅﾊﾞﾁ ｱｶｶﾞﾈｺﾊﾅﾊﾞﾁ ○ ○

ﾐﾄﾞﾘｺﾊﾅﾊﾞﾁ ○
ｺﾊﾅﾊﾞﾁ属の一種 ○

ﾋﾒﾊﾅﾊﾞﾁ ﾔﾏﾄﾋﾒﾊﾅﾊﾞﾁ ○
ﾊｷﾘﾊﾞﾁ ﾊﾞﾗﾊｷﾘﾊﾞﾁﾓﾄﾞｷ ○

ﾂﾂﾊﾅﾊﾞﾁ ○
ﾐﾂﾊﾞﾁ ｾｲﾖｳﾐﾂﾊﾞﾁ ○

ｼﾘｱｹﾞﾑｼ ｼﾘｱｹﾞﾑｼ ﾔﾏﾄｼﾘｱｹﾞ ○ ○
ﾎｿﾏﾀﾞﾗｼﾘｱｹﾞ ○

ﾊｴ ﾑｼﾋｷｱﾌﾞ ｵｵｲｼｱﾌﾞ ○
ｱｵﾒｱﾌﾞ ○
ﾏｶﾞﾘｹﾑｼﾋｷ ○

ﾊﾅｱﾌﾞ ﾎｿﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○ ○ ○
Sphaerophoria属の一種 ○ ○
ﾏｶﾞｲﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○
ｸﾛﾊﾅｱﾌﾞ属の一種 ○
ｷｺﾞｼﾊﾅｱﾌﾞ ○
ﾊﾅｱﾌﾞ ○
ｵｵﾊﾅｱﾌﾞ ○
ｵｵﾋﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○

ﾔﾁﾊﾞｴ ﾋｹﾞﾅｶﾞﾔﾁﾊﾞｴ ○ ○ ○
ｼﾏﾊﾞｴ Homoneura属の一種 ○ ○

ﾔﾌﾞｸﾛｼﾏﾊﾞｴ ○ ○
ｲｴﾊﾞｴ ﾓﾓｸﾞﾛｵｵｲｴﾊﾞｴ ○

ﾊﾅｹﾞﾊﾞｴ属の一種 ○
ｸﾛﾊﾞｴ ﾄｳｷｮｳｷﾝﾊﾞｴ ○

ﾐﾄﾞﾘｷﾝﾊﾞｴ ○
ﾂﾏｸﾞﾛｷﾝﾊﾞｴ ○

ﾆｸﾊﾞｴ ﾆｸﾊﾞｴ科の一種 ○
ﾔﾄﾞﾘﾊﾞｴ ｾｽｼﾞﾊﾘﾊﾞｴ亜科の一種 ○

ｸﾁﾅｶﾞﾊﾘﾊﾞｴ ○
ｱｼﾅｶﾞﾔﾄﾞﾘﾊﾞｴ亜科の一種 ○ ○

確認時季 区分 科名 種名
春季 夏季 秋季

ﾁｮｳ ﾏｶﾞﾘｶﾞ ﾎｿｵﾋﾞﾋｹﾞﾅｶﾞ ○
ﾊﾏｷｶﾞ ﾖﾓｷﾞﾈﾑｼｶﾞ ○ ○
ﾏﾀﾞﾗｶﾞ ｷｽｼﾞﾎｿﾏﾀﾞﾗ ○
ﾏﾄﾞｶﾞ ｳｽﾏﾀﾞﾗﾏﾄﾞｶﾞ ○
ﾒｲｶﾞ ｼﾛﾓﾝﾉﾒｲｶﾞ ○

ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ ○
ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ ○ ○
ﾏﾒﾉﾒｲｶﾞ ○
ﾎｼｵﾋﾞﾎｿﾉﾒｲｶﾞ ○

ｾｾﾘﾁｮｳ ｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ ○ ○
ﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ ○
ｷﾏﾀﾞﾗｾｾﾘ ○
ｺﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ ○

ｱｹﾞﾊﾁｮｳ ｼﾞｬｺｳｱｹﾞﾊ ○ ○
ﾓﾝｷｱｹﾞﾊ ○
ﾅﾐｱｹﾞﾊ ○ ○

ｼﾛﾁｮｳ ﾓﾝｷﾁｮｳ ○
ｷﾀｷﾁｮｳ ○ ○
ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ ○ ○ ○

ｼｼﾞﾐﾁｮｳ ﾙﾘｼｼﾞﾐ ○
ﾂﾊﾞﾒｼｼﾞﾐ ○ ○
ｳﾗﾅﾐｼｼﾞﾐ ○
ﾍﾞﾆｼｼﾞﾐ ○ ○ ○
ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ ○ ○

ｳﾗｷﾞﾝｼｼﾞﾐﾁｮｳ ｳﾗｷﾞﾝｼｼﾞﾐ ○
ﾃﾝｸﾞﾁｮｳ ﾃﾝｸﾞﾁｮｳ ○
ﾀﾃﾊﾁｮｳ ﾂﾏｸﾞﾛﾋｮｳﾓﾝ ○ ○ ○

ﾋﾒｱｶﾀﾃﾊ ○
ｲﾁﾓﾝｼﾞﾁｮｳ ○
ｱｻﾏｲﾁﾓﾝｼﾞ ○
ｺﾐｽｼﾞ ○
ｷﾀﾃﾊ ○

ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ ｸﾛﾋｶｹﾞ ○ ○
ﾋｶｹﾞﾁｮｳ ○
ｸﾛｺﾉﾏﾁｮｳ ○
ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ ○
ｻﾄｷﾏﾀﾞﾗﾋｶｹﾞ ○ ○
ﾋﾒｳﾗﾅﾐｼﾞｬﾉﾒ ○ ○ ○

ｶｷﾞﾊﾞｶﾞ ﾏｴｷｶｷﾞﾊﾞ ○
ｼｬｸｶﾞ ﾍﾞﾆｽｼﾞﾋﾒｼｬｸ ○ ○

ｳｽｵﾋﾞﾋﾒｴﾀﾞｼｬｸ ○
ｷﾏﾀﾞﾗﾂﾊﾞﾒｴﾀﾞｼｬｸ ○

ﾋﾄﾘｶﾞ ﾖﾂﾎﾞｼﾎｿﾊﾞ ○
ｼﾛﾋﾄﾘ ○
ｷﾊﾗｺﾞﾏﾀﾞﾗﾋﾄﾘ ○

ｶﾉｺｶﾞ ｶﾉｺｶﾞ ○
ﾔｶﾞ ﾏﾀﾞﾗｷﾖﾄｳ ○

ﾈｽｼﾞｼﾗｸﾓﾖﾄｳ ○
ｻﾋﾞｲﾛｺﾔｶﾞ ○
ｴｿﾞｷﾞｸｷﾝｳﾜﾊﾞ ○
ｵｽｸﾞﾛﾄﾓｴ ○ ○
ｼﾛｽﾞｱﾂﾊﾞ ○
ﾆｾｱｶﾏｴｱﾂﾊﾞ ○

15目 129科 410種 210種 179種 177種

確認時季
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 貴重種の分布・生息の状況 イ

現地調査で確認された昆虫類のうち、表 ２-２５に示す選定基準に該当する貴重種は表 ２-３８

に示す 6 種であった。貴重種の確認状況を表 ２-３９に示す。 

 

表 ２-３８ 昆虫類（貴重種）一覧 

 

 

表 ２-３９ 昆虫類（貴重種）の確認状況 

種 名 生息環境・生態 確認状況 

カトリヤンマ 黄昏飛翔性が強く、日中は薄暗い林内

に静止している。 

現道南側林内にて目視確認。 

コバネササキリ 日当たりが良く、湿った草原に生息す

る。 

現道西側の水田周辺草地で多

数確認。1個体を採集。 

ヤスマツトビナナフシ ブナ科植物を含む林に生息する。 現道南側林内にて 3～4 個体を

確認。1個体を採集。 

マダラコガシラミズムシ 水質が良く、水生植物（藻類）の豊富

な浅い水環境に生息している。 

現道西側の水田にて 1個体を採

集。 

トゲアリ 朽木などに巣を作り、他のアリに一時

的に寄生する一時的社会寄生を行う。 

現道北側湿地近くの朽木に群

がる多数の個体を確認。 

ヤマトアシナガバチ 低山地に分布し、草本の葉裏や樹木の

細枝に営巣する。 

現道西側耕作地で飛翔する 1個

体を採集。 

 

 

春季 夏季 秋季 ① ② ③
ﾄﾝﾎﾞ ﾔﾝﾏ ｶﾄﾘﾔﾝﾏ ○ C B
ﾊﾞｯﾀ ｷﾘｷﾞﾘｽ ｺﾊﾞﾈｻｻｷﾘ ○ 要注目
ﾅﾅﾌｼ ﾅﾅﾌｼ ﾔｽﾏﾂﾄﾋﾞﾅﾅﾌｼ ○ 要注目
ｺｳﾁｭｳ ｺｶﾞｼﾗﾐｽﾞﾑｼ ﾏﾀﾞﾗｺｶﾞｼﾗﾐｽﾞﾑｼ ○ 絶滅危惧Ⅱ類 C C
ﾊﾁ ｱﾘ ﾄｹﾞｱﾘ ○ ○ 絶滅危惧Ⅱ類

ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ﾔﾏﾄｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ ○ 情報不足
5目 6科 6種 1種 4種 2種 3種 4種 2種

選定基準

　①第4次レッドリスト（環境省、2015）

　　　絶滅危惧Ⅱ類：絶滅の危険が増大している種。

　　　情報不足：評価するだけの情報が不足している種。

　②兵庫の貴重な自然　兵庫県版レッドリスト2012（兵庫県、2012）

　　　C:現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種。

　　　要注目:最近減少が著しい種、優れた自然環境の指標となる種などの貴重種に準ずる種。

　③神戸版レッドデータ2015（神戸市、2015）

　　　B:神戸市内において絶滅の危機が増大している種など、生息・生育環境、自生地などの保全が必要な種。

　　　C:神戸市内において存続基盤が脆弱な種。極力、生息・生育環境、自生地などの保全が必要な種。

区分 科名 種名
確認時期 選定基準
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4-2 予測 

4-2-1 予測地域 

予測地域は調査地域と同様とした。 

 

4-2-2 予測方法 

現地調査での確認状況や生態、生息状況（分布、生息環境）、事業の内容を考慮して影響の程度

を定性的に予測した。 

 

4-2-3 予測結果 

 哺乳類 （1）

対象地域は六甲北有料道路が南北方向に整備されているため、同地域では現道を挟んだ東西方向

の哺乳類の移動は難しく、周辺にはゴルフ場やテーマパーク等の人為的影響の大きい地域が広がっ

ていること、さらに森林はゴルフ場と現道の間の小面積であることから（図 ２-６参照）、哺乳類に

とって良好な生息環境とはいえない。図 ２-８に示すように、広域的に見ても、まとまった緑地（ア

ベマキ－コナラ群集、モチツツジーアカマツ群集から形成）の西端に位置しており、森林性の哺乳

類にとって重要な森林とは考えられない。 

それを裏付けるように現地調査ではノウサギやイタチ属の草地等の開放的な場所を利用する小

型哺乳類は現道西側の農地周辺で確認できているが、森林を利用する種の生息は確認できていない。 

よって、本事業によって森林の一部が失われるものの、事業による哺乳類への著しい影響はない

と考えられる。 

また、表 ２-４０に示すように、貴重種ではカヤネズミが現道西側で確認されているが、草地を

利用する種であり、草地（農地）は本事業による改変を行わないため著しい影響はないと考えられ

る。 

 

表 ２-４０ 哺乳類（貴重種）への影響予測 

種名と選定根拠 生育環境と確認場所 予測結果 

カヤネズミ 

神戸版 RD Bランク 

ススキやチガヤ等に玉形の巣

をつくる。現道西側の耕作地

にて巣を確認。 

本種の生息場所である耕作地等の草地

では工事作業を行わず、本事業による改

変を行わないことから、著しい影響はな

いと考えられる。 
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図 ２-８ 植生図（広域） 

 

計画道路 

まとまった緑地 

現道 

現道 

アベマキ-コナラ群集（緑） 

ゴルフ場：フェアウエイ（黄） 

モチツツジ－アカマツ群集（茶） 
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 鳥類 （2）

対象地域は六甲北有料道路が南北に整備されており、すでに多くの車両が走行している。周辺に

はゴルフ場やテーマパーク等の人為的影響の大きな地域が広がり、森林はゴルフ場と現道の間の幅

の小面積であることから（図 ２-６参照）、森林性の鳥類にとって良好な生息環境ではない。また、

広域的に見ても、まとまった緑地（アベマキ－コナラ群集、モチツツジーアカマツ群集から形成）

の西端に位置しており、森林性の鳥類にとって重要な森林とは考えられない。 

よって、本事業によって森林の一部が失われるものの、本事業による鳥類への著しい影響はない

と考えられる。 

表 ２-４１に示すように、貴重種ではケリが現道西側で確認されているが、水田や河原・草地を

利用する種であり、草地（農地）は本事業による改変を行わないため著しい影響はないと考えられ

る。 

アオゲラやルリビタキ等の森林性の鳥類の囀りを現道の東側で確認しているが、森林の位置（ま

とまった緑地の西端）や規模（小規模）、ゴルフ場と現道にはさまれた場所で人や車の動きが活発

な地域であることから当該場所への依存度は低いと考えられる。よって、緑地の一部が失われるも

のの著しい影響はないと考えられる。 

 

表 ２-４１ 鳥類（貴重種）への影響予測 

種名と選定根拠 生育環境と確認場所 予測結果 

ノスリ 

兵庫 RL2013  B ランク 

神戸版 RD 越 Cランク 

冬鳥。平地から山地の森林に生息す

る。小型動物を餌とする。 

神戸北 IC 上空を飛翔する 1 個体を確

認。(冬季) 

現道に車輌が走り、にぎやかであること

から、周辺で繁殖等は行われていないと

考えられ、本事業による影響は軽微と考

えられる。 

ケリ 

環境省 RL2014 情報不足 

留鳥。水田･川原･草地等を利用する。 

現道西側の耕作地にて 1個体を確認。 

本種の生息場所である水田等の耕作地

では工事作業を行わず、本事業による改

変を行わないことから、著しい影響はな

いと考えられる。 

アオゲラ 

兵庫 RL2013  C ランク 

神戸版 RD 繁 Cランク 

         越 Cランク 

留鳥。平地から山地にかけての森林に

生息する。 

現道の林内 2箇所にて囀（さえず）り

を確認。(冬季) 

本種の生息場所である樹林で工事作業

を行うことで、一時的に逃避する可能性

があるが、森林の位置（まとまった緑地

の西端）や規模（小規模）、ゴルフ場と

現道にはさまれた場所で人や車の動き

が活発な地域であることから当該場所

への依存度は低く、影響は軽微と考えら

れる。計画道路供用後も周辺に樹林が残

り、移動能力が高いことからも、著しい

影響はないと考えられる。 

アカゲラ 

兵庫 RL2013  C ランク 

神戸版 RD  越 Cランク 

留鳥。亜高山帯までの森林に生息す

る。現道南側の耕作地にて 1 個体を確

認。(冬季) 

ルリビタキ 

兵庫 RL2013  A ランク 

漂鳥。山地から低山地の森林に生息す

る。 

現道南側の林内にて 1 個体を確認。

(冬季) 

キビタキ 

兵庫 RL2013  要注目 

夏鳥。山地の落葉広葉樹林･針広混合

林に生息する。 

現道北側林内で囀（さえず）りを確認。 

アオジ 

兵庫 RL2013  A ランク 

漂鳥。開けた森林や林縁に生息する。 
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 両生類・は虫類 （3）

両生類の多くが現道西側の耕作地で確認されている。現道西側は本事業で直接改変しないことや、

事業の実施による環境の変化もほとんどないことから著しい影響はないと考えられる。現道東側は

尾根地形であり、多くの両生類や爬虫類が好む湿潤な環境は存在しておらず、それを裏付けるよう

に、確認個体数は現道西側と比べて著しく少ない。現道の北東部には湿地（池跡）があるものの、

本事業により直接改変しないことや、その集水域もほとんど改変しないことから、影響は軽微であ

ると考えられる。 

表 ２-４２に示すように、貴重種ではヒバカリとトノサマガエル、シュレーゲルアオガエルが確

認されている。 

ヒバカリ（神戸版 RD2015、B ランク）は確認例数が少なく、確認箇所も尾根部の比較的乾いた

生息適地でない環境で確認されており、偶発的に確認されたものと考えられる。 

トノサマガエル（環境省、準絶滅危惧）はすべて現道西側の耕作地と水路の周辺で確認されてお

り、影響は軽微であると考えられる。シュレーゲルアオガエルも確認されているが、確認箇所は非

改変地であり影響は軽微であると考えられる。 

よって、本事業による両生類・は虫類への著しい影響はないと考えられる。 

 

表 ２-４２ 両生類・は虫類（貴重種）への影響予測 

種名と選定根拠 生育環境と確認場所 予測結果 

ヒバカリ 

兵庫 RDB2003  要注目 

神戸版 RD2015 Bランク 

低山地から山地の森林に生息する。水

辺や多湿な環境を好む。 

現道東側林内で幼体 1 個体を確認 

本種の確認場所は改変されるが、同種の

好む水辺や多湿な環境は、本事業による

改変を行わないことから、著しい影響は

ないと考えられる。 

トノサマガエル 

環境省 RL2012 準絶滅危惧 

低山地の水田･小川に生息する。5-6

月に水田や浅い池で繁殖する。 

現道西側の耕作地の広範囲で確認。 

本種の生息場所である水田等の耕作地

では工事作業を行わず、本事業による改

変を行わないことから、著しい影響はな

いと考えられる。 

シュレーゲルアオガエル 

兵庫 RDB2003  Cランク 

神戸版RD2015  Cランク 

丘陵地の水田周辺や草地に生息する。

2-5月に水田の畦や小川の堤で繁殖す

る。 

現道北側の湿地と北側耕作地におい

て計 2個体を確認。 

本種の生息場所である水田や湿地等で

は工事作業を行わず、本事業による改変

を行わないことから、著しい影響はない

と考えられる。 
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 昆虫類 （4）

対象地域は六甲北有料道路が南北に整備されており、周辺にはゴルフ場やテーマパーク等の人為

的影響の大きな地域が広がっている。また、森林はゴルフ場と現道の間の幅の小面積であることか

ら（図 ２-６参照）、森林性の昆虫類にとって良好な生息環境ではない。 

表 ２-４３に整理したように、本事業によって森林の一部が失われるものの、事業による昆虫類

への著しい影響はないと考えられる。 

 

表 ２-４３ 昆虫類（貴重種）への影響予測 

種名と選定根拠 生育環境と確認場所 予測結果 

カトリヤンマ 

兵庫 RD2012  C ランク 

神戸版 RDB   B ランク 

黄昏飛翔性が強く、日中は薄暗い林

内に静止している。現道東側林内で

1 個体を確認。 

本種の生息場所である樹林で工事

作業を行う際に、本種が一時的に逃

避する可能性があるが、本種の移動

能力の高さや周辺にまとまった緑

地が分布していることから、影響は

軽微と考えられる。計画道路供用後

も周辺に樹林が残るため、著しい影

響はないと考えられる。 

コバネササキリ 

兵庫 RD2012  要注目 

日当たりが良く、湿った草原に生息

する。現道西側の水田周辺の草地で

多数の生息を確認。 

本種の生息場所である水田等の耕

作地では工事作業を行わず、本事業

による改変を行わないことから、著

しい影響はないと考えられる。 

ヤスマツトビナナフシ 

兵庫 RD2012  要注目 

ブナ科植物を含む林に生息する。現

道南東側林内にて 3～4個体を確認。 

本種の確認場所では工事作業を行

わず、供用後も周辺に樹林が残るこ

とから、著しい影響はないと考えら

れる。 

マダラコガシラミズムシ 

環境省 RDB 絶滅危惧Ⅱ類 

兵庫 RD2012  C ランク 

神戸版 RDB   C ランク 

水質が良く、水生植物（藻類）の豊

富な浅い水環境に生息している。 

水田にて 1個体を確認。 

本種の生息場所である水田等の耕

作地では工事作業を行わず、本事業

による改変を行わないことから、著

しい影響はないと考えられる。 

トゲアリ 

環境省 RDB 絶滅危惧Ⅱ類 

巣は朽木などによく作り、他のアリ

に一時的に寄生する一時的社会寄

生を行う。現道北側湿地近くの朽木

に群がる多数の個体を確認。 

本種の確認場所では工事作業を行

わず、巣の朽木は残す計画であるこ

とから、著しい影響はないと考えら

れる。 

ヤマトアシナガバチ 

環境省 RDB  情報不足 

低山地に分布し、草本の葉裏や樹木

の細枝に営巣する。現道西側耕作地

で飛翔する 1個体を確認。 

本種の確認場所である耕作地では

工事作業を行わず、また、計画道路

供用後も周辺に同様の環境が残り、

移動能力が高いことから、著しい影

響はないと考えられる。 
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4-2-4 環境保全措置 

改変面積を最小限とし、動物が利用できる周辺の緑地を極力残す工事計画とするが、工事中に貴

重な動物が見つかった場合には、専門家とともに工事が動物に与える影響について検討し、影響が

著しいと考えられる場合には、専門家と協議し適切な措置を行う。 

 

4-2-5 評 価 

対象事業の実施による貴重種への著しい影響は考えられず、改変場所も現道と現道東側のゴルフ

場に隔てられた林分に限られることから保全上の支障はないと考えられる。 
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 景 観 5

5-1 現況調査 

5-1-1 調査内容 

事業計画区域周辺地域における景観の状況を把握するため、既存資料の収集・整理及び現地調査

を実施した。調査の内容を表 ２-４４に示す。 

 

表 ２-４４ 現況調査項目 

調査項目 留意事項 

眺望景観 

（眺望点から眺望

する場合の景観） 

①景観資源及び眺望点（利用状態を含む。）の分布 

②眺望の状態（眺望方向、景観構成要素等）等 

視覚的変化の可能性のある

範囲内に存在する主要なも

のについて実施する 

 

5-1-2 調査実施日 

現地確認を平成 27 年 5 月 7 日に行い、フォトモンタージュに使用する写真は平成 27 年 7 月 26

日に撮影した。 
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5-1-3 調査結果 

事業計画区域周辺に景観資源はなく、不特定多数が利用する眺望点としては「太陽と緑の道」、「フ

ルーツフラワーパーク」がある。 

主要眺望点を選定するにあたり事業計画区域周辺を踏査し、調査対象候補地点として６か所を選

定（図 ２-９、表 ２-４５、図 ２-１０）した。これらの眺望地点のうち、公共性が高く景観の視

覚的変化が大きい地点として表 ２-４５に示す３地点を主要眺望点とした。 

 

 

 

※主要眺望点 

図 ２-９ 眺望点から見える景観 

  

④ 太陽と緑の道 4 ⑤ ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ（園路） ⑥ ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ（駐車場）※ 

①  太陽と緑の道１※ ② 太陽と緑の道 2 ③ 太陽と緑の道 3※ 
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表 ２-４５ 眺望地点の状況 

番

号 

地点名 状  況 備 考 

① 太陽と緑の道１ 事業計画区域南端から計画地方向を望む。三境橋の橋上からの眺

めであり、正面に現道と道路の拡幅範囲を見ることができる。落

下防止のため目線の高さには金属製の網が設置されている。 

主要眺望点 

② 太陽と緑の道２ 事業計画区域南端から計画地方向を望む。三境橋の西端からの眺

め。 

 

③ 太陽と緑の道３ 事業計画区域の西側に位置する道路から計画地方向を望む。道路

が緩やかに曲がり下ることから、ほぼ正面に近い方向に現道及び

道路の拡幅範囲を見通すことができる。 

主要眺望点 

④ 太陽と緑の道４ 事業計画区域の西側に位置する道路から計画地方向を望む。本眺

望地点における西側道路は現道と並行に配置している。現道と高

さはほぼ変わらないが、眺望地点と現道との間には草地が広がる

など、視野を隔てるものはない。現道の上面に架かるゴルフボー

ル避けのフェンスを目にすることができる。 

 

⑤ ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ（園

路） 

事業計画区域の西側に位置する果物と花をテーマにした神戸市

営のテーマパーク内から計画地方向を望む。入場料が無料となり

不特定多数の人が訪れる。その園路からの眺め。 

 

⑥ ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ（駐

車場） 

事業計画区域の西側に位置する果物と花をテーマにした神戸市

営のテーマパーク内から計画地方向を望む。入場料が無料となり

不特定多数の人が訪れる。その駐車場からの眺めでゴルフボール

避けのフェンスを目にすることができる。 

主要眺望点 
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図 ２-１０ 眺望地点位置図 

太陽と緑の道 

神戸フルーツ 

フラワーパーク 

3 

6 

2 

4 

5 

眺望点と撮影方向 

1 

図中 No は表 ２-４５に対応、黄色の地点は主要

な眺望点 

神戸市都市計画地図（地形図：カリマタ池（2013）、鹿の子池（2013））を用いて作成 
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5-2 予 測 

5-2-1 予測方法 

事業の実施による土地利用の変化が事業計画区域周辺地域の景観に及ぼす影響について、景観写

真及び事業計画をもとにフォトモンタージュを作成し予測した。 

 

5-2-2 予測結果 

各主要眺望地点から計画道路供用時の景観予想図を図 ２-１１～図 ２-１３に示す。 

 

5-2-3 環境保全措置 

景観に係る環境保全措置として以下の事項を行う。 

  ・改変面積を最小限とし、周辺の緑地を極力残す。 

  ・擁壁には控えめな色合いのブロックを使用する。 

 

5-2-4 評 価 

改変面積を最小限とし、周辺の緑地を極力残す計画にしていることや、擁壁には控えめな色合い

のブロックを使用する計画であることから、事業の実施による景観への著しい影響はないと考えら

れる。 
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現 

況 

 

将 

来 

 

予 

測 

結 

果 

現況の 2 車線から将来は 4 車線となるため、現況より開放的な景観になると予想される。右側に

はコンクリート擁壁が出現するものの、一般的な擁壁であることや、その背後地の森林の緑は残

るため、違和感・威圧感を生じさせることはない。 

図 ２-１１ 主要眺望地点からの景観予測図（眺望地点①） 
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現 

況 

 

将 

来 

 

 

予 

測 

結 

果 

植栽がなくなり、コンクリート擁壁が出現するものの、一般的な擁壁であることや、その背後地

の森林の緑は残るため、違和感・威圧感を生じさせることはない。 

図 ２-１２ 主要眺望地点からの景観予測図（眺望地点③） 
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現 

況 

 

将 

来 

 

予 

測 

結 

果 

ボール避けの緑色のネットフェンスの幅が広くなり、そのネットの先に擁壁を確認することがで

きる。写真手前の耕作地や現道の背後地にある森林の緑は残り、違和感・威圧感を生じさせるこ

とはない。 

図 ２-１３ 主要眺望地点からの景観予測図（眺望地点⑥） 
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第３章 事後調査 

事後調査の内容を表 ３-１に示す。 

 

表 ３-１ 事後調査内容 

項目 調査内容 調査時期 

植 物 移植個体の生育状況 調査期間：工事中 1 回、供用後 2 年以内 

調査時期：5 月（開花時期） 

調査回数：1 回 

調査方法：開花株数の確認 

景 観 景観の変化 調査期間：供用後 1 年以内 

調査時期：春季 

調査回数：1 回 

調査方法：フォトモンタージュ作成地点と同じ

地点での撮影 

※大気質、騒音、振動の事後調査については、まだ詳細が決まっていないため具体的な手法・地点

等は示せないが、次の方針で事後調査を実施する。 

  ・工事中：工事による影響を把握できる適切な地点・時期において実施する。 

  ・供用後：資料編において予測した結果を確認できる適切な地点・時期において実施する。」 



 

 

 

 

 

 

資料編 
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第 1 章 道路拡幅による影響 

1 整理項目 

事業の実施によって影響が及ぶと考えられた植物、動物、景観については【本編】において調査・予

測・評価を行った。 

資料編においては、計画路線の道路端から最寄民家まで約 250m 離れている（資図 1-1 参照）ことか

ら、資表 1-1 に示すように、供用に伴う大気質、騒音、振動に係る影響が軽微であると考えているが、

参考までにこれらの影響を整理した。また、工事中においても、「騒音規制法・振動規制法・環境の保

全と創造に関する条例」（兵庫県）に定められた環境基準値を遵守し、必要に応じて仮設の防音壁等を

設置することにより周辺環境に配慮した作業を実施する。 

 

資表 1-1 マニュアルや指針に定める影響範囲の目安 

項目 影響範囲 資料 

大気質 平面、盛土、切土、高架道路など

の道路端部から 150mの範囲 

道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）

（国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行

政法人 土木研究所、平成 25年 3月） 

 対象となる道路端から 100～200m 面整備事業環境影響評価技術マニュアル 

（建設省都市局都市計画課、平成 11年） 

騒音 敷地境界からおおむね 100m まで

の範囲注） 

廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の解説

（厚生省、平成 10 年） 

振動 敷地境界からおおむね 100m まで

の範囲注） 

 

注）廃棄物処理施設では破砕機等のパワーレベルの大きな機械や振動の大きな機械が影響検討の対象となるが、そ

れでも騒音や振動の影響は 100m以内とされている。 
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最も近い民家までは事業計画地より約 250m の距離がある。事業計画区域の西側にテーマパークのフ

ルーツフラワーパークが、東側にはゴルフ場（北神戸ゴルフ場）が広がっており、住居が近くにできる

計画もない。 

 

資図 1-1 事業計画区域と最寄民家 

凡 例 

事業計画区域 

最寄民家 
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参考資料 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版） 

（国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人 土木研究所、平成 25年 3月） 



-4- 

 

参考資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面整備事業環境影響評価技術マニュアル（建設省都市局都市計画課、平成 11年） 
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参考資料３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の解説（厚生省、平成 10年） 
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参考資料４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の解説（厚生省、平成 10年） 
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2 調査項目とその手法 

2－1 調査項目 

現況調査及び予測手法の概略を資表 1-2～資表 1-4 に示す。 

 

資表 1-2 現況調査及び予測の手法（大気質） 

 調査項目 調査地点 調査時期・頻度 調査方法 

現
況
調
査 

気象の状況 

 風向・風速 

既存資料調査 

・北神一般局 

・北神自排局 

至近 1年間 既存資料の収集・
整理 

大気質の状況 

 二酸化窒素 

 浮遊粒子状物質 

 二酸化硫黄 

 一酸化炭素 

既存資料調査 

・北神一般局 

・北神自排局 

平成 22～26 年度
（5年間） 

既存資料の収集・
整理 

 二酸化硫黄 

 浮遊粒子状物質 

 二酸化硫黄 

 一酸化炭素 

事後調査結果 

・1 期拡幅区間の事
後調査結果 

平成 22年度（2週
間×4 季データ） 

既存資料の収集・
整理 

 

 予測項目 予測範囲・予測地点 予測時点 予測方法 

予
測 

自動車の走行に係る排
出ガスによる影響 

 二酸化窒素 

 浮遊粒子状物質 

 二酸化硫黄 

 一酸化炭素 

対象区間の沿道最
近接民家 

供用後 大気拡散モデルに
よる数値計算によ
り各物質の寄与濃
度を予測する。 

また寄与濃度と現
況の環境濃度か
ら、将来の環境濃
度を予測する。 
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資表 1-3 現況調査及び予測の手法（騒音） 

 調査項目 調査地点 調査時期・頻度 調査方法 

現
況
調
査 

道路交通騒音レベル 対象区間の沿道最
近接民家 

平日・休日の各 1
日・24時間 

JIS 等に定める測
定方法に基づき調
査する。 

交通量・平均走行速度 

 時間別交通量 

 方向別、3 車種分
類（大型、小型、
二輪） 

 平均走行速度 

対象区間沿道 平日・休日の各 1
日・24時間 

ハンドカウンター
により目視計測す
る。 

一定区間の通過秒
数を計測する。 

 

 予測項目 予測範囲・予測地点 予測時点 予測方法 

予
測 

自動車の走行に係る騒
音による影響 

 騒音レベル 

対象区間の沿道最
近接民家 

供用後 日本音響学会式等
に基づく数値計算
により騒音レベル
を予測する。 

 

 

資表 1-4 現況調査及び予測の手法（振動） 

 調査項目 調査地点 調査時期・頻度 調査方法 

現
況
調
査 

道路交通振動レベル 

 

 

対象区間の沿道最
近接民家 

平日・休日の各 1
日・24時間 

JIS 等に定める測
定方法に基づき調
査する。 

地盤卓越振動数 対象区間沿道 大型車 10台 対象区間を大型車
が走行する際の振
動レベルを 1/3 オ
クターブバンド分
析により求める。 

 

 予測項目 予測範囲・予測地点 予測時点 予測方法 

予
測 

自動車の走行に係る振
動による影響 

 振動レベル 

対象区間の沿道最
近接民家 

供用後 建設省土木研究所
提案式等に基づく
数値計算により振
動レベルを予測す
る。 
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2－2 評価の手法 

前項の現況調査及び予測の手法を踏まえ、事業変更が環境に及ぼす影響について評価する。 

また、資表 1-5に示すように、環境基本法に基づく環境基準ならびに神戸市環境基本計画及びその下

位計画等、国、神戸市または兵庫県による環境保全に係る基準又は目標等と、維持・達成について整合

性が図られているかどうかについても確認した。 

 

資表 1-5 環境影響を評価する際に整合性を検討すべき事項 

環境要素 検討すべき事項 

共通 
 神戸市環境基本計画及びその下位計画に定められた基本目標・定性目

標・定量目標等 

大気質 
 環境基本法に定められた環境基準 
 大気汚染防止法、環境の保全と創造に関する条例（兵庫県）等の法令に

よる規制基準値 

騒音 
 環境基本法に定められた環境基準 
 騒音規制法、環境の保全と創造に関する条例（兵庫県）等の法令による

規制基準値 

振動 
 振動規制法、環境の保全と創造に関する条例（兵庫県）等の法令による

規制基準値 
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3 大気質 

3－1 現況調査 

3-1-1 調査内容 

事業計画地周辺における大気質の現況、経年変化及び環境基準の達成状況や気象の状況を把握するた

め、既存資料調査を実施した。大気質と気象の調査地点を資図 1-2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資図 1-2 大気質・気象調査地点 

  

事業計画区域 北神自動車排出ガス測定局 

北神大気測定局 
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3-1-2 調査結果 

（1） 既存資料調査結果 

ア 二酸化窒素 

北神大気測定局における二酸化窒素濃度の年平均値の経年変化及び平成 26 年度の年間測定結果

を資表 1-6及び資表 1-7に示す。 

近傍の北神大気測定局における平成 22～26年度の年平均値はいずれの年も 0.010ppm であった。 

平成 26年度の日平均値の年間 98%値（1年間の測定により得られた 1日平均値のうち、低い方か

ら 98％に相当する値）は 0.024ppmとなっており、環境基準の長期的評価を満足している。 

 

資表 1-6 二酸化窒素年平均値の経年変化（平成 22～26年度） 

（単位：ppm） 

測定局 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

北神大気測定局 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

資料：平成 26年度 神戸市大気汚染調査報告 (神戸市、平成 27年） 

 

 

資表 1-7 二酸化窒素測定結果（平成 26年度） 

測定局 
年平均値 

日平均値が 0.06ppm を 
超えた日数とその割合 

日平均値の 
年間 98%値 

ppm 日 % ppm 

北神大気測定局 0.010 0 0 0.024 

備考 

（環境基準） 

1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内またはそれ

以下であること。 

【評価方法】 

長期的評価：日平均値の年間 98％値が、0.04 から 0.06ppm までのゾー

ン内又はそれ以下であること。 

資料：平成 26年度 神戸市大気汚染調査報告 (神戸市、平成 27年） 
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イ 浮遊粒子状物質 

北神大気測定局における浮遊粒子状物質濃度の年平均値の経年変化及び平成 26 年度の年間測定

結果を資表 1-8及び資表 1-9に示す。 

北神大気測定局の平成 22～26年度の年平均値は北神大気測定局で 0.015～0.018mg/m3であり、平

成 26年度の年平均値は 0.016mg/m3であった。 

日平均値の 2%除外値（1 年間の測定により得られた 1 日平均値のうち、高い方から 2％の範囲内

にあるものを除外した後の最高値）は 0.039mg/m3であり、日平均値が 0.10mg/m3を超えた日が 2日

以上連続していないことから、環境基準の長期的評価を満足している。 

また、1時間値が 0.20mg/m3を超えた時間数及び日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数の割合が 0％

となっていることから、環境基準の短期的評価を満足している。 

 

資表 1-8 浮遊粒子状物質年平均値の経年変化（平成 22～26 年度） 

（単位：mg/m3） 

測定局 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

北神大気測定局 0.018 0.017 0.015 0.017 0.016 

資料：平成 26年度 神戸市大気汚染調査報告 (神戸市、平成 27年） 

 

 

資表 1-9 浮遊粒子状物質測定結果（平成 26年度） 

測定局 
年平均値 

1 時間値が

0.20 mg/m3を

超えた時間数

とその割合 

日平均値が

0.10 mg/m3を超

えた日数とその

割合 

日平均値の 

2%除外値 

日平均値が 0.10 

mg/m3を超えた日

が 2日以上連続 

したことの有無 

mg/m3 時間 % 日 % mg/m3 有×・無○ 

北神大気測定局 0.016 0 0 0 0 0.039 ○ 

備考 

（環境基準） 

1時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ 1時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

【評価方法】 

長期的評価：①日平均値の 2％除外値が 0.10mg/m3以下であること。 

②日平均値が 0.10mg/m3を超えた日が 2日以上連続しないこと。 

短期的評価：測定を行った日についての、1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3以下であ

り、1時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

資料：平成 26年度 神戸市大気汚染調査報告 (神戸市、平成 27年） 
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ウ 二酸化硫黄 

東灘大気測定局における二酸化硫黄の年平均値の経年変化及び平成 26 年度の年間測定結果を資

表 1-10及び資表 1-11 に示す。 

東灘大気測定局の平成 22～26年度の年平均値は 0.002ppmであった。 

日平均値の 2%除外値（1 年間の測定により得られた 1 日平均値のうち、高い方から 2％の範囲内

にあるものを除外した後の最高値）は 0.006ppm であり、日平均値が 0.10ppm を超えた日が 2 日以

上連続していないことから、環境基準の長期的評価を満足している。 

また、1 時間値が 0.10ppm を超えた時間数及び日平均値が 0.04ppm を超えた日数の割合がともに

0％となっていることから、環境基準の短期的評価を満足している。 

 

資表 1-10 二酸化硫黄年平均値の経年変化（平成 22～26年度） 

（単位：ppm） 

測定局 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

東灘大気測定局 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

資料：平成 26年度 神戸市大気汚染調査報告 (神戸市、平成 27年） 

 

資表 1-11 二酸化硫黄測定結果（平成 26年度） 

測定局 
年平均値 

1 時間値が

0.1ppmを超

えた時間数

とその割合 

日平均値が

0.04ppmを超えた

日数とその割合 

日平均値の 

2%除外値 

日平均値が

0.04ppm を超えた

日が 2日以上連続 

したことの有無 

ppm 時間 % 日 % ppm 有×・無○ 

東灘大気測定局 0.002 0 0 0 0 0.006 ○ 

備考 

（環境基準） 

1時間値の 1日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ 1時間値が 0.10ppm以下であること。 

【評価方法】 

長期的評価：①日平均値の 2％除外値が 0.04ppm以下であること。 

②日平均値が 0.04ppm を超えた日が 2日以上連続しないこと。 

短期的評価：測定を行った日についての、1時間値の 1日平均値が 0.04ppm以下であり、

1時間値が 0.10ppm 以下であること。 

資料：平成 26年度 神戸市大気汚染調査報告 (神戸市、平成 27年） 
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エ 一酸化炭素 

北神自動車排出ガス測定局における一酸化炭素の年平均値の経年変化及び平成 26 年度の年間測

定結果を資表 1-12及び資表 1-13に示す。 

北神大気測定局の平成 22～26年度の年平均値は 0.4ppmであった。 

日平均値の 2%除外値（1 年間の測定により得られた 1 日平均値のうち、高い方から 2％の範囲内

にあるものを除外した後の最高値）は 0.6ppm であり、日平均値が 10ppm を超えた日が 2 日以上連

続していないことから、環境基準の長期的評価を満足している。 

また、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm を越えた回数及び日平均値が 10ppm を超えた日数の割合

がともに 0％となっているため、環境基準の短期的評価を満足している。 

 

資表 1-12 一酸化炭素年平均値の経年変化（平成 22～26年度） 

（単位：ppm） 

測定局 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

北神自動車排出ガ

ス測定局 
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

資料：平成 26年度 神戸市大気汚染調査報告 (神戸市、平成 27年） 

 

資表 1-13 一酸化炭素測定結果（平成 26年度） 

測定局 
年平均値 

8 時間値が

20ppm を超え

た回数とその

割合 

日平均値が

10ppm を超えた

日数とその割合 

日平均値の 

2%除外値 

日平均値が 0.10 

mg/m3を超えた日

が 2日以上連続 

したことの有無 

ppm 回 % 日 % ppm 有×・無○ 

北神自動車排出

ガス測定局 
0.4 0 0 0 0 0.6 ○ 

備考 

（環境基準） 

1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ 1 時間値の 8 時間平均が 20ppm 以下であ

ること。 

【評価方法】 

長期的評価：①日平均値の 2％除外値が 10ppm以下であること。 

②日平均値が 10ppmを超えた日が 2日以上連続しないこと。 

短期的評価：測定を行った日についての、1時間値の 1日平均値が 10ppm以下であり、1

時間値の 8時間平均値が 20ppm以下であること。 

資料：平成 26年度 神戸市大気汚染調査報告 (神戸市、平成 27年） 
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オ 気象の状況 

平成 26年度における北神大気測定局及び北神自動車排出ガス測定局（資表 1-14参照）における

風配図を資図 1-3に示す。北神一般局では西の風が卓越し、北神自排局では西南西の風が卓越して

いる。 

 

【北神一般環境大気測定局】              【北神自動車排出ガス測定局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）風速が 0.4m/s以下の風速を静穏（Calm）とした。 

資図 1-3 近傍の測定局における風配図(平成 26年度) 

 

資表 1-14 気象調査に用いた大気汚染常時監視測定局の概要 

区分 名称 所在地 測定機関 
気象条件の設定に 
用いた観測データ 

一般局 北神大気測定局 
北区藤原台北町１丁目 

岡場公園内 
神戸市 

風向・風速 
（測定高：地上 14ｍ） 

自排局 
北神自動車排出ガ

ス測定局 
北区八多町中 
東川原公園内 

神戸市 
風向・風速 

（測定高：地上 10ｍ） 

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

風向出現頻度 風向別平均風速

Calm
3.2%

ws
m/s 4 3 2 1

10% 20% 30% 40%

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

風向出現頻度 風向別平均風速

Calm
9.0%

ws
m/s 4 3 2 1

10% 20% 30% 40%
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（2） 事後調査結果 

当初拡幅区間では平成 22 年度に事後調査を実施している。事後調査結果と近隣測定局の北神大

気測定局の同期間の測定結果を資表 1-15 に示す。また、事後調査地点と測定局との位置関係を資

図 1-4に示す。 

二酸化窒素は事後調査地点で値が高く、浮遊粒子状物質は季節によって高い地点が異なった。ま

た、二酸化硫黄及び一酸化炭素の期間平均値ともに冬季の値が最も高くなった。 

4項目の期間平均値において環境基準値と比較した場合、全ての項目で下回る結果となった。 

 

資表 1-15 事後調査結果と近隣測定局の測定結果 

調査項目 時季 

事後調査結果 北神大気測定局 

環境基準 
期間平均値 

日平均の 

最高値 
期間平均値 

日平均の 

最高値 

二酸化窒素 夏季 0.007 0.011 0.007 0.010 1時間値の1日平均値が

0.04ppmから0.06ppmま

でのゾーン内又はそれ

以下であること。 

単位：ppm 秋季 0.015 0.022 0.013 0.022 

 冬季 0.017 0.023 0.011 0.017 

 春季 0.015 0.019 0.009 0.015 

浮遊粒子状物質 夏季 0.029 0.055 0.022 0.057 1時間値の1日平均値が

0.10mg/m3以下であり、

か つ 、 1 時 間 値 が

0.20mg/m3以下であるこ

と。 

単位：mg/m3 秋季 0.011 0.037 0.015 0.049 

 冬季 0.018 0.035 0.011 0.031 

 春季 0.021 0.048 0.015 0.043 

二酸化硫黄 夏季 0.001 0.001 － － 1時間値の1日平均値が

0.04ppm以下であり、か

つ、1 時間値が 0.1ppm

以下であること。 

単位：ppm 秋季 0.000 0.001 － － 

 冬季 0.002 0.006 － － 

 春季 0.001 0.002 － － 

一酸化炭素 夏季 0.2 0.3 － － 1時間値の1日平均値が

10ppm 以下であり、か

つ、1時間値の 8時間平

均値が 20ppm 以下であ

ること。 

単位：ppm 秋季 0.2 0.3 － － 

 冬季 0.4 0.6 － － 

 春季 0.3 0.5 － － 

注1） 夏季│平成 22年 8月 22日～9月 4日、秋季│平成 22年 10月 26日～11月 8日 

冬季│平成 23年 1月 13日～1月 26日、春季│平成 23年 3月 3日～3月 16日 

注2） 北神大気測定局では二酸化硫黄及び一酸化炭素は測定していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資図 1-4 事後調査地点と北神大気測定局の位置  

▲ 

事後調査地点 

● 
北神大気測定局 
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3－2 予測及び評価 

3-2-1 予測概要 

自動車の走行による大気質への影響について、大気拡散計算により予測を行った。予測概要を資表

1-16に示す。 

 

資表 1-16 自動車の走行に係る大気質の予測の概要 

対象発生源 予測項目 予測事項 予測場所 予測時点 予測時期 予測方法 

対象道路を

走行する車

両 

二 酸 化 窒

素、浮遊粒

子状物質、

二 酸 化 硫

黄、一酸化

炭素 

 

二酸化窒素及び

浮遊粒子状物

質、二酸化硫黄、

一酸化炭素の年

平均値及び日平

均値の年間 98%

値(2%除外値) 

最寄民家 供用後 平成 30年度 プルームモ

デル及びパ

フモデルに

よる大気拡

散計算 

 

 

3-2-2 予測地点 

予測地点は、資表 1-17に示す最寄の民家位置とし、予測高さは地上 1.5mとした。 

 

資表 1-17 予測地点の概要 

予測地点 用途地域 

神戸市北区長尾町上津 市街化調整区域 
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3-2-3 予測方法 

（1） 予測手順 

大気質の予測は、「窒素酸化物総量規制マニュアル(新版)」(公害研究対策センター、平成 12年)

に示されている方法をもとに行った。 

予測の手順を資図 1-5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資図 1-5 車両の走行に係る大気質の予測の手順 

  

気象データの設定 道路条件の設定 交通条件
・風向・風速の時間値データ ・車道部幅員 ・時間別交通量

・道路構造、路面位置 ・平均走行速度
・予測点位置 ・車種構成比

排出源位置の設定
車種別走行速度別の排出係数

排出源高さの風速の推定 拡散幅等の設定

気象入力データの設定 拡散式による基準濃度の計算 時間別平均排出量の計算
・有風時弱風時の年間の時間別 有風時：プルーム式

出現割合 弱風時：パフ式
・年平均時間別風向出現割合
・年平均時間別風向別平均風速

年平均時間別濃度の算出

年平均濃度の算出

浮遊粒子状物質 窒素酸化物→二酸化窒素 ＮＯｘ変換式

対象道路の年平均濃度

将来のバックグラウンド濃度

予測地点の年平均濃度



-19- 

 

（2） 予測条件 

ア 気象条件 

 気象条件の設定 a

気象条件(風向・風速)は、資表 1-18 に示す大気汚染常時監視測定局の自排局及び気象観測所

における平成 26年度の観測データを用いて設定した。 

なお、風向・風速のデータは北神自動車排出ガス測定局を採用した。北神自動車排出ガス測定

局における風向・風速の年間風配図を資図 1-3 に示す。 

 

資表 1-18 気象条件の設定に用いた大気汚染常時監視測定局及び気象観測所の概要 

区分 名称 所在地 測定機関 
気象条件の設定に 

用いた観測データ 

自排局 
北神自動車 

排出ガス測定局 

北区八多町中 

東川原公園内 
神戸市 

風向・風速 

（測定高：地上 10ｍ） 

気象観測所 神戸地方気象台 神戸市中央区脇浜海岸通 気象庁 
風向・風速 

（測定高：地上 16m） 

 

 異常年検定 b

予測に使用する平成 26 年度（2014 年度）の観測データが平年の気象に比べて異常でなかった

かどうか異常年検定（F 分布棄却検定）を実施した。比較に用いた平年の気象は、神戸地方気象

台における平成 26年度直前の 10年間の風向・風速の観測データとした。 

検定の結果を資表 1-19（1）、（2）に示す。検定結果に示すように、平成 26 年度（2014 年度）

の風向、風速の観測データともに、直前の 10年間の観測データより算出した 5％の棄却限界の上・

下限値内に収まった（※）ことから、平成 26年度の観測データは、過去 10年間の観測データと

比べて異常年ではなかったと考えられる。 

 

※仮に平成 26 年度の観測データが 5％の棄却限界の上・下限値内に収まらなかった場合、平成 26 年度の観測

データは、直前 10年間の観測データと有意な差がある（異常年である）と判定される。 
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資表 1-19（1） 異常年検定結果（風向） 

 

 

資表 1-19（2） 異常年検定結果（風速） 

 

  

検定
年度

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5.0% 上限 下限

NNE 404 425 552 306 352 317 292 284 350 323 360.5 317 ○ 554 167

NE 365 339 405 695 675 549 510 541 569 611 525.9 635 ○ 818 234

ENE 781 596 837 1,277 1,398 1,336 1,097 1,373 1,312 1,093 1,110.0 1,242 ○ 1,781 439

E 222 162 224 484 499 535 387 429 498 410 385.0 419 ○ 704 66

ESE 159 139 137 406 473 467 391 388 438 435 343.3 451 ○ 675 11

SE 244 249 272 201 179 225 178 171 193 180 209.2 154 ○ 294 124

SSE 211 221 224 112 117 113 109 105 129 109 145.0 118 ○ 267 23

S 193 193 205 191 195 193 166 133 186 157 181.2 139 ○ 234 129

SSW 366 340 303 470 458 435 520 399 476 526 429.3 457 ○ 608 250

SW 508 458 424 982 1,003 908 1,038 910 936 971 813.8 1,013 ○ 1,397 230

WSW 812 903 688 1,022 948 999 1,256 1,201 945 1,136 991.0 1,103 ○ 1,404 578

W 1,018 1,062 823 1,031 923 1,116 1,218 1,221 1,002 1,072 1,048.6 1,114 ○ 1,338 759

WNW 916 1,002 781 492 471 428 543 556 479 463 613.1 481 ○ 1,106 120

NW 611 624 609 341 357 398 339 389 346 398 441.2 404 ○ 730 152

NNW 779 880 838 381 337 368 374 312 429 446 514.4 367 ○ 1,046 -17

N 1,157 1,146 1,414 364 337 345 320 349 446 413 629.1 340 ○ 1,646 -388

Calm 13 21 22 27 32 28 22 23 16 6 21.0 6 ○ 39 3

欠測 1 0 2 2 6 0 0 0 10 11 3.2 0 ○ 13 -7

棄却限界
(5.0％)風向 平均

判定統　計　年　度

風速
階級

検定
年度

(m/s) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5.0% 上限 下限

0～0.4 58 84 85 63 90 69 58 66 51 43 66.7 35 ○ 103 30

0.5～0.9 324 351 396 290 315 371 321 322 299 309 329.8 300 ○ 408 251

1.0～1.9 1,918 1,930 2,058 1,395 1,478 1,608 1,509 1,331 1,518 1,454 1,619.9 1,372 ○ 2,223 1,017

2.0～2.9 2,166 2,215 2,235 1,801 1,918 1,905 1,814 1,761 1,823 1,882 1,952.0 1,843 ○ 2,384 1,520

3.0以上 4,294 4,180 3,986 5,235 4,959 4,807 5,058 5,304 5,069 5,072 4,796.4 5,210 ○ 5,911 3,682

棄却限界
(5.0％)

統　計　年　度
平均

判定
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 排出源高さ風速の設定 c

排出源高さの風速は、以下のべき乗則の式を用いて、北神大気測定局の風速データから排出源高

さの風速に換算した。なお、べき指数 pについては、起伏がある地形で、建物の立地状況がない場

合は、地形による地表面粗度係数を考慮したうえでべき指数を決めなければならないことから、予

測地点周辺の地形状況から「べき指数：1/3」（資表 1-20、資図 1-6参照）と設定し風速の換算を行

った。 

   

p

z

z

U

U












00

 

U：地上高さz (m)における風速 

U0：観測点地上高さz0(m)における観測風速 

p：高さ換算べき指数（1/3～1/7 地面粗度に応じて与える） 

 

資表 1-20 土地利用の状況に対するべき指数 Pの目安 

土地利用の状況 べき指数 

市街地 1/3 

郊外 1/5 

障害物のない平坦地 1/7 

 

資図 1-6 べき指数の違いによる地上高さと風速の関係 
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 予測に用いる気象条件 d

平成 26 年度における北神自排局の時刻別風向出現頻度及び時刻別風向別平均風速を資表 1-21

に示す。 

 

資表 1-21 時刻別風向出現頻度及び風向別平均風速（北神自排局：集計高さ 1.0m） 

  

有風時の出現頻度

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW

出現頻度（%） 0.0 0.0 0.3 0.8 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 0.0 1.2 1.6 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 0.6 0.3 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.3 1.9 1.6 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 0.6 1.1 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.2 1.1 1.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 0.6 0.6 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.8 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.5 1.2 1.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 0.6 0.8 0.8 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.2 1.1 1.5 1.2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 0.3 0.3 1.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.5 1.4 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 0.0 1.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 0.8 1.1 0.3 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.3 1.9 1.1 1.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 3.0 1.4 0.8 3.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 1.9 9.0 0.3 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.2 1.3 2.1 1.2 1.4 0.0 1.4 0.0 1.2 1.4 1.4 1.1 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.3 4.7 1.1 1.1 3.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 2.7 12.3 1.1 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 1.3 1.4 1.2 1.9 1.3 1.2 0.0 1.3 1.2 0.0 1.2 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 6.0 1.4 1.4 3.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2 13.4 1.6 0.6 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.4 1.5 1.3 1.3 1.6 0.0 0.0 0.0 1.5 1.4 1.6 1.2 1.1 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.6 7.1 1.6 1.6 3.6 0.6 0.0 0.0 0.0 1.1 4.4 16.2 2.2 0.3 0.0 0.0

平均風速（m/s） 1.1 1.3 1.2 1.4 1.2 1.1 0.0 0.0 0.0 1.4 1.3 1.6 1.3 1.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 1.1 8.5 1.9 1.6 2.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 6.3 17.5 3.0 0.6 0.0 0.0

平均風速（m/s） 1.1 1.3 1.3 1.5 1.2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.4 1.6 1.2 1.3 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.8 11.3 1.9 1.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 6.6 20.6 2.8 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 1.1 1.3 1.4 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 13.2 1.1 1.6 1.1 0.6 0.0 0.0 0.0 1.1 6.9 19.7 3.0 0.3 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.4 1.2 1.3 1.7 1.1 0.0 0.0 0.0 1.2 1.4 1.4 1.2 1.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 14.3 1.9 0.6 1.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 6.6 19.2 1.4 0.3 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.3 1.2 1.4 1.6 1.3 0.0 0.0 0.0 1.2 1.3 1.4 1.2 1.1 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.3 12.3 1.6 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.9 14.3 1.4 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.3 1.4 1.1 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 7.1 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 4.9 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.3 1.1 1.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 2.7 0.6 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.2 1.1 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 1.9 0.8 0.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.2 1.5 1.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 0.0 0.6 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 0.0 1.2 1.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 0.6 0.8 0.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.1 1.1 1.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 0.0 0.6 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 0.0 1.7 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.0 0.8 0.3 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0

平均風速（m/s） 0.0 1.3 2.0 1.7 1.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0

出現頻度（%） 0.1 4.0 1.0 0.9 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 2.5 8.2 0.7 0.1 0.0 0.0

平均風速（m/s） 1.1 1.3 1.3 1.4 1.3 1.2 0.0 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 1.2 1.1 0.0 0.0

24 94.3

通年 80.3

項　目

21 90.7

22 91.5

23 93.7

18 77.5

19 86.6

20 88.0

15 51.5

16 53.2

17 60.8

12 60.8

13 55.9

14 50.8

9 79.7

10 72.6

11 69.3

6 94.0

7 95.6

8 91.5

3 94.3

4 93.2

5 93.2

時刻
弱風時の
出現頻度

（%）

1 95.1

2 94.5
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イ 対象発生源 

対象発生源は走行車両とした。 

 

ウ 排出条件 

 交通量及び走行速度 a

将来交通量については、国土交通省が「ほぼ横ばい」と推計しており（資図 1-7 参照）、計画

道路の交通量も現状と同程度で推移すると考えられる。そこで、予測に使用する交通量と走行速

度は現況値（平成 27 年度調査結果）を使用することとした。 

 

資料：国土交通省社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会資料（国土交通省、2008） 

資図 1-7 全国交通量（走行台キロ）の実績値と推計値 

 

 排出量の算定式 b

NOxまたは SPM、CO、SO2の時間別平均排出量の算出は、以下の式により求めた。 





2

1

)(N
1000

1

3600

1

i

iitt EVwQ  

ここで 

Qt ：時間別平均排出量（ml/m･s）または（mg/m･s） 

Ei ：車種別排出係数（g/km･台） 

Nit ：車種別時間別交通量（台/h） 

Vm ：換算係数（ml/g）または（mg/g） 20℃，1気圧で NOx ：523ml/g 

SPM ：1000mg/g 

CO ：859ml/g 

SO2 ：376ml/g 
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 排出係数 c

本事業の供用時（開通予定時期）は平成 30年であるため、資表 1-22に示す「道路環境影響評

価等に用いる自動車排出係数の算定根拠｣の中間年次自動車排出係数として設定されている

（2015 年次（平成 27 年））の排出係数を用いた。中間年次における自動車排出係数は 2010 年、

2015 年、2020 年、2025 年を対象に算定されており、2015 年の方が 2020 年よりも排出係数は高

く、2015年の排出係数を用いることは安全側の予測結果となる。 

 

 

資表 1-22 車種別速度別排出係数（中間年次：2015年次） 

(単位：g/km・台) 

走行 

速度 

(km/時) 

窒素酸化物 

（NOx） 

浮遊粒子状物質 

（SPM） 

一酸化炭素 

（CO） 

二酸化硫黄 

（SO2） 

小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 

60 0.053 1.075 0.00151 0.03709 0.534 0.942 0.00584 0.04718 

資料：国土技術政策総合研究所資料 道路環境影響評価等に用いる自動車排出係数の算定根拠 

（国土交通省 国土技術政策総合研究所 資料第 671 号、平成 24年） 

 

 排出源位置 d

大気質物質の排出源位置を資図 1-8に示す。 

点煙源は、原則として車道部の中央に、予測断面を中心に前後合わせて 1,000ｍにわたり配置

する。その際、点煙源の間隔は、予測断面の前後 20ｍの区間で 2ｍ間隔、その両側それぞれ 180

ｍの区間で 10ｍ間隔とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資図 1-8 点煙源の配置 

 

排出源の高さは、道路構造別に以下に示す高さを基本に設定する。 

     平面   ：路面高さ＋1ｍ 
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     盛土   ：（路面高さ＋1ｍ)／2 

切土、堀割、高架、遮音壁がある場合：仮想路面高さ＋1ｍ 

エ 拡散計算 

一般的な道路構造における大気濃度の拡散計算は、以下に示すプルーム式及びパフ式を用いて行

った。 

 

【プルーム式（有風時：風速 1.0m/s以上)】 
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ここで C(x、 y、 z) :（x、ｙ、ｚ）地点における NOx、CO、SO2濃度(ppm)

または SPM濃度（mg/m3） 

 Q  : 点煙源の NOx 排出量 (ml/ｓ)（または CO、SO2
は(ml/s)） 

 U : 平均風速(m/s) 

 H : 排出源の高さ(ｍ) 

 σy 、σz : 水平(ｙ)、鉛直(ｚ)方向の拡散幅 (ｍ) 

 X : 風向に沿った風下距離 (ｍ) 

 Y : ｘ軸に直角な水平距離 (ｍ) 

 Z : ｘ軸に直角な鉛直距離 (ｍ) 

 

拡散幅（σy 、σz ）については、既存のデータ等を参考に以下のとおり設定した。 

 

・鉛直方向拡散幅（σｚ） 

σｚ＝σz0+0.31Ｌ
0.83 

 

ここで 

 

σz0 

 

: 鉛直方向の初期拡散幅 (m) 

    遮音壁がない場合･････････････････σz0=1.5 

    遮音壁 (高さ 3m以上) がある場合････σz0=4.0 

 Ｌ : 車道部端からの距離 (L＝ｘ－Ｗ／2) (ｍ) 

 ｘ : 風向に沿った風下距離 (m) 

 Ｗ : 車道部幅員 (m) 

: なお、x ＜W / 2の場合はσz＝σz0とする。 

 

 

・水平方向拡散幅（σｙ） 

σｙ＝
2

Ｗ
+0.46Ｌ0.81 

なお、ｘ＜W / 2の場合はσｙ＝Ｗ / 2とする。 
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【パフ式（弱風時：風速 0.5～0.9m/s)】 
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ここで to :初期拡散幅に相当する時間 (s) 

 α、γ :拡散幅に関する係数 

 

拡散幅 (to、α、γ) については、既存のデータ等を参考に以下のとおり設定した。 
 

・初期拡散幅に相当する時間 (ｔ0) 

ｔ0＝
2

W
 

Ｗ  ：車道部幅員（ｍ） 

α  ：以下に示す拡散幅に関する係数（m/s） 

 

・拡散幅に関する係数（α、γ） 

α  ：0.3 

γ  ：0.18（昼間；午前７時から午後７時まで） 

   ：0.09（夜間；午後７時から午前７時まで） 

 

オ 重ね合わせ 

年平均濃度は、プルーム式、パフ式により求めた濃度に基づき、次式を用いて計算した。 

 

 

 

 

 

ここで Ca ：年平均濃度 (ppm)または mg/m3 

 Cat ：時刻 tにおける年平均濃度 (ppm) または mg/m3 

 Rws ：プルーム式により求められた風向別基準濃度 (m-1) 

 fwts ：年平均時間別風向出現割合 

 uwts ：年平均時間別風向別平均風速 (m/s) 

 Rcdn ：パフ式により求められた昼夜別基準濃度 (s/m2) 

 fct ：年平均時間別弱風時出現割合 

 Qt ：年平均時間別平均排出量 (ml/s) 

なお、添字の sは風向 (16方位)、tは時間、dnは昼夜の別、wは有風時、cは弱風時を示す。 

  

24
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カ バッググラウンド濃度 

バックグラウンド濃度(年平均値)の設定には資表 1-23に示す周辺の大気汚染常時監視測定局(一

般局)等における過去 5年間の年平均値を用いた。 

 

資表 1-23 バックグラウンド濃度の設定に用いた一般局の年平均値 

(窒素酸化物)                                        (単位：ppm) 

測定局名 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平均値 

北神大気測定局 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 0.0144 

 

(二酸化窒素)                                        (単位：ppm) 

測定局名 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平均値 

北神大気測定局 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.0100 

 

(浮遊粒子状物質)                                      (単位：mg/m3) 

測定局名 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平均値 

北神大気測定局 0.018 0.017 0.015 0.017 0.016 0.0166 

 

(二酸化硫黄)                                        (単位：ppm) 

測定局名 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平均値 

東灘大気測定局 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

 

(一酸化炭素) (単位：ppm) 

測定局名 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平均値 

北神自動車 

排出ガス測定局 
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

資料：平成 22～26年度 神戸市大気汚染調査報告 (神戸市、平成 23～27年） 

 

 二酸化窒素変換 a

窒素酸化物から二酸化窒素への変換には、平成 22年度～平成 26年度の神戸市内の大気汚染常

時監視測定局（一般局）の測定結果をもとに作成した変換式を用いた。 

NO2=0.8008・NOx
1.1241  (ｒ=0.945) 

NO2 ：二酸化窒素濃度の年平均値[ppm] 

NOx ：窒素酸化物濃度の年平均値[ppm] 
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3-2-4 予測結果 

自動車の走行に係る大気質物質の寄与濃度(年平均値)の予測結果を資表 1-24 に示す。また､寄与濃度

の最大値にバックグラウンド濃度を加えた将来濃度(年平均値)の予測結果を資表 1-24に示す。 

 

資表 1-24 予測地点における自動車の走行に係る寄与濃度及び将来濃度（年平均値） 

項 目 
寄与濃度の 

最大値 

バックグラウンド 

濃度 
将来濃度 寄与率[%] 

二酸化窒素[ppm] 0.000048 0.010 0.010048 0.48 

浮遊粒子状物質[mg/m3] 0.000011 0.0166 0.016611 0.07 

二酸化硫黄[ppm] 0.000008 0.002 0.002008 0.38 

一酸化炭素[ppm] 0.000928 0.4 0.400928 0.23 

注 1）寄与濃度の最大値及び将来濃度は予測地点における値を示す。 

2）将来濃度＝寄与濃度の最大値＋バックグラウンド濃度 

3）寄与率＝寄与濃度の最大値÷将来濃度×100  

4）バックグラウンド濃度は、大気汚染常時監視測定局(一般局及び自・排局)のデータ資表 1-20参照) 

 

（1） 二酸化窒素 

二酸化窒素の寄与濃度(年平均値)は最大で 0.000048ppmであり、バックグラウンド濃度を加えた

将来濃度は 0.010048ppmとなっている。 

 

（2） 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の寄与濃度(年平均値)は最大で 0.000011mg/m3であり、バックグラウンド濃度を

加えた将来濃度は 0.016611mg/m3となっている。 

 

（3） 二酸化硫黄 

二酸化硫黄の寄与濃度(年平均値)は最大で 0.000008ppmであり、バックグラウンド濃度を加えた

将来濃度は 0.002008ppmとなっている。 

 

（4） 一酸化炭素 

一酸化炭素の寄与濃度(年平均値)は最大で 0.000928ppmであり、バックグラウンド濃度を加えた

将来濃度は 0.400928ppmとなっている。 
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3-2-5 評 価 

評価は、年平均値を日平均値(二酸化窒素は年間 98％値、浮遊粒子状物質は 2％除外値)に換算して行

った。 

換算式を資表 1-25に示す。神戸市内の一般局(二酸化窒素 16局、浮遊粒子状物質 15局、二酸化硫黄

6 局)や自排局（一酸化炭素 4局）における平成 22年度～平成 26年度の測定値を用いて設定した。 

 

資表 1-25 年平均値から日平均値の年間 98％値及び 2％除外値への変換式 

項目 換算式 相関係数 

二酸化窒素[ppm] 
日平均値の年間 98％値＝ 
1.6868×年平均値+0.008 

0.9437 

浮遊粒子状物質[mg/m3] 
日平均値の年間 2％除外値＝ 
2.1741×年平均値+0.0099 

0.6936 

二酸化硫黄[ppm] 
日平均値の年間 2％除外値＝ 
1.0214×年平均値+0.004 

0.7017 

一酸化炭素[ppm] 
日平均値の年間 2％除外値＝ 
0.8767×年平均値+0.3315 

0.4562 

 

自動車の走行に係る大気質物質の予測地点における日平均値の年間 98%値及び 2%除外値を資表 1-26

に示す。環境基準値を下回っていることから、本事業による大気質への著しい影響は無いと考えられる。 

 

資表 1-26 日平均値の年間 98％値または 2％除外値と環境基準値の比較 

項目 
将来濃度 

(年平均値) 

日平均値の 
年間 98%値 

または 2%除外値 
環境基準 

二酸化窒素[ppm] 0.010048 0.024949 

日平均値の年間 98％値が 0.04ppm 

から 0.06ppm までのゾーン内又は 

それ以下 

浮遊粒子状物質[mg/m3] 0.016611 0.046014 
日平均値の年間 2％除外値が 

0.10mg/m3以下 

二酸化硫黄[ppm] 0.002008 0.006051 
日平均値の年間 2％除外値が 

0.04ppm 以下 

一酸化炭素[ppm] 0.400928 0.68294 
日平均値の年間 2％除外値が 

10ppm 以下 

注）将来濃度及び日平均値の年間 98%値または 2%除外値は予測地点の値 
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4 騒音 

4－1 現況調査 

4-1-1 調査内容 

事業計画地周辺における騒音の状況を把握するため、既存資料調査及び現地調査を実施した。調査内

容を資表 1-27に示す。 

 

資表 1-27 調査内容 

調査項目 調査地点・範囲 調査時期 調査方法 

道路交通騒音 近傍地点 

（県道西脇三田線 

：北区大沢町日吉原） 

平成 26年度 既存資料調査 

平成 26年度 自動車騒音・道路交通

振動の状況(神戸市環境局、平成 27

年) 

最寄民家 1地点 

 

平日・休日 

各１日（24時間） 

 

現地調査 

JIS Z 8731｢環境騒音の表示･測定方

法｣に準拠 

時間帯別、車種別交通量

及び自動車走行速度 

六甲北有料道路 2 期拡幅区

間 

平日・休日 

各１日（24時間） 

 

現地調査 

 調査員による計数 
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4-1-2 調査結果 

（1） 既存資料調査結果 

事業計画地近傍では、神戸市が県道大沢西宮線の北区藤原台北町 6丁目で道路交通騒音調査を実

施（資図 1-9）しており、その測定結果を資表 1-28 に示す。等価騒音レベル（LAeq）は夜間で環境

基準値を上回っている。 

 

 

資表 1-28 道路交通騒音調査（既存資料） 

道路名 測定地点 

測定結果(LAeq） 

（dB） 

環境基準（適合状況） 

（dB） 

昼間 夜間 昼間 夜間 

県道大沢西宮線 北区藤原台北町 6丁目 

（有野郵便局） 
69 66 

環境基準 70 環境基準 65 

○ × 

 

（2） 現地調査結果 

ア 現地調査内容 

現地調査の内容は資表 1-29に、調査地点位置を資表 1-30に示す。 

 

資表 1-29 現地調査内容 

調査地点 調査期間 調査方法 

最寄民家 (平日) 

平成 27年 11月 5日(木)12時～6日(金)12時(24時間) 

(休日) 

平成 27年 11月 22日(日)0時～23日(月)0時(24時間) 

JIS Z 8731「環境騒

音の表示･測定方

法｣に準拠 

 

資表 1-30 現地調査地点の概要 

調査地点 用途地域 地域の類型 

神戸市北区長尾町上津 市街化調整区域 AA 

注）地域の類型は環境基準で最も厳しい AA類型と比較した。 
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資図 1-9 騒音調査地点  

凡 例 

事業計画区域 

●    騒音調査地点 

交通量調査断面 
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イ 調査結果 

環境騒音の現地調査結果を資表 1-31に、調査時の日交通量を資表 1-34に示す。 

環境騒音の等価騒音レベル（LAeq）の時間帯別平均値は、昼間 44dB、夜間 30～35dB であった。

昼間・夜間ともに環境基準値を下回っていた。 

 

資表 1-31 環境騒音の現地調査結果 

調査地点 用途地域 
地域の 

類型 

平日・休日の

区分 

時間帯の 

区分 

等価騒音レベル（LAeq） 

（dB） 

環境 

基準値 

（dB） 

神戸市北区 

長尾町上津 市街化 

調整区域 
AA 

平日 
昼間 44（35～48） 50 

夜間 35（32～37） 40 

休日 
昼間 44（32～49） 50 

夜間 30（29～32） 40 

注 1）「地域の類型」は環境基準の地域の類型を示す。 

  2）昼間：6～22時 夜間：22時～6時 

  3）等価騒音レベルは時間帯別平均値（1時間値の最小～最大）を示す。 
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4-1-3 時間帯別、車種別交通量及び自動車走行速度 

現地調査時の時間帯、車種別交通量を資表 1-32（1）、（2）に示す。また、自動車の走行速度を資表

1-33（1）～（6）に示す。また、資表 1-34に大型車混入率を含む環境騒音調査時の交通量を示す。 

 

資表 1-32（1） 時間帯・車種別交通量（平日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資表 1-32（2） 時間帯・車種別交通量（休日） 

 

 

 

  

平日 平日

北行き 南行き

ＯＵＴランプ 本線 本線 ＩＮランプ

大型 小型 二輪 大型 小型 二輪 大型 小型 二輪 大型 小型 二輪

7 - 8 3 46 2 101 479 8 100 431 6 1 24 1

8 - 9 4 67 0 141 552 4 131 433 4 7 18 2

9 - 10 7 120 0 120 375 4 145 292 1 10 17 1

10 - 11 5 256 0 126 399 5 144 278 0 3 20 0

11 - 12 3 179 0 105 357 5 122 292 0 4 20 0

12 - 13 1 100 0 85 299 0 108 271 0 1 32 0

13 - 14 4 90 1 83 283 4 105 287 1 9 53 0

14 - 15 3 106 1 91 296 0 120 429 8 1 63 0

15 - 16 3 87 0 74 231 2 120 519 4 2 56 0

16 - 17 2 68 0 57 274 2 117 620 5 3 142 1

17 - 18 3 40 0 63 285 2 111 645 2 1 77 1

18 - 19 1 36 1 48 246 6 94 432 4 2 64 0

19 - 20 1 14 0 36 188 1 48 257 0 1 46 0

20 - 21 3 15 0 23 153 3 39 156 1 0 34 0

21 - 22 0 12 1 20 140 1 15 100 2 0 23 0

22 - 23 1 3 0 13 107 1 11 71 0 0 12 0

23 - 24 1 0 0 17 51 1 6 33 0 0 3 0

24 - 1 1 1 0 12 34 0 22 22 0 0 9 0

1 - 2 0 3 0 11 22 0 24 14 0 0 3 0

2 - 3 0 1 0 11 16 1 3 14 0 0 1 0

3 - 4 1 3 1 6 10 0 12 11 0 0 1 0

4 - 5 0 1 0 21 12 0 12 14 1 0 3 0

5 - 6 0 8 0 41 66 1 25 44 1 2 6 0

6 - 7 1 33 0 40 150 0 38 128 3 1 8 0

合計 48 1,289 7 1,345 5,025 51 1,672 5,793 43 48 735 6

時間

休日 休日

北行き 南行き

ＯＵＴランプ 本線 本線 ＩＮランプ

大型 小型 二輪 大型 小型 二輪 大型 小型 二輪 大型 小型 二輪

7 - 8 1 59 2 24 488 2 31 292 7 3 16 0

8 - 9 3 117 1 49 551 6 39 465 5 2 10 0

9 - 10 9 437 0 43 660 15 33 564 2 7 23 1

10 - 11 4 593 1 32 737 7 48 596 2 2 20 0

11 - 12 3 482 3 20 608 9 31 508 3 5 36 0

12 - 13 2 508 0 28 511 6 23 499 6 2 89 1

13 - 14 3 502 1 24 486 4 26 609 5 3 167 0

14 - 15 2 410 0 18 473 4 31 729 9 4 235 1

15 - 16 1 306 1 15 576 2 32 1,001 18 5 304 2

16 - 17 0 314 0 28 559 7 34 905 4 13 320 8

17 - 18 1 277 2 26 499 12 19 729 2 10 400 3

18 - 19 6 227 0 29 416 4 17 835 3 15 304 7

19 - 20 0 109 0 16 293 2 33 743 3 6 304 2

20 - 21 1 38 0 13 267 2 26 621 2 1 346 1

21 - 22 0 9 0 12 201 2 10 370 6 1 213 0

22 - 23 0 8 0 10 143 0 10 158 1 0 36 0

23 - 24 0 8 0 4 86 1 9 53 0 0 10 0

24 - 1 0 5 0 6 60 0 14 38 0 0 11 0

1 - 2 0 3 0 4 40 0 13 33 0 2 5 0

2 - 3 0 0 0 11 25 0 10 16 0 0 0 0

3 - 4 1 3 0 6 30 0 5 19 0 0 2 0

4 - 5 0 4 0 8 35 0 14 36 0 0 1 0

5 - 6 2 11 0 9 51 2 13 55 1 0 2 0

6 - 7 1 52 0 9 217 5 14 127 3 1 3 0

合計 40 4,482 11 444 8,012 92 535 10,001 82 82 2,857 26

時間
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資表 1-33（1） 自動車走行速度（平日①） 

 

 

資表 1-33（2） 自動車走行速度（平日②） 

 

 

資表 1-33（3） 自動車走行速度（平日③） 

 

 

 

  

南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行

1回目 59 62 48 53 58 46 59 54 81 54 63 62 61 56 69 76

2回目 60 61 66 64 69 63 59 68 68 52 63 52 66 66 61 56

3回目 51 55 69 67 71 51 55 58 62 48 60 61 59 64 61 63

4回目 58 66 68 49 69 55 56 63 63 59 60 64 81 60 60 61

5回目 60 61 58 52 55 64 69 66 62 73 65 64 60 64 62 51

6回目 60 53 71 58 79 55 54 46 46 61 66 71 69 60 68 57

7回目 59 58 58 62 59 51 63 56 60 55 58 54 66 51 56 62

8回目 63 58 61 55 74 54 51 61 59 45 66 56 60 59 60 56

9回目 77 66 56 49 59 50 75 54 69 49 55 64 49 60 58 58

10回目 67 55 61 61 66 63 77 48 55 53 64 59 58 56 63 53

平均 61 60 62 57 66 55 62 57 62 55 62 61 63 60 62 59

測定回
0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時

南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行

1回目 60 64 69 64 58 57 59 68 68 60 52 56 64 62 56 64

2回目 68 63 63 58 61 63 53 52 69 59 76 50 71 59 59 61

3回目 59 73 53 68 67 55 51 60 65 58 61 59 61 66 49 57

4回目 66 60 67 55 76 62 58 58 62 63 59 73 63 57 71 58

5回目 67 51 53 63 68 64 64 49 64 68 58 59 58 58 58 59

6回目 56 63 66 50 54 54 55 66 56 51 63 61 69 59 64 64

7回目 61 64 64 60 61 63 64 61 71 63 69 66 50 56 66 66

8回目 63 47 60 61 58 63 76 52 55 56 64 60 60 62 59 58

9回目 68 57 62 56 54 59 64 51 56 61 59 63 73 68 66 65

10回目 66 65 77 49 63 50 61 60 64 70 58 56 56 59 53 63

平均 63 61 63 58 62 59 61 58 63 61 62 60 63 61 60 62

測定回
8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時

南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行

1回目 47 56 50 53 52 66 67 58 63 47 53 60 61 62 60 66

2回目 52 56 48 66 54 67 64 66 69 64 58 49 66 61 55 59

3回目 53 59 52 49 64 59 73 64 60 63 64 67 65 73 56 60

4回目 65 67 51 52 57 56 67 47 64 60 65 63 64 53 60 58

5回目 68 62 47 54 55 52 82 63 61 54 60 61 54 55 62 68

6回目 61 68 60 58 71 56 64 58 52 68 59 49 69 56 64 63

7回目 55 58 56 68 60 68 57 58 69 60 67 59 56 66 54 63

8回目 65 59 54 48 54 55 62 61 61 63 59 58 61 89 73 55

9回目 61 53 46 59 53 62 63 52 68 56 61 66 54 56 49 68

10回目 59 47 49 60 61 45 60 59 57 55 64 49 59 61 56 63

平均 59 58 51 57 58 59 66 58 63 59 61 58 61 63 59 62

測定回
16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
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資表 1-33（4） 自動車走行速度（休日①） 

 

 

資表 1-33（5） 自動車走行速度（休日②） 

 

 

資表 1-33（6） 自動車走行速度（休日③） 

 

 

資表 1-34 環境騒音調査時の交通量（六甲北有料道路） 

 

 

 

 

        日交通量＝大型+小型 （二輪類除く） 

  

南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行

1回目 93 49 61 40 68 59 89 52 64 53 61 74 64 66 58 64

2回目 58 51 63 62 66 52 51 86 49 61 51 59 51 60 61 60

3回目 56 52 66 56 71 60 69 49 73 59 56 56 68 55 64 57

4回目 64 54 64 55 60 51 60 40 60 63 68 48 59 69 60 58

5回目 63 71 61 52 69 65 51 50 60 54 64 61 64 55 59 55

6回目 69 59 64 53 73 52 52 59 63 79 65 84 69 63 66 69

7回目 67 50 58 65 64 54 59 58 65 63 63 68 64 64 58 60

8回目 42 50 66 55 44 61 73 69 67 55 62 61 66 68 56 64

9回目 65 59 86 54 68 68 66 80 49 68 62 49 63 66 63 77

10回目 88 53 60 58 61 56 64 69 60 56 63 84 60 59 60 67

平均 67 55 65 55 64 58 64 61 61 61 62 64 63 62 61 63

測定回
0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時

南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行

1回目 49 58 54 64 59 57 69 68 60 51 73 54 53 66 60 60

2回目 59 69 59 55 66 59 59 56 61 60 69 61 68 58 50 45

3回目 64 62 64 45 63 51 61 49 63 59 60 59 56 41 51 56

4回目 60 60 56 63 56 60 55 46 58 68 64 60 56 59 56 48

5回目 64 51 59 52 60 54 58 66 64 55 54 58 60 51 60 58

6回目 61 63 60 63 52 47 66 65 56 52 73 49 68 62 68 51

7回目 51 59 64 51 64 59 63 55 56 59 61 59 61 59 44 41

8回目 60 56 63 59 60 54 62 59 53 49 55 51 55 49 37 44

9回目 69 63 61 49 58 50 64 61 58 54 56 55 55 53 24 49

10回目 70 64 60 54 56 55 61 50 60 71 58 68 51 49 21 48

平均 61 60 60 56 59 55 62 58 59 58 62 57 58 55 47 50

測定回
8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時

南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行 南行 北行

1回目 30 42 16 56 10 43 13 45 10 60 66 59 45 56 53 63

2回目 21 44 13 53 19 49 9 41 12 41 49 61 62 60 60 50

3回目 18 63 7 49 10 63 20 54 16 53 54 58 51 57 53 60

4回目 13 51 16 53 9 50 13 56 14 42 56 63 55 64 64 76

5回目 17 46 18 41 24 55 13 54 13 63 51 61 58 63 44 71

6回目 11 48 15 42 15 52 14 54 33 66 46 53 62 51 65 59

7回目 25 47 18 51 18 52 14 47 50 56 66 60 61 54 50 65

8回目 11 53 18 50 8 49 12 56 58 53 63 55 69 45 56 53

9回目 11 52 12 55 13 49 28 60 49 55 59 51 59 60 59 52

10回目 16 54 15 52 18 48 11 60 58 57 55 56 68 53 55 65

平均 17 50 15 50 14 51 15 53 31 55 57 58 59 56 56 62

測定回
16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時

平日・休日の区分 日交通量 大型車混入率 

平日 15,955 台/日 19.5％ 

休日 26,453 台/日 4.2％ 
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4－2 道路の供用に伴う影響の予測及び評価 

4-2-1 予測概要 

供用後の自動車の走行による沿道の騒音への影響についての予測を行った。 

予測の概要を資表 1-39に示す。 

 

資表 1-39 供用後の自動車の走行による道路交通騒音の予測の概要 

対象発生源 予測項目 予測事項 予測地点 予測時期 予測時期 予測方法 

対象道路を走行

する走行車両 

道路交通騒音 等価騒音 

レベル 

最寄民家 供用後 平成 30年度 日本音響学会式

による数値計算 

 

4-2-2 予測地点 

予測地点は最寄の民家位置とし、予測地点の位置を資表 1-40及び資図 1-11 に示す。予測高さは地上

1.2mとした。 

 

資表 1-40 予測地点の概要 

予測地点 用途地域 

神戸市北区長尾町上津 市街化調整区域 
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資図 1-11 道路交通騒音の予測地点 
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4-2-3 予測方法 

（1） 予測手順 

道路交通騒音の予測手順を資図 1-12に示す。 

車両の運行による騒音の予測は、日本音響学会の道路交通騒音予測モデルである ASJ RTN-Model 

2008を用いて計算する。 

 

 

資図 1-12 道路交通騒音の予測手順 
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（2） 予測式 

ア 等価騒音レベルの基本式 

T[s]時間内あたりの交通量 NT[台]による等価騒音レベル LAeq,Tは次式で計算する。 

 











T

N
L TL

TAeq,
AE ・10

10 10log10  














  i

i

L
AE t

T
L iA ・

10

0
10

,10
1

log10  

 LAeq,T ： 等価騒音レベル(dB) 

 LAE ： ユニットパターンの時間積分値をレベル表示した値(単発騒音レベル)(dB) 

 NT ： 交通量(台) 

 T ： 時間(s) 

 i ： 対象道路を幾つかに分割したうちの一つの区間(区間 i) 

 LA,i ： 区間 iの音源から予測点へ伝搬した A特性音響パワーレベル 

 Δti ： 音源が区間 i に存在する時間 

 

イ 伝搬計算の基本式 

離散音源点に対して予測点で観測されるＡ特性音圧レベルは次式より求められる。 

 

icoriiWAiA LrLL ,10,, log208   

   airgrnddificor LLLL  ,  

 iAL ,
 ： 

i番目の音源位置から予測点に伝搬する騒音の A特性音圧レベル（dB） 

 iWAL ,
 ： 

i番目の音源位置における自動車走行騒音の A特性音響パワーレベル（dB） 

 ir  ： 
i番目の音源位置から予測点までの直達距離（m） 

 icorL ,  ： 
i番目の音源位置から予測点に至る音の伝搬に影響を与える各種減衰要素に
関する補正量（dB） 

 
idifL ,  

： 
回折に伴う減衰に関する補正量（dB）＝0 

 
igrndL ,  

： 
地表面効果による減衰に関する補正量（dB） 

 iairL ,  ： 
空気の音響吸収による減衰に関する補正量（dB）＝0 
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ウ 自動車走行騒音のA特性音響パワーレベル 

1台の自動車を点音源と見なした場合、それが放射する音響パワー(1 秒当たりに放射する音響

エネルギー)に周波数重み特性 Aをかけて評価した量をレベル表示した値は次式で与えられる。 

 

CVbaLWA  10log  

 etcdirgradsurf LLLLC   

 LWA ： 自動車走行騒音の A特性音響パワーレベル(dB) 

 a ： 車種別に与えられる定数 

 b ： 速度依存性を表す係数 

 V ： 走行速度(km/h) 

 C ： 各種要因による補正項 

 ΔLsurf ： 排水性舗装等による騒音低減に関する補正量(dB) 

 ΔLgrad ： 道路の縦断勾配による走行騒音の変化に関する補正量(dB)＝0 

 ΔLdir ： 自動車走行騒音の指向性に関する補正量(dB) ＝0 

 ΔLetc ： その他の要因に関する補正量(dB) ＝0 

 

なお、定数 a および係数 b の値は、資表 1-41 に示すように、定常走行区間と非定常走行区間

の別に与える。本予測では定常走行区間として予測を行う。 

 

資表 1-41 定常走行区間と非定常走行区間における a , bの値 

区間 車種分類 定数 a 係数 b 

定常走行区間 
小型車類 46.7 

30 
大型車類 53.2 

非定常走行区間 
小型車類 82.3 

10 
大型車類 88.8 
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エ 地表面効果による減衰に関する補正 

地表面効果による減衰に関する補正量 igrndL , は、次式により計算する。 

  



n

i

igrndgrnd LL
1

,  

        
ic

i
i

r

r
K

,

10log    
ici rr ,  

   igrndL ,   

        0          
ici rr ,  

 
grndL  

： 地表面効果による減衰に関する補正量（dB） 

 
igrndL ,  

： i番目の地表面による減衰に関する補正量（dB） 

 iK  ： i番目の地表面による超過減衰に関する係数 

 ir  ： i番目の地表面上の伝搬距離（m） 

 icr ,
 ： i番目の地表面による超過減衰が生じ始める距離（m） 

 

係数
iK は、次式により計算する。 

 

 
275  mskPae ･･   iK  0534.150810.09339.3 , iaH   5.16.0 ,  iaH  

                0.20               5.1, iaH  

 
2300  mskPae ･･  iK  8545.95374.09772.6 , iaH   5.16.0 ,  iaH  

               0167.164242.14819.2 , iaH   0.45.1 ,  iaH  

               0.20                0.4, iaH  

 
21250  mskPae ･･  iK  9917.44722.09750.4

2
,,  iaia HH  0.36.0 ,  iaH  

                3269.159404.25282.1 , iaH      0.3, iaH  

 
 

2

1
,

ii
ia

HH
H


           

 iK  ： i番目の地表面による超過減衰に関する係数 

 e  ： 地表面の実効的流れ抵抗 

 iaH ,
 ： 平均伝搬経路高（

1iH 、
iH ：両端の伝搬高さ） 
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係数
icr ,
は、次式により計算する。計算に用いる各パラメータは資表 1-42 に示すとする。 

 

      iZf
iaiic HZgr ,, ･  ただし、

21250  mskPae ･･ で 1.1, iaH の場合は下式を用いる。 

       )()1.1(
,

,101.1 iiai
ZhHZf

iic Zgr
･

･･


  

   
 ii

ii
i

HH

HH
Z










1

1  

   
32

1852.12961.10592.05166.0)( iiii ZZZZh   

■ )( iZf  

 
275  mskPae ･･  

 iK  09.2                            4.00.0  iZ  

    
32 )4.0(4719.2)4.0(7114.0)4.0(1243.009.2  iii ZZZ   8.04.0  iZ  

    
32 )8.0(3597.189)8.0(5839.21)8.0(7238.19959.1  iii ZZZ   0.18.0  iZ  

 
2300  mskPae ･･  

   iK  3.2                             4.00.0  iZ  
32 )4.0(4740.5)4.0(9196.0)4.0(3871.03.2  iii ZZZ   0.14.0  iZ  

 
21250  mskPae ･･  

   iK  3.2                           2.00.0  iZ  

     
32 )2.0(6479.0)2.0(3819.1)2.0(1697.03.2  iii ZZZ   0.12.0  iZ  

■ )( iZg  

  
32

)( iiii dZcZbZaZg   

 

資表 1-42 地表面効果の計算に係るパラメータ 

  

地表面の種類 地表面の実効的流れ抵抗 

コンクリート、アスファルト 20,000 

スポーツグラウンド等の固い地面 1,250 

芝地、田んぼ、草地 300 

表面の柔らかい畑地、耕田んぼ 75 
 

  

地表面の種類（σe） ａ ｂ ｃ ｄ 

75 35.0858 3.2582 -61.2349 30.3173 

300 23.8182 1.6933 -38.174 23.2773 

1,250 18.6355 0.9456 -32.5215 32.2235 
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（3） 予測条件 

ア 交通条件 

予測に用いた交通量及び走行速度を資表 1-43に示す。 

走行速度は予測地点における予測対象道路の規制速度の 60km/hとした。 

 

資表 1-43 予測に用いた交通量及び走行速度 

平日･休日の区分 
時間帯 
の区分 

現況交通量 走行速度 
km/h 大型車類 小型車類 二輪車類 計 

平日 
昼間 2,860 12,243 100 15,203 

60 
夜間 253 599 7 859 

休日 
昼間 950 24,365 206 25,521 

夜間 151 987 5 1,143 

注）昼間：6～22時、夜間：22～6時 

平日：平成 27年 11月 5日～6日 

休日：平成 27年 11月 22日 

 

イ 道路条件 

道路条件は、資図 1-13に示すとおりである。なお、音源の高さは路面上（高さ 0m）とした。 

 

 

資図 1-13 道路横断図 

  

：音源位置 
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4-2-4 予測結果 

道路交通騒音の予測結果を資表 1-44に示す。 

供用後の等価騒音レベルは、平日昼間で 38dB、平日夜間では 30dB、休日昼間では 39dB、休日夜間で

は 30dBである。 

 

資表 1-44 道路交通騒音の予測結果 

平日・休日の区分 
時間帯 
の区分 

環境 
基準値 
（dB） 

供用後の 
等価騒音レベル 

（dB） 

平日 
昼間 55 38 

夜間 45 30 

休日 
昼間 55 39 

夜間 45 30 

 

4-2-5 評 価 

騒音レベルは昼間、夜間ともに環境基準値を下回る結果となったことから、本事業による騒音への著

しい影響は無いと考えられる。 
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5 振動 

5－1 現況調査 

5-1-1 調査内容 

事業計画地周辺における振動の状況を把握するため、既存資料調査及び現地調査を実施した。 

調査内容を資表 1-45に示す。 

 

資表 1-45 調査内容 

 調査地点・範囲 調査時期 調査方法 

道路交通振動
レベル 

近傍地点 
（県道西脇三田線 

：北区大沢町日吉原） 

平成 26年度 既存資料調査 
平成 26 年度 自動車騒音・道路
交通振動の状況(神戸市環境局、
平成 27年) 

 最寄民家 1 地点 
 

平日・休日 
各１日（24時間） 

 

現地調査 
JIS Z 8735｢振動レベル測定方
法｣に準拠 

地盤卓越 
振動数 

対象区間沿道  現地調査 
 大型車走行時の振動レベルを
1/3オクターボ分析により求める 

 

5-1-2 調査結果 

（1） 既存資料調査結果 

事業計画地近傍では、神戸市が県道大沢西宮線の北区藤原台北町 6丁目で道路交通振動調査を実

施しており、その測定結果を資表 1-46に示す。振動レベル（LAeq）は昼間夜間ともに要請限度を下

回っている。 

 

資表 1-46 道路交通振動調査（既存資料） 

道路名 測定地点 測定結果(L10） 

（dB） 

測定結果（適合状況） 

（dB） 

昼間 夜間 昼間 夜間 

県道大沢西宮線 北区藤原台北町 6丁目 

 
36 31 

要請限度 65 要請限度 60 

○ ○ 

出典：「平成 26年度 自動車騒音・道路交通振動の状況」(神戸市環境局、平成 27年) 
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（2） 現地調査結果 

現地調査を実施し、事業計画地周辺の道路交通振動を把握した。 

 

ア 現地調査内容 

現地調査の内容は資表 1-47に、調査地点位置を資表 1-48、資図 1-14に示す。 

 

資表 1-47 現地調査内容 

調査地点 調査期間 調査方法 

最寄民家 (平日) 
平成 27年 11月 5日(木)12時～6 日(金)12 時(24時間) 

(休日) 
平成 27年 11月 22 日(日)0時～23日(月)0 時(24時間) 

JIS Z 8735｢振動
レベル測定方法｣
に準拠 

 

資表 1-48 現地調査地点の概要 

調査地点 用途地域 区域の区分 

神戸市北区長尾町上津 市街化調整区域 第 1種 

注）区域の区分は振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例に基づいた規制

基準による区域の区分を示す。 
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資図 1-14 振動・地盤卓越振動数調査地点 
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イ 調査結果 

道路交通振動の現地調査結果を資表 1-49に示す。 

道路交通振動の振動レベル（L10）の時間帯別平均値は、平日・休日の全時間帯で 30dB 未満で

あった。 

資表 1-49 道路交通振動の現地調査結果 

調査地点 用途地域 
区域の 

区分 

平日・休日

の区分 

時間帯の

区分 

振動レベル（L10） 

（dB） 

要請 

限度値 

（dB） 

神戸市北区 

長尾町上津 

市街化 

調整区域 
第 1種 

平日 
昼間 <30 65 

夜間 <30 60 

休日 
昼間 <30 65 

夜間 <30 60 

注 1）区域の区分は振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例に基づいた規制基準による区域の区分を示す。 

 2）昼間：8～19時 夜間：19時～8時 

 3）＜30は 30dB未満を示す。 

 

ウ 地盤卓越振動数の結果 

大型車 10 台の単独走行時における振動加速度レベルを、資表 1-50 に示すように、1/3 オクタ

ーブバンド中心周波数で分析し、地盤卓越振動数を算出した。地盤卓越振動数は 17.6Hz であっ

た。 

資表 1-50 現地調査内容 

調査項目 調査地点 調査期間 調査方法 地盤卓越振動数 

地盤卓越
振動数 

事業計画地
周辺 

平成 27年 11月 5日
(木) 

大型車走行時の地盤振動の
1/3 オクターブバンド周波数
分析 

17.6Hz 
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5－2 道路の供用に伴う影響の予測及び評価 

5-2-1 予測概要 

供用後の自動車の走行による沿道の振動への影響についての予測を行った。予測の概要を資表 1-51

に示す。 

 

資表 1-51 供用後の自動車の走行による道路交通振動の予測の概要 

対象発生源 予測項目 予測事項 予測地点 予測時期 予測時期 予測方法 

対象道路を

走行する走

行車両 

道路交通振動 振動レベル

の 80％レン

ジの上端値

（L10） 

最寄民家 供用後 平成 30年度 建設省土木研究

所提案式等に基

づく数値計算 

 

5-2-2 予測地点 

予測地点は道路交通騒音の予測地点と同じ最寄の民家位置とした（資表 1-52参照）。 

 

資表 1-52 予測地点の概要 

予測地点 用途地域 区域の区分 

神戸市北区長尾町上津 市街化調整区域 第一種区域 

注）区域の区分は振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例に基づいた規制基準による区域の区分を示す。 

 

 

5-2-3 予測方法 

（1） 予測手順 

道路交通振動の予測手順を資図 1-15に示す。 

 

 

資図 1-15 車両の走行に係る振動の予測手順 

 

  

予測条件の設定

道路構造

併設平面道路の

基準点の振動レベル

高架道路と平面道路

のエネルギー合成

距離減衰の補正距離減衰の補正距離減衰の補正距離減衰の補正

道路構造による補正

高架道路予測基準点での振動レベル平面予測基準点での振動レベル
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（2） 予測式 

道路交通振動の予測は、以下に示す予測式を用いた。 

L10＝L10
※－αl 

L10
※＝alog10（log10Q※）＋blog10V＋clog10M＋d＋ασ＋αf＋αs 

L10 ：振動レベルの 80％レンジの上端値の予測値（dB） 

L10
※ ：基準点レベルの 80％レンジの上端値の予測値（dB） 

Q※ ：500 秒間の 1 車線当たりの等価交通量（台／500 秒／車線） 

 Q＝（500／3600）×（Q1＋KQ2）／M 

Q1 ：小型車時間交通量（台／時） 

Q2 ：大型車時間交通量（台／時） 

K ：大型車の小型車への換算係数 

V ：平均走行速度（km／時） 

M ：上下車線合計の車線数 

ασ ：路面の平坦性等による補正値（dB） 

αf ：地盤卓越振動数による補正値（dB） 

αs ：道路構造による補正値   （dB） 

αl ：距離減衰値        （dB） 

a，b，c，d：定数 

 

（3） 予測条件 

ア 予測時期 

予測時期は供用後とした。 

 

イ 道路条件 

道路条件は「4－2 道路の供用に伴う影響の予測及び評価」に係る騒音の予測と同じとした。

ただし、「音源」を「振動源」に読み替えるものとする。 
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ウ 交通条件 

道路交通振動の予測に用いた交通量を資表 1-53に示す。 

走行速度は、「4－2 道路の供用に伴う影響の予測及び評価」に係る騒音予測と同じとした。 

 

資表 1-53 予測に用いた交通量 

（台/時） 

区分 時間帯 
ピーク 

時間 

交通量 走行速度 

（km/h） 大型車類 小型車類 計 

平日 
昼間 8-9時 283 1,070 1,353 

60 
夜間 7-8時 205 980 1,185 

休日 
昼間 12-13 時 55 1,607 1,662 

夜間 19-20 時 55 1,449 1,504 

 

5-2-4 予測結果 

道路交通振動の予測結果を資表 1-54に示す。 

平日の昼間は 30dB となり、夜間は 31dB となる。休日は昼間及び夜間ともに 30dB 未満であり、要請

限度値を下回る。 

 

資表 1-54 道路交通振動の予測結果 

平日・休日の区分 
時間帯 
の区分 

要請限度 
（dB） 

振動レベル 
（dB） 

平日 
昼間 65 30 

夜間 60 31 

休日 
昼間 65 30 未満 

夜間 60 30 未満 

注 1）昼間：8～19時 夜間：19時～8時 

2）振動レベルは、振動レベルが最大となる時刻の予測結果を示す。 

 

5-2-5 評 価 

振動レベルについては、昼間、夜間ともに要請限度値を下回る結果となったことから、本事業の道路

交通振動への著しい影響は無いと考えられる。 
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第 2章 事業実施区域及びその周囲の概況 

1 自然的概況 

(1) 地象 

ア 地形 

 事業計画地周辺の地形分類図を資図 2-1に示す。 

 神戸市は、地形上六甲山系（最高峰 931 m、東西約 30 km、南北約 8 km）により南北に二分さ

れている。大阪湾に面した南側は、六甲山系の山麓部と、そこから流れ出る中小河川による扇状

地、海岸低地及び埋立地によって構成されている。この地域に神戸の中心部が位置しており、「坂

のある街神戸」という代表的な景観を創出している。 

一方、北側は、帝釈・丹生山系を中央にして、緩やかな丘陵とその間を流れる明石川水系沿い

の段丘や、播磨平野に連なる平野部で構成されている西神地域と、丘陵地が波状に広がる北神地

域によって構成されている。 

 事業計画地は神戸市北区八多町柳谷～大沢町上大沢に位置し、六甲山地の北側から北神丘陵の

西部を沿って位置している。事業地周辺は低地を流れる小河川、ため池や田園等で構成されてお

り、事業計画地は主に丘陵地、氾濫原・谷底平野となっている。 

また、「兵庫の貴重な自然－兵庫県版レッドリスト 2011－（地形・地質・自然景観・生態系）」

（兵庫県、平成 23 年）によると、神戸市北区では古々山峠が C ランクに選定されているが、資

図 2-2で示すとおり事業計画地からは離れており、事業計画地及びその周辺には貴重な地形は分

布していない。 
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出典：「5万分の 1都道府県土地分類調査（神戸及び三田）地形分類図」（国土交通省ホームページ） 

資図 2-1 地形分類図 

  

神戸北 IC 

大沢 IC 

柳谷 JCT 

神戸三田 IC 

山陽自動車道 

事業計画地 

六
甲
北
有
料
道
路 

阪神高速７号北神戸線 
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資図 2-2 事業計画地と古々山峠 

 

  

古々山峠 

事業計画地 
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イ 地質 

 事業計画地周辺の表層地質図を資図 2-3に示す。 

 神戸市周辺の地質は、六甲山地に露出する花崗岩類などの基盤岩類と、それらを覆って堆積し

た被覆層に大別される。 

 六甲山系は、70～80万年前の地殻変動による激しい上昇運動と大阪湾の沈降運動によってでき

たものと言われている。断層が多く、山地を構成する花崗岩は、全体的に著しく風化している。

このために、六甲山系は地質が脆弱で特に裏六甲（六甲山系の南側）は地形が急峻なため、豪雨

による山崩れや土石流などの災害が発生しやすい特徴を持っている。 

 事業計画地は主として礫岩・砂岩からなる地層と、砂岩の多い地層からなっている。 

 また、「兵庫の貴重な自然－兵庫県版レッドリスト 2011－（地形・地質・自然景観・生態系）」

（兵庫県、平成 23 年）によると、神戸市北区には B ランクに選定されている鎌倉峡・百丈岩及

び金剛童子溶岩等があるが、事業計画地及びその周辺には貴重な地質は分布していない。 
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出典：「5万分の 1都道府県土地分類調査（神戸及び三田）表層地層図」（国土交通省ホームページ） 

資図 2-3 表層地層図 
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柳谷 JCT 
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六
甲
北
有
料
道
路 

阪神高速７号北神戸線 
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(2) 水象 

 神戸の水系を資図 2-4に示す。 

 神戸市内を流れる河川は、加古川水系、武庫川水系、明石川水系及び表六甲水系の 4水系に大別

される。神戸市北区では加古川水系及び武庫川水系があり、加古川水系では三木市を通って加古川

へ合流している。 

 事業計画地は武庫川水系に属し、周辺を流れている八多川は武庫川の支流である有野川に合流し

ている。 

 

 

出典：「こうべの川」（神戸市、平成 19年）をもとに作成 

資図 2-4 神戸の水系 

 

  

武庫川水系 

加古川水系 

瀬戸川水系 

明石川水系 

表六甲水系 

事業計画地 
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(3) 気象 

 気象庁の気象観測所である神戸海洋気象台及びアメダス三田観測所における気温、湿度、降水量

及び風速の経年変化を資表 2-1に、それらの平成 27年における月別変化を資図 2-5に示す。 

 神戸市は、全般的には瀬戸内海型の気候に区分される。このため、六甲山系の南側では、瀬戸内

海の影響を受けて比較的温暖な気候であるが、北側では海抜高度もあり、これに比べてやや寒冷な

気候である。 

 六甲山地は、気象学的には低気圧や前線の前面で上昇気流が発生しやすく、時として豪雨をもた

らす場合がある。 

 

資表 2-1 気象の経年変化 

 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

神
戸
海
洋 

気
象
台 

年平均気温（℃） 16.8  16.6  17.0  16.7  17.3 

年間降水量（㎜） 1,624.5  1,254.5  1,297.5  1,222.0  1578.0 

年平均風速（㎧） 3.8  3.8  3.7  3.8  3.6 

年平均湿度（％） 67  63  63  63  65 

ア
メ
ダ
ス 

三
田
観
測
所 

年平均気温（℃） 13.9 13.8 14.0 13.8 14.4 

年間降水量（㎜） 1498.0 1265.5 1331.5 1316.0 1488.0 

年平均風速（㎧） 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 

年平均湿度（％） － － － － － 

出典：「各種データ・資料」（気象庁ホームページ） 
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資図 2-5 気象の月別変化（平成 27年） 

  

出典：「各種データ・資料」（気象庁ホームページ）
より作成
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(4) 植物 

 「神戸の希少な野生動植物－神戸版レッドデータ 2015－」（平成 27 年、神戸市）（以下、「神戸

版レッドデータ 2015」）では、絶滅の恐れのある動植物について、危機状態に対するランク付けを

行うため、資表 2-2の通りカテゴリーを分け、分類している。このカテゴリーは、環境省が編纂し

た「改定・日本版レッドデータブック」のカテゴリーに準拠した形で定められている。 

 神戸版レッドデータ 2015 によると、神戸市ではこれまでにシダ植物、種子植物で 2,420 種が確

認されている。六甲山頂付近は冷温帯域に属して、ブナ、ミズナラなどが生育し、中腹部では暖温

帯域のシイ・カシ林も見られるなど多様な植生が見られる。六甲山や丹生山地の山麓部及びその周

辺の丘陵地にはアカマツやコナラを主体とした二次林が多く見られるが、十分な里山管理がなされ

なくなって、環境が変化しつつある。河川では、明石川とその周辺地域に絶滅危惧種のタコノアシ

が見られるものの、市内の多くの河川では外来植物のオランダガラシやオオカワヂシャなどの侵入

が顕著である。また市内には約 6,000カ所のため池があり、水生及び湿地植物が豊富である。丹生

山地や大岩岳南部の低山地の有馬層群を中心に、市内には大小多数の湿地があり、トキソウやサギ

ソウに代表される湿地植物群落が形成されていることも大きな特徴である。 

 生物多様性の保全上特に注意すべき神戸の外来生物等として選定されたブラックリスト（以下、

ブラックリスト 2015）に外来植物 52種、緑化・植栽種 16種が選定されている。 

 事業計画地及び周辺地域の現存植生は、「第 6、7回自然環境保全基礎調査（植生調査）」（「三田」

平成 22 年作成、「有馬」平成 22 年作成、環境省）によると資図 2-6 に示すとおりであり、アベマ

キ―コナラ群集、モモツツジ―アカマツ群集、竹林と水田雑草群落が占めている。また、南部、北

部にそれぞれゴルフ場が隣接しており、北西部には市街化地域を挟んで果樹園が存在する。 

 周辺神社と事業計画地を資図 2-7 に示す。「第 3 回自然環境保全基礎調査 兵庫県自然環境情報

図」（平成元年、環境庁）によると、事業計画地の西側周辺地域に中大沢・素戔嗚尊神社のスタジ

イ林が、東側に有間神社のコジイ林が特定植物群落に指定されている。「神戸版レッドデータ 2015」

によると、周辺地域の豊歳神社のウラジロガシ―シラカシ群落は Cランク、素戔嗚尊神社のコジイ

群落は Aランク、天満神社のシラカシ―ウラジロガシ群落は Cランク、八王子神社のコジイ群落と

アカガシ群落はそれぞれ Cランクと Bランクに指定されている。 

 「第４回自然環境保全基礎調査」（平成 7 年、環境庁）によると、事業計画地周辺では北区八多

町の須佐之男神社内にあるコナラ、スギ、アラカシと、大沢町の素戔嗚尊神社内にあるスギ（神付

の大杉）が巨樹・巨木として分布している。 
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資表 2-2 神戸版レッドデータ 2015でのカテゴリー 

 

カテゴリー 

今見られない 神戸市内での確認記録、標本があるなど、かつては生息・生育していたと考えられるが、現在は

見られなくなり、生息・生育の可能性がないと考えられる種。 

Aランク 改訂・日本版レッドデータブックの絶滅危惧Ⅰ類に相当。 

神戸市内において絶滅の危機に瀕している種など、緊急の保全対策、厳重な保全対策の必要な種。 

Bランク 改訂・日本版レッドデータブックの絶滅危惧Ⅱ類に相当。 

神戸市内において絶滅の危険が増大している種など、生息環境、自生地などの保全が必要な種。 

Cランク 改訂・日本版レッドデータブックの準絶滅危惧に相当。 

神戸市内において存続基盤が脆弱な種。極力生息環境、自生地などの保全が必要な種。 

要調査 改訂・日本版レッドデータブックの情報不足に相当。 

神戸市での生息・生育の実態がほとんどわからないことなどにより、現在の知見では貴重性の評

価ができないが、今後の調査によっては貴重種となる可能性のある種。 

注１）神戸市が動植物データベースとして整備してきた生物群を対象とした。 

注２）魚類、甲殻類、貝類は汽水・淡水に生息する生物を対象とした。 
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出典：「第 6 回・第 7 回 自然環境保全基礎調査（植生調査）」（環境省自然環境局生物多様性センター） 

資図 2-6 現存植生図  
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資図 2-7 周辺神社と事業計画地  

天満神社 

豊歳神社 

素戔嗚尊神社 

八王子神社 

須佐之男神社 

事業計画地 

有間神社 
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(5) 動物 

「神戸版レッドデータ 2015」では、絶滅の恐れのある動物について、危機状態に対するランク

付けを行うため、資表 2-2の通りカテゴリーを分け、分類している。このカテゴリーは、環境省が

編纂した「改定・日本版レッドデータブック」のカテゴリーに準拠した形で定められている。神戸

版レッドデータ 2015 によると、神戸市ではこれまでに哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類・昆

虫類・甲殻類・貝類などの動物が 5,242種確認されている。 

 

ア 哺乳類 

 「神戸版レッドデータ 2015」によると、神戸市内ではこれまでタヌキやキツネなど 33 種が確

認されており、低山地から平地にかけて生息する種で構成されている。このうち「A ランク」が

4種、「Bランク」が 7 種、「Cランク」が 1種、「要調査」が 7種の、計 19 種が選定されている。 

 六甲山で 17年ぶりにスミスネズミが再発見（平成 18年 4月）された一方で、ニホンイノシシ

や外来のアライグマ、ヌートリアによる農業などの被害が発生している。 

 ブラックリストには、アライグマ、ヌートリアなど 5種が選定されている。 

 

イ 鳥類 

 「神戸版レッドデータ 2015」によると、神戸市内ではこれまでにホオジロやヒヨドリなど 290

種が確認されている。神戸市には海、山、田園など多様な生息環境があることから確認種数が多

くなっている。このうち「A ランク」が 6 種、「B ランク」が 45 種、「C ランク」が 33 種、「要調

査」が 10種の計 94種が選定されている。 

旅鳥の中継地や冬鳥の越冬地としての利用が多く見られる一方で、カラス類、ハト類による生

活環境や農作物への被害が発生している。 

ブラックリストにはソウシチョウ 1種が選定されている。 

 

ウ 爬虫類・両生類 

 「神戸版レッドデータ 2015」によると、神戸市内ではこれまでにシマヘビやクサガメなどの爬

虫類 19種とイモリやトノサマガエルなどの両生類 17 種が確認されている。このうち「Aランク」

が 3種、「Bランク」が 9種、「Cランク」が 6種、「要調査」が 4種の計 22 種が選定されている。 

 北区の山地渓流にはヒダサンショウウオが生息し、西区の田園地帯にはナゴヤダルマガエルが

分布するなど、神戸市には多様な水辺環境があることを示している。しかし、両生類では、耕作

放棄地の増加などによる生息場所の消失が懸念されている。 

ブラックリストには、爬虫類ではカミツキガメとアカミミガメの 2種が、両生類ではウシガエ

ルの 1種が選定されている。 

 

エ 魚類 

 「神戸版レッドデータ 2015」によると、神戸市内ではこれまでにギンブナやオイカワなど 73 種

が確認されている。市内には大河川がなく、魚類の利用できる汽水域が限られることなどから、

出現種類数は多くない。このうち「Aランク」が 7種、「Bランク」が 8種、「Cランク」が 10種、

「要調査」が 5種の計 30種が選定されている。 
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 北区、西区の田園地帯を中心に、メダカが広く分布しているが、個体数の減少が危惧されてい

る。また、オオクチバス等の魚食性外来魚の違法な放流が、ため池の魚類などに大きな影響を及

ぼしている。 

 ブラックリストには、外来生物種としてオオクチバスなど 4種が選定されている。 

 

オ 昆虫類 

 「神戸版レッドデータ 2015」によると、神戸市内ではこれまでにアオスジアゲハやクマゼミな

どの 4,566種が確認されている。山地、渓流、河川、ため池、田園、都市公園、海浜など多様な

環境に恵まれ、確認種数は多くなっている。このうち「今見られない」が 16 種、「A ランク」が

23 種、「B ランク」が 27 種、「C ランク」が 74 種、「要調査」が 52 種の計 192 種が選定されてい

る。 

 近年の温暖化傾向で、ナガサキアゲハやタイワンウチワヤンマのような南方系の昆虫が市内に

も定着している。 

 ブラックリストには、外来生物種としてアルゼンチンアリが選定されている。 

 

カ 甲殻類・貝類 

 「神戸版レッドデータ 2015」によると、神戸市内ではこれまでにヒラテテナガエビなどの甲殻

類 10種と陸産、淡水・汽水産の貝類 34種が確認されている。このうち「Aランク」が 18種、「B

ランク」が 12種、「C ランク」が 14種の計 44種が選定されている。 

 ブラックリストには、甲殻類ではアメリカザリガニが、貝類ではスクミリンゴガイなど 4種が

選定されている。 
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(6) 生態系 

「兵庫の貴重な自然－兵庫県版レッドデータブック 2011－（地形・地質・自然景観・生態系）」

によると、69の重要な生態系が選定されている。 

事業計画地周辺では、六甲山の樹林環境を主体とした大生態系が選定されている。 

 

(7) 景観 

「兵庫の貴重な自然－兵庫県版レッドデータブック 2011－（地形・地質・自然景観・生態系）」

によると、228か所の貴重な自然景観が選定されている。事業計画地周辺では、北区有馬町の有馬

神社の森と八多町柳谷の八王子神社の森が貴重な自然景観として選定されている。 

 また、神戸市では市民公募をもとに平成 20年 2月に「神戸らしい眺望景観 50選．10選 MAP」を

作成しており、事業計画地周辺では北区大沢町の光山寺が選定されている。 

 

(8) 文化財 

 事業計画地周辺の指定文化財の概要を資表 2-3に、埋蔵文化財の概要を資表 2-4に、埋蔵文化財

の位置を資図 2-8に示す。 

 事業計画地内に指定文化財は存在しないが、一部が周知の埋蔵文化財である上小名田遺跡の包蔵

地となっている。 

 

資表 2-3 事業計画地周辺の文化財の概要 

 

区分 種別 名称 指定年月日 数量 

国指定 有形文化財 建造物 豊蔵神社本殿 昭 54・5・21 1棟 

出典：「兵庫県教育委員会文化財課 ホームページ」 

 

資表 2-4 事業計画地周辺の埋蔵文化財の概要 

 

番号 遺跡名 所在地 種類 

1 上小名田遺跡 八多町上小名田 集落跡 

2 吉尾遺跡 八多町吉尾 集落跡 

3 吉尾城跡 八多町吉尾 城館跡 

4 鹿堀遺跡 八多町吉尾 集落跡 

5 吉尾窯跡 八多町吉尾 生産遺跡 

出典：「神戸市の埋蔵文化財 ホームページ」 
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資図 2-8 事業計画地周辺の埋蔵文化財の位置 

  

1.上小名田遺跡 

2.吉尾遺跡 
3.吉尾城跡 

4.鹿堀遺跡 

5.吉尾窯跡 
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2 社会的概況 

(1) 人口等 

 神戸市、北区及び北神地区の面積、世帯数及び人口等を資表 2-5に、人口及び世帯数の推移を資

表 2-6に示す。 

 平成 27 年における神戸市の人口は 1,537,860 人であり、このうち北区は 219,868 人（神戸市全

体の約 14％）、北区の北神地区は 85,199人（神戸市全体の約 6％）となっている。また、北区の北

神地区の人口密度は 587人/km2となっており、神戸市（2,761人/km2）及び北区（915人/km2）に比

べて低くなっている。 

 過去 5 年間の人口の推移をみると、神戸市では平成 23 年より連続して減少傾向にある。北区に

おいても減少傾向にあるが、同区の北神地区では平成 24 年に一旦増加し、その後は減少傾向にあ

る。 

 

資表 2-5 面積、世帯数及び人口等 

(平成 26年 10月 1日推計人口)   

区分 
面積 
（㎢） 

世帯数 
（世帯） 

人口 
（人） 

一世帯あたり人員
（人） 

人口密度 
（人/㎢） 

神戸市 557.02 705,061 1,537,860 2.18 2,761 

 北区 240.29 87,233 219,868 2.52 915 

  北神 145.05 32,167 85,199 2.65 587 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年）    

 

資表 2-6 人口及び世帯数の推移 

    (各年 10月 1日現在) 

区分 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

神戸市 
人口（人） 1,544,496  1,542,128  1,539,751  1,537,864 1,537,860 

世帯数（世帯） 689,604  686,366  690,863  695,269 705,061 

 
北区 

人口（人） 226,480  225,800  224,348  222,695 219,868 

世帯数（世帯） 87,065  87,091  87,418  87,719 87,233 

 
北神 

人口（人） 85,277  85,855  85,823  85,640 85,199 

世帯数（世帯） 31,202  31,507  31,887  32,172 32,167 

            出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 
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(2) 産業 

 神戸市の産業（大分類）別事業所及び従業者数を資表 2-7に示す。 

 神戸市では、事業所数 67,807、従業者数 710,518人であり、事業所数、従業者数ともに卸売業・

小売業が最も多く、次いで宿泊業，飲食サービス業となり、従業者数は製造業となっている。 

 北区では、事業所数 5,226、従業者数 52,829人であり、事業所数は卸売業・小売業が最も多く、

次いで宿泊業，飲食サービス業となり、従業者数は卸売業・小売業が最も多く、次いで医療，福祉

となっている。 

 

資表 2-7 産業（大分類）別民営事業所及び従業者数 

（平成 24年 2月 1日現在） 

区分 

産業（大分類） 

事業所数 従業者数（人） 

神戸市 北区 神戸市 北区 

農林漁業 71  17  701  160  

鉱業，採石業，砂利採取業 1  － 4  － 

建設業 3,802  381  29,273  2,150  

製造業 4,199  179  89,857  2,734  

電気･ガス･熱供給･水道業 25  8  1,543  73  

情報通信業 787  42  16,283  160  

運輸業，郵便業 2,126  146  51,758  2,839  

卸売業，小売業 17,888  1,457  157,270  12,816  

金融業，保険業 963  68  16,707  642  

不動産業，物品賃貸業 5,417  353  22,687  1,106  

学術研究，専門・技術サービス業 3,006  148  21,609  556  

宿泊業,飲食サービス業 12,055  669  86,880  8,285  

生活関連サービス業，娯楽業 5,436  519  32,409  3,886  

教育,学習支援業 2,195  299  27,181  2,037  

医療,福祉 5,247  597  92,483  12,714  

複合サービス事業 248  40  2,499  647  

サービス業(他に分類されないもの) 4,341  303  61,374  2,024  

全産業（公務を除く） 67,807  5,226  710,518  52,829  

出典：「平成 24年経済センサス産業横断的集計－活動調査結果の概要」（神戸市統計報告 平成 25年度 No.7） 
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ア 農業 

 神戸市における耕地の利用状況を資表 2-8に、農家世帯数、農家人口及び経営耕地面積を資表

2-9に示す。 

 神戸市の耕地の利用状況は稲作が 2,269 haと最も広く、次いで野菜が 1,165 haとなっている。 

 神戸市の農家世帯数は 6,172戸、農家人口は 22,042人、経営耕地面積は 3,870 haであり、北

区ではそれぞれ 2,373 戸（神戸市全体の約 38％）、8,094 人（同約 37％）、1,386ha（同約 36％）

となっている。 

 

資表 2-8 耕地の利用状況（平成 26年） 

単位：ha   

区分 水稲 豆・麦類 野菜 果樹 花き・花木 飼料作物 その他 

神戸市 2,269 58 1,165 180 38 103 92 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 

 

資表 2-9 農家世帯数、農家人口及び経営耕地面積 

 

区分 
農家世帯数 

（戸） 

農家人口 

（人） 

経営耕地面積（ha） 

総数 田 畑 樹園地 

神戸市 6,172 22,042 3,870.2  3,416.3  249.9  203.9  

 北区 2,373 8,094 1,386.0  1,287.5  44.8  53.7  

注：  農家世帯数及び農家人口は、「農地基本台帳」による平成 26 年 8 月 1 日現在の数値、経営耕地面積は、平成 22

年 2月 1日現在で実施された 2010年農林業センサスの数値による。 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 
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イ 林業 

 神戸市における林業経営体数及び所有山林面積を資表 2-10に示す。 

 神戸市の林業経営体数は 40、所有山林面積 3,942 haであり、北区の林業経営体数は 19、所有

山林面積 883 haとなっている。 

 

資表 2-10 林業経営体数及び所有山林面積（平成 22年） 

 

区分 林業経営体数 所有山林面積（ha） 

神戸市 40 3,942 

 北区 19 883 

出典：「2010年世界農林業センサス 第 1巻都道府県統計書」 

（e-Stat（政府統計の総合窓口）ホームページ） 

 

ウ 工業 

 神戸市における事業所数、従業者数及び製造品出荷額等を資表 2-11に示す。 

 平成 26 年の神戸市の事業所数は 1,617、従業者数は 63,411 人、製造品出荷額等は 2,831,802

百万円であり、北区の事業所数は 82、従業者数は 1,930人、製造品出荷額等は 126,169百万円と

なっている。神戸市の事業所数及び従業者数は平成 20 年から減少しており、製造品出荷額等も

平成 20年から減少傾向にある。 

 

資表 2-11 事業所数、従業者数及び製造品出荷額等 

 

区分 平成 22年 平成 23 年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

神
戸
市 

事業所数 1,864  1,862  1,754  1,702  1,617  

従業者数（人） 70,267  68,936  65,430  64,663 63,411 

製造品出荷額等
（百万円） 

2,983,434 2,972,253 2,866,785 2,703,968 2,831,802 

 

北
区 

事業所数 84  76  83  83 82 

従業者数（人） 2,233  2,065  2,306  2,307 1,930 

製造品出荷額等
（百万円） 

123,973 131,739 138,533 131,660 126,169 

注 1：従業者 4人以上の事業所が対象で、事業所数・従業者数は調査年 12月 31日現在、出荷額は 1年間の数値。 

注 2：平成 23年値は「平成 24年経済センサス-活動調査 製造業結果」による。事業所数・従業者数は，平成 24年 2

月 1日現在の数値。 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 
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エ 商業 

神戸市における事業所数、従業者須及び年間商品販売額を資表 2-12に示す。 

 平成 24年の神戸市の事業所数は 17,888、従業者数は 150,130人、年間商品販売額は 5,776,870

百万円であり、北区の事業所数は 1,457、従業者数は 12,044人、年間商品販売額は 191,197百万

円となっている。 

 

資表 2-12 事業所数、従業者数及び年間商品販売額（平成 24年） 

 

区分 事業所数 従業者数（人） 
年間商品販売額 

(百万円) 

神
戸
市 

卸売業 4,972 52,664 4,281,337 

小売業 12,916 97,466 1,495,533 

合計 17,888 150,130 5,776,870 

 
北
区 

卸売業 219 891 32,461 

小売業 1,238 11,153 158,736 

合計 1,457 12,044 191,197 

注：事業所数・従業者数は平成 24年 2月 1日現在、年間商品販売額は前年 1年間の金額である。 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 
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(3) 交通 

ア 道路 

 事業計画地と主要接続道路の交通量を資表 2-139に、道路網及び交通量調査点の位置を資図 2-9

に示す。 

 事業計画地の灘三田線（六甲北有料道路）は柳谷ジャンクションで阪神高速道路 7号北神戸線

と、神戸北インターチェンジで山陽自動車道と接続している。 

 平日 12時間の自動車交通量については、灘三田線の図中番号①・②で 13,188台、③で 13,011

台となっている。 

 

資表 2-13 事業計画地と主要接続道路における自動車交通量（平日） 

単位：台 

番 

号 
路線名 観測地点 

平日 12時間（7～19 時） 

交通量 
平日 24時間 

交通量 
小型車 大型車 合計 

① 灘三田線 神戸市北区八多町吉尾 11,213 1,975 13,188 17,408 

② 灘三田線 神戸市北区八多町上小名田 11,213 1,975 13,188 17,408 

③ 灘三田線 神戸市北区大沢町上大沢 11,262 1,749 13,011 17,175 

④ 阪神高速 7号 神戸市北区有野町有野 6,054 1,067 7,021 8,530 

⑤ 山陽自動車道 神戸 JCT～神戸北 16,879 11,763 28,642 47,598 

⑥ 山陽自動車道 神戸北～三木 JCT 18,148 12,245 30,393 49,492 

注）番号は、交通量調査地点の番号を示す 

出典：「平成 22年度道路交通センサス」（国土交通省道路局） 

 

イ バス 

 事業計画地周辺で利用できる交通機関として、神姫バスの 68・69系統（三田駅～フルーツパ

ーク～岡場駅）が南北方向に、15系統（三田駅～三木営業所）と 65系統（岡場駅～三木営業所）

が東西方向に運行している。 
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出典：「平成 22年度道路交通センサス」（国土交通省道路局ホームページ） 

資図 2-9 道路網及び交通量調査地点  

① 

⑤ 

④ 

③ 

② 

⑥ 
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(4) 地域社会の状況 

 事業計画地周辺における文教施設等の環境保全上配慮すべき施設を資表 2-14 に、それらの分布

を資図 2-10に示す。 

 事業計画地周辺には 10の文教施設、2の医療施設、3の福祉施設が存在する。 

 

資表 2-14 文教施設等の環境保全上配慮すべき施設 

 

種類 名称 

文教施設 六甲藤原台幼稚園 

八多幼稚園 

ありの藤原幼稚園 

八多保育園 

藤原台小学校 

八多小学校 

有野小学校 

西山小学校 

八多中学校 

有野中学校 

医療施設 おおにし内科医院 

済生会兵庫県病院 

福祉施設 特別養護老人ホームふじの里 

ふじの里あんしんすこやかセンター 

社会福祉施設八多地域福祉センター 

出典：神戸市ホームページなど 
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資図 2-10 文教施設等の環境保全上配慮すべき施設の分布  

藤原台小学校 

ありの藤原幼稚園 

有野小学校 

六甲藤原台幼稚園 

有野中学校 

八多幼稚園 

八多中・小学校 

八多保育園 

西山小学校 

おおにし内科医院 

済生会兵庫病院 

社会福祉施設八多地域福祉センター 

特別養護老人ホームふじの里 

ふじの里あんしんすこやかセンター 

凡 例      文教施設    医療施設    福祉施設 
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(5) 土地利用等 

ア 土地利用の状況 

 神戸市の土地利用状況を資表 2-15に示す。 

 神戸市の土地利用総地積（課税対象地積）は 26,894 haであり、宅地が 9,950 ha（神戸市全体

の約 37％）、次いで山林が 8,667 ha（同約 32％）となっている。 

 北区の土地利用総地積は 11,949 haであり、山林が 6,387 ha（北区全体の約 54％）、次いで宅

地が 2,066 ha（同約 17％）となっている。 

 

資表 2-15 地目別土地利用状況 

                平成 27年 1月 1日現在         

区分 
神戸市 北区 

面積（ha） 割合（％） 面積（ha） 割合（％） 

宅地 9,950 37.0 2,066 17.3 

田 4,453 16.6 1,857 15.5 

畑 553 2.1 178 1.5 

山林 8,667 32.2 6,387 53.5 

原野 354 1.3 155 1.3 

雑種地その他 2,918 10.9 1,306 10.9 

総地積 26,894 100 11,949 100 

         出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年）         

 

イ 土地利用計画 

 土地利用現況図を資図 2-11に示す。 

 事業計画地の一部は「国土利用計画法」（昭和 49年法律第 92号）に基づく農業地域及び、「森

林法」（昭和 26年第 249号）に基づく地域森林計画対象民有林に指定されている。 
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出典：「土地利用調整総合支援ネットワークシステム」（国土交通省ホームページ） 

資図 2-11 土地利用現況図 

  

凡 例 
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ウ 用途地域の指定状況 

神戸市における用途地域などの指定状況を資表 2-16に示す。 

 神戸市は、全域の 55,727 ha が 1 つの都市計画区域であり、市街化区域は 20,364 ha、市街化

調整区域は 35,363 ha である。このうち、用途地域の指定がされている区域は 20,405 haとなっ

ている。 

 なお、事業計画地は市街化調整区域である。 

 

資表 2-16 用途地域の指定状況 

                               平成 28年 3月 29日現在 

区分 
面積 
（ha） 

指定地域構成比 
（％） 

都市計画区域 55,727 ― 

市街化区域 20,364 ― 

市街化調整区域 35,363 ― 

用途地域 

第一種低層住居専用地域 6456  31.6  

第二種低層住居専用地域 8.5  0.0  

第一種中高層住居専用地域 4,092  20.1  

第二種中高層住居専用地域 175  0.9  

第一種住居地域 2,237  11.0  

第二種住居地域 1,422  7.0  

準住居地域 148  0.7  

近隣商業地域 775  3.8  

商業地域 734  3.6  

準工業地域 2,684  13.2  

工業地域 628  3.1  

工業専用地域 1,046  5.1  

計 20,405 100.0  

                出典：「神戸市の都市計画決定状況」（神戸市ホームページ） 
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(6) 水域利用等 

ア 河川及びため池の水の利用 

 事業地付近を流れる八多川は神戸市内では上水源として利用されていないが有野川へ合流し、

武庫川水系へと連なっている。 

 なお、事業計画地周辺は上水道が施設されている。 

 また、神戸市内には約 3,400か所のため池があり、農業用水の水源として利用されている。 

 

イ 地下水の利用 

 神戸市の井戸利用の状況は、生活用及び工業用が多く、農業用や一部飲用にも利用されている。 

 

ウ 漁業権 

 事業計画地周辺の河川については、漁業権は設定されていない。 
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(7) 環境関連社会資本 

ア 上水道 

 神戸市における上水道普及率を資表 2-17に、上水道給水量を資表 2-18に示す。 

 神戸市の上水道普及率は、平成 25 年度で 99.8％に達している。神戸市の上水道給水量は、平

成 26年度で約 1.8億 m3であり、そのうち一般用が 78.0％、業務用が 18.4％である。 

 

資表 2-17 上水道普及率（平成 26年度） 

 

区分 
給水人口(A) 

(人) 

給水区域内人口(B) 

（人） 

普及率 

(A)/(B) 

（％） 

給水面積 

（㎢） 

計画給水 

区域面積 

（㎢） 

神戸市 1,529,847  1,532,718  99.8  285.23 348.40 

注：年度末現在の値。 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 

 

資表 2-18 上水道給水量（平成 26年度） 

単位：1,000（㎥） 

区分 総数 一般用 業務用 
公衆 
浴場用 

共用 
船舶 
給水 

その他 

神戸市 179,276  139,913  32,985  287 22  243  5826  

 北区 24,668  20,171  4,497  ― ― ― ― 

注：年度末現在の値。 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 

 

イ 下水道 

 神戸市における下水道整備状況を資表 2-19に、水洗化の状況を資表 2-20に示す。 

 神戸市の下水処理量は平成 26 年度で約 54 万 m3/日である。神戸市の処理区域内の水洗化普及

率は平成 26年度で処理区域内 99.9％に達し、行政区域内でも 98.7％である。 

 

資表 2-19 下水道整備状況及び処理状況（平成 26年度） 

 

区分 

下水道布設状況 下水処理量 

汚水管整備済面積 

（㏊） 

汚水管渠延長 

（ⅿ） 

総量 

（㎥） 

１日平均 

（㎥） 

神戸市 19,170  4,066,299 198,174,595  542,944  

注：年度末現在の値。 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 
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資表 2-20 水洗化の状況（平成 26年度） 

 

区分 
水洗化戸数 

(A) 
処理区域内戸数

(B) 

普及率 

(A)/(B)
（％） 

処理区域内 

人口（C） 

（人） 

行政区域内 

人口（D） 

（人） 

普及率 

(C)/(D)
（％） 

神戸市 761,371  762,278  99.9  1,526,411  1,546,191  98.7  

注：年度末現在の値。 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 

 

ウ エネルギー等 

 神戸市の平成 26年度における電灯、電力契約口数及び販売電力量を資表 2-21に、用途別ガス

供給量を資表 2-22に示す。 

 神戸市の電灯、電力契約口数の総数は約 99 万口、販売電力量の総数は約 355 万 MWh となって

いる。また、ガスの供給戸数及び供給量の総数はそれぞれ約 75万戸、約 300億 MJであり、用途

別にみるとガスの供給戸数は家庭が最も多く、供給量は工業用が最も多くなっている。 

 

資表 2-21 神戸市の電灯、電力契約口数及び販売電力量（平成 26年度） 

 

区分 総数 電灯 b） 電力 a）c） その他 d） 

契約口数 

（口） 
987,929  921,836  65,069  1,024  

販売電力量 

（千 kWh） 
3,554,971  3,216,977  334,189  3,805  

注）契約口数は各年度末現在。 

a) 電力については，電力自由化部分（契約電力 50kW以上の電力需要）の実績は含まれていない。 

b）「電灯」とは定額電灯，従量電灯 A，従量電灯 B，時間帯別電灯，季時別時間帯別電灯， 

季時別電灯 PS，低圧総合利用契約，公衆街路灯。 

c）「電力」とは低圧一般，低圧季時別，その他電力低圧。 

d）「その他」とは臨時的なもの（臨時電灯）。 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 

 

資表 2-22 神戸市の用途別ガス供給量（平成 26年度） 

 

区分 総数 家庭用 商業用 工業用 公用 医療用 

供給戸数 

（戸） 
746,207  708,596  29,804 1,904  3,453  2,450  

供給量 

（千 MJ） 
29,967,513  9,998,161  4,341,393  12,549,716  1,540,045  1,538,199  

注）供給戸数は各年度末現在。 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 
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エ 公園 

 神戸市の平成 26 年の公園数及び面積を資表 2-23 に、住区基幹公園数及び面積を資表 2-24 に

示す。 

 神戸市の公園数は 1,635 か所、面積は 26,363 千 m2であり、住区基幹公園の公園数は 1,462 か

所、面積は 662万 m2である。 

 神戸市北区の北部には淡河町公園、八多町公園等があり、特に神戸青少年公園は帝釈丹生山系

に囲まれた広大な自然公園で公園面積 89.8 haを有し、キャンプ場やスポーツ広場等の施設があ

る。 

 

資表 2-23 神戸市の公園数及び面積（平成 26年） 

 

区分 総数 
住区基幹

公園 

都市基幹公園 広域公園,風致

公園,歴史公園,

緑道,緑地, 

墓園,その他 

１人当たり 

都市公園面積 

（㎡）a) 
総合公園 運動公園 

公園数 1,635  1,462  13  1  159  

17.14 面積 

（千㎡） 
26,363  6,623  4,687  559  14,495  

注：a) 1人当たり都市公園面積は平成 26年 10月 1日現在の人口により算出。 

それ以外の項目は年度末現在。 

  出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 

 

資表 2-24 神戸市の住区基幹公園数及び面積（平成 26年） 

 

区分 
住区基幹公園(再掲) 

総数 街区公園 近隣公園 地区公園 

公園数 1,462  1,306  131  25  

面積（千㎡） 6,623  2,347  2,631  1,645  

注：年度末現在の値。 

出典：「第 92回神戸市統計書 平成 27年度版」（神戸市、平成 28年） 
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(8) 地域地区の指定状況及び計画等 

ア 環境基本法に基づく環境基準の類型の指定状況 

   ①大気汚染 

大気汚染に係る環境基準は、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光

化学オキシダント、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタ

ン及び微小粒子状物質の 10項目について、それぞれ資表 2-25、資表 2-26、資表 2-27に示す

とおり定められている。 

なお、ダイオキシン類に関しては⑤項に別途示す。 

 

資表 2-25 大気汚染に係る環境基準（二酸化硫黄等） 

 

物 質 環境上の条件 測定方法 

二酸化硫黄 
1時間値の 1日平均値が 0.04ppm以下
であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以
下であること。 

溶液導電率法又は紫外線蛍光法 

一酸化炭素 
1時間値の 1日平均値が 10ppm以下で
あり､かつ、1 時間値の 8 時間平均値
が 20ppm 以下であること。 

非分散型赤外分析計を用いる方法 

浮遊粒子状物質 
1時間値の 1日平均値が 0.10mg/m３以
下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m
３以下であること。 

濾過捕集による重量濃度測定方法
又はこの方法によって測定された
重量濃度と直線的な関係を有する
量が得られる光散乱法、圧電天び
ん法若しくはベータ線吸収法 

二酸化窒素 
1時間値の 1日平均値が 0.04ppmから
0.06ppm までのゾーン内またはそれ
以下であること。 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度
法又はオゾンを用いる化学発光法 

光化学オキシダント 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

中性ヨウ化カリウム溶液を用いる
吸光光度法若しくは電量法、紫外
線吸収法又はエチレンを用いる化
学発光法 

備考 

1.環境基準は工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、

適用しない。 

2.浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。 

3.二酸化窒素について、1時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppmまでのゾーン内にある地域に

あっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回るこ

ととならないよう努めるものとする。 
4.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成さ
れる酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をい
う。 

  出典：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48年 環境庁告示第 25号） 

     「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53年 環境庁告示第 38号） 
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資表 2-26 大気汚染に係る環境基準（有害大気汚染物質） 

 

物 質 環境上の条件 測定方法 

ベンゼン 
１年平均値が 0.003mg/m３以下で
あること。 

キャニスター若しくは捕集管に
より採取した試料をガスクロマ
トグラフ質量分析計により測定
する方法又はこれと同等以上の
性能を有すると認められる方法 

トリクロロエチレン 
１年平均値が 0.2mg/m３以下であ
ること。 

テトラクロロエチレン 
１年平均値が 0.2mg/m３以下であ
ること。 

ジクロロメタン 
１年平均値が0.15mg/m３以下であ
ること。 

備考 

1.環境基準は工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適

用しない。 

2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそ

れがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止さ

れるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 
 

  出典：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 9年 環境庁告示第 4号） 

 

資表 2-27 微小粒子状物質に係る環境基準 

 

物 質 環境上の条件 測定方法 

微小粒子状物質 
１年平均値が 15μg/m3以下であり、
かつ、１日平均値が 35μg/m3 以下
であること。 

微小粒子状物質による大気の汚
染の状況を的確に把握すること
ができると認められる場所にお
いて、濾過捕集による質量濃度測
定方法又はこの方法によって測
定された質量濃度と等価な値が
得られると認められる自動測定
機による方法 

備考 

1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、

適用しない。 
2.微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μｍの粒子を 50％の割合で分
離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

  出典：「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 21年 環境庁告示第 33号） 
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   ②水質汚濁 

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する環境基準と生活環境の

保全に関する環境基準があり、それぞれ資表 2-28、資表 2-29に示すとおり定められている。 

人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域（但し、ふっ素及びほう素については

海域を除く）についてカドミウム、全シアン、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀及

び PCB等の 27項目に関して、一律に定められている。 

生活環境の保全に関する環境基準は、河川、湖沼及び海域ごとに利水目的等に応じた水域

類型を設け、それに応じて生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）、溶存酸

素量（DO）等の基準を設定し、それぞれの公共用水域について水域類型を指定することによ

り、当該公共用水域の環境基準を具体的に示すこととなっている。 

事業計画地周辺の河川・湖沼は、「環境基本法」に基づく生活環境の保全に関する環境基準

の水域類型が指定されていない。 
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資表 2-28 人の健康の保護に関する環境基準 

 

項 目 基準値 

カドミウム 0.003mg／L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg／L 以下 

六価クロム 0.05mg／L 以下 

砒素 0.01mg／L 以下 

総水銀 0.0005mg／L以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg／L 以下 

四塩化炭素 0.002mg／L以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg／L以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg／L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg／L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン １mg／L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg／L以下 

トリクロロエチレン 0.03mg／L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg／L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg／L以下 

チウラム 0.006mg／L以下 

シマジン 0.003mg／L以下 

チオベンカルブ 0.02mg／L 以下 

ベンゼン 0.01mg／L 以下 

セレン 0.01mg／L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg／L 以下 

ふっ素 0.8mg／L 以下 

ほう素 1mg／L 以下 

１，４－ジオキサン 0.05mg／L以下 

備考 

1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする｡ 

2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果

が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。 

3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3又は 43.2.5により測定された硝酸

イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃

度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

  出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 環境庁告示第 59号） 
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資表 2-29 生活環境の保全に関する環境基準（河川）（ただし湖沼は除く） 

ア 

項目 

類型 

利用目的の 
適応性 

基準値 

水素イオン 
濃度 
(ｐＨ) 

生物化学的 
酸素要求量 
(ＢＯＤ) 

浮遊物質量 
  

(ＳＳ) 

溶存酸素量 
  

(ＤＯ) 

大腸菌群数 

ＡＡ 

水道 1級 
自然環境保全 
及びＡ以下の欄に
掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

1mg/L 
以下 

25mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

50MPN/ 
100ml以下 

Ａ 

水道 2級 
水産 1級 
水浴 
及びＢ以下の欄に
掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

2mg/L 
以下 

25mg/L 
以下 

7.5mg/L 
以上 

1,000MPN/ 
100ml以下 

Ｂ 

水道 3級 
水産 2級 
及びＣ以下の欄に
掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

3mg/L 
以下 

25mg/L 
以下 

5mg/L 
以上 

5,000MPN/ 
100ml以下 

Ｃ 

水産 3級 
工業用水 1級 
及びＤ以下の欄に
掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

5mg/L 
以下 

50mg/L 
以下 

5mg/L 
以上 

－ 

Ｄ 

工業用水 2級 
農業用水 
及びＥの欄に掲げ
るもの 

6.0以上 
8.5以下 

8mg/L 
以下 

100mg/L 
以下 

2mg/L 
以上 

－ 

Ｅ 
工業用水 3級 
環境保全 

6.0以上 
8.5以下 

10mg/L 
以下 

ごみ等の浮遊
が認められな
いこと。 

2mg/L 
以上 

－ 

備考 

 1.基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

 2.農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。 

 

イ 

項目 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 基準値 

全亜鉛 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生
物が生息する水域 

0.03mg/L 以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖
場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生
息する水域 

0.03mg/L 以下 

生物特Ｂ 
生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産
卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 

備考 

1 基準値は、年間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。） 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 環境庁告示第 59号） 
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   ③騒音 

騒音に係る環境基準は資表 2-30 に、地域の類型ごとに当てはめる地域の指定は資表 2-31

に示す。 

事業計画地及びその周辺は、「都市計画法」に基づく市街化調整区域に指定されているため、

B類型に該当する。 

 

資表 2-30 騒音に係る環境基準 

 

地域の類型 

基 準 値 

昼 間 

（午前 6時～午後 10時まで） 

夜 間 

（午後 10時～翌日の午前 6時まで） 

AA 50dB以下 40dB以下 

A及び B 55dB以下 45dB以下 

C 60dB以下 50dB以下 
    

ただし、道路に面する地域については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおり

とする。 

（等価騒音レベル） 

地域の区分 

基 準 値 

昼 間 

（午前 6 時～ 

午後 10時まで） 

夜 間 

（午後 10時～ 

翌日の午前 6時まで） 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有す

る道路に面する地域 
60dB以下 55dB以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有す

る道路に面する地域及び C 地域のうち

車線を有する道路に面する地域 

65dB以下 60dB以下 

 

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、

特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 
（等価騒音レベル）  

基 準 値 

昼 間 

（午前 6時～午後 10時まで） 

夜 間 

（午後 10時～翌日の午前 6時まで） 

70dB以下 65dB以下 

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生

活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間

にあっては 45dB以下、夜間にあっては 40dB以下）によることができる。 

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成 10年 環境庁告示第 64号） 
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資表 2-31 地域の類型ごとに当てはめる地域の指定 

 

地域の類型 当 該 地 域 

A 
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層

住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 

B 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域 

C 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、内陸部の工業専

用地域 

出典：「環境基本法による騒音に係る環境基準の地域類型の指定」（平成 24年 3月 神戸市告示第 694号） 
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   ④土壌汚染 

土壌の汚染に係る環境基準は、カドミウム、全シアン等 27項目について、資表 2-32に示

すとおり定められている。 

資表 2-32 土壌汚染に係る環境基準 

 

項 目 環境上の条件 測 定 方 法 

カドミウム 
検液 1Lにつき 0.01mg以下であり、かつ、
農用地においては、米 1kg につき 0.4mg
未満であること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、
日本工業規格 K0102（以下「規格」という）55 に定める
方法、農用地に係るものにあっては、昭和 46年 6月農林
省令第 47号に定める方法 

全シアン 検液中に検出されないこと。 規格 38に定める方法（規格 38.1.1に定める方法を除く。） 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

昭和 49 年 9 月環境庁告示第 64 号付表 1 に掲げる方法又
は規格 31.1 に定める方法のうちｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法以外のも
の（ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝにあっては、昭和 49年 9月環境庁告示第 64
号付表 2に掲げる方法） 

鉛 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 規格 54に定める方法 
六価クロム 検液 1Lにつき 0.05mg以下であること。 規格 65.2に定める方法 

砒素 
検液 1Lにつき 0.01mg以下であり、かつ、
農用地（田に限る）においては、土壌 1kg
につき 15mg未満であること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、
規格 61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭
和 50年 4月総理府令第 31号に定める方法 

総水銀 検液 1Lにつき 0.0005mg以下であること。 昭和 46年 12月環境庁告示第 59号付表 1に掲げる方法 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 
昭和 46年 12月環境庁告示第 59号付表 2及び昭和 49年 9
月環境庁告示第 64号付表 3に掲げる方法 

PCB 検液中に検出されないこと。 昭和 46年 12月環境庁告示第 59号付表 3に掲げる方法 

銅 
農用地（田に限る）において、土壌 1kg
につき 125mg未満であること。 

昭和 47年 10月総理府令第 66号に定める方法 

ジクロロメタン 検液 1Lにつき 0.02mg以下であること。 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める方法 

四塩化炭素 検液 1Lにつき 0.002mg以下であること。 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5
に定める方法 

1,2-ジクロロエタン 検液 1Lにつき 0.004mg以下であること。 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定
める方法 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.02mg以下であること。 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める方法 
シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.04mg以下であること。 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める方法 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1Lにつき 1mg以下であること。 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5
に定める方法 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1Lにつき 0.006mg以下であること。 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5
に定める方法 

トリクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.03mg以下であること。 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5
に定める方法 

テトラクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 
日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5
に定める方法 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1Lにつき 0.002mg以下であること。 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2又は 5.3.1に定める方法 
チウラム 検液 1Lにつき 0.006mg以下であること。 昭和 46年 12月環境庁告示第 59号付表 4に掲げる方法 

シマジン 検液 1Lにつき 0.003mg以下であること。 
昭和 46年 12月環境庁告示第 59号付表 5の第 1又は第 2
に掲げる方法 

チオベンカルブ 検液 1Lにつき 0.02mg以下であること。 
昭和 46年 12月環境庁告示第 59号付表 5の第 1又は第 2
に掲げる方法 

ベンゼン 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める方法 
セレン 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 規格 67.2、67.3又は 67.4に定める方法 

ふっ素 検液 1Lにつき 0.8mg以下であること。 

規格 34.1 に定める方法又は規格 34.1c)（注(6)第３文を
除く｡）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラ
フ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、こ
れを省略することができる｡）及び昭和 46年 12月環境庁
告示第 59号付表 6に掲げる方法 

ほう素 検液 1Lにつき 1mg以下であること。 
規格 47.1、47.3又は 47.4に定める方法又は昭和 46年 12
月環境庁告示第 59号付表 7に掲げる方法 

備考 
1.カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度
に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の
濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超え
ていない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び
3mgとする。 

2.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該
方法の定量限界を下回ることをいう。 

3.有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNをいう。 
 

出典：「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 3年 環境庁告示第 46号） 
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   ⑤ダイオキシン類 

「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11年 7月 16日 法律第 105号）第 7条の規定に

基づき、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土

壌の汚染に係る環境基準が資表 2-33に示すとおり定められている。 

 

資表 2-33 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む） 

及び土壌の汚染に係る環境基準 

 

媒 体 基 準 値 測 定 方 法 

大 気 0.6pg-TEQ/m3以下 

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙

後段に取り付けたエアサンプラーにより採取し

た試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析

計により測定する方法 

水 質 

（水底の底

質を除く） 

1pg-TEQ/L以下 日本工業規格 K0312に定める方法 

水底の底質 150pg-TEQ/g以下 

水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソッ

クスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ

質量分析計により測定する方法 

土 壌 1,000pg-TEQ/g以下 

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレ

ー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分

析計により測定する方法（ポリ塩化ジベンゾフ

ラン等（ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化

ジベンゾ－パラ－ジオキシンをいう。以下同

じ。）及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれ

ぞれ測定するものであって、かつ、当該ポリ塩

化ジベンゾフラン等を２種類以上のキャピラリ

ーカラムを併用して測定するものに限る。） 
備 考 
1.基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 
2.大気及び水質（水底の底質を除く）の基準値は、年間平均値とする。 
3.土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類
の量が 250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 

注）1.大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場
所については適用しない。 

2.水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。 
3.水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。 
4.土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されてい
る施設に係る土壌については適用しない。 

出典：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る 

   環境基準について」（平成 11年 環境庁告示第 68号） 
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イ 公害防止に関する法律に基づく地域地区の指定状況及び規制基準 

   ①大気汚染 

大気汚染については、「大気汚染防止法」（昭和 43年 法律第 97号）に基づき、工場・事

業場のばい煙発生施設等の固定発生源を対象に、施設の種類・規模ごとに排水基準、総量基

準値が定められている。 

自動車排ガスについては、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法」（平成 4年 法律第 70号）により窒素酸化物や浮

遊粒子状物質による大気汚染が深刻な状況にある地域内での車種規制が定められており、神

戸市では、これらの規制対象となる対策地域に指定されている。 

 

   ②水質汚濁 

水質汚濁については、「水質汚濁防止法」（昭和 45年 法律第 138号）に基づき、特定施設

を有する事業場に対し、全国一律の排水基準等が定められている。神戸市では、「水質汚濁防

止法第 3条第 3項の排水基準に関する条例」（昭和 49年 兵庫県条例第 18号）に基づく兵庫

県域を対象とした上乗せ排水基準が適用される。 
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   ③騒音 

    ⅰ）特定建設作業に係る規制基準 

「騒音規制法」（昭和 43年 法律第 98号）第 15条の規定及び「環境の保全と創造に関す

る条例」（平成 7年 兵庫県条例第 28号）第 60条の規定に基づき、特定建設作業に伴って発

生する騒音の規制に関する基準を資表 2-34に示す。 

 

資表 2-34 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 

 

項目 規制基準 

騒音の大きさ 
特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85dBを超える大
きさのものでないこと。 

作業が ①の区域 午後７時～午前７時 

できない時間 ②の区域 午後 10時～午前６時 

一日の作業時間 
①の区域 10時間以内 

②の区域 14時間以内 

同一場所における作業時間 連続して６日以内 

日曜・休日における作業 禁  止 
注）1.区域の区分 
   ①の区域：騒音規制法の規定に基づく区域区分のうち、第 1 種区域、第 2 種区域、第 3 種区域及び第 4

種区域のうち学校、保育園、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね 80ｍの区
域内 

   ②の区域：第 4種区域のうち上記①以外の区域 
  2.騒音の大きさは特定建設作業を行う場所の敷地境界で測定する。 
  3.適用除外 
   イ 災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合 
   ロ 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合 
   ハ 鉄道・機動の正常な運航確保のため必要な場合 
   二 道路法による占用許可（協議）または道路交通法による使用許可（協議）に条件が付された場合 
   ホ 変電所の変更工事で必要な場合 
  4.作業の種類 
 

特定建設作業の種類 
適用法令 

騒音規制法１） 県条例２） 

アースオーガと併用してくい打ち機を使用する作業 ― ○ 

くい打ち機又はくい抜機を使用する作業 ○ ○ 

くい打ちくい抜き機を使用する作業 ○ ○ 

びょう打機を使用する作業 ○ ○ 

さく岩機を使用する作業 ○ ○ 

空気圧縮機を使用する作業 

（さく岩機の動力として使用する作業を除く） 
○ ○ 

コンクリートプラントを設けて行う作業 ○ ○ 

アスファルトプラントを設けて行う作業 ○ ○ 

バックホウを使用する作業 ○ ― 

トラクターショベルを使用する作業 ○ ― 

ブルドーザーを使用する作業 ○ ― 

バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー等 

（低騒音型を含む）の掘削機械を使用する作業 
― ○ 

コンクリート造、鉄骨造及び煉瓦造の建物の解体作業 

又は動力、火薬若しくは鉄球を使用して行う破壊作業 
― ○ 

  備考：１）「騒音規制法」（昭和 43 年 法律第 98 号） 

     ２）「環境の保全と創造に関する条例」（平成 7 年 兵庫県条例第 28 号） 
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    ⅱ）自動車騒音に係る要請限度 

「騒音規制法」（昭和 43年 法律第 98号）第 17条の規定に基づく自動車騒音の要請限度を

資表 2-35に示す。 

 

資表 2-35 自動車騒音に係る要請限度 

 

区域の区分 時間の区分 

昼間 夜間 

ａ区域及びｂ区域のうち一車線を有する道路に面する区域 65dB 55dB 

ａ区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 70dB 65dB 

ｂ区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域

及びｃ区域のうち車線を有する道路に面する区域 

75dB 70dB 

備考 

 ａ区域、ｂ区域及びｃ区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。 

一 ａ区域 専ら住居の用に供される区域 

二 ｂ区域 主として住居の用に供される区域 

三 ｃ区域 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 

出典：「騒音規制法第 17条第 1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令」 

（平成 12年 総理府令第 15号） 
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   ④振動 

    ⅰ）特定建設作業に係る規制基準 

「振動規制法」（昭和 51年 法律第 64号）第 15条の規定及び「環境の保全と創造に関する

条例」（平成 7年 兵庫県条例第 28号）第 60 条の規定に基づき、特定建設作業に伴って発生す

る振動の規制に関する基準を資表 2-36に示す。 

 

資表 2-36 特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準 

 

項目 規制基準 

振動の大きさ 
特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大
きさのものでないこと。 

作業が ①の区域 午後７時～午前７時 

できない時間 ②の区域 午後 10時～午前６時 

一日の作業時間 
①の区域 10時間以内 

②の区域 14時間以内 

同一場所における作業時間 連続して６日以内 

日曜・休日における作業 禁  止 
注）1.区域の区分 
   ①の区域：振動規制法の規定に基づく区域区分のうち、第 1 種区域、第 2 種区域のうち学校、保育園、

病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね 80ｍの区域内 
   ②の区域：第 2種区域のうち上記①以外の区域 
  2.振動の大きさは特定建設作業を行う場所の敷地境界で測定する。 
  3.適用除外 
   イ 災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合 
   ロ 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合 
   ハ 鉄道・機動の正常な運航確保のため必要な場合 
   二 道路法による占用許可（協議）または道路交通法による使用許可（協議）に条件が付された場合 
   ホ 変電所の変更工事で必要な場合 
  4.作業の種類 
 

特定建設作業の種類 
適用法令 

振動規制法１） 県条例２） 

くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業 ○ ○ 

ブレーカー（手持式のものを除く）を使用する作業 ○ ○ 

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 ○ ○ 

舗装版破砕機を使用する作業 ○ ○ 

  備考：１）「振動規制法」（昭和 51 年 法律第 64 号） 

     ２）「環境の保全と創造に関する条例」（平成 7 年 兵庫県条例第 28 号） 
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    ⅱ）道路交通振動に係る要請限度 

「振動規制法」（昭和 51年 法律第 98号）第 16条の規定に基づく道路交通振動の要請限度

を資表 2-37に示す。 

 

資表 2-37 道路交通振動に係る要請限度 

 

   時間の区分 

 

区域の区分 

昼間 夜間 

午前 8時から午後 7時まで 午後 7時から翌日の午前 8時まで 

第一種区域 65dB 60dB 

第二種区域 70dB 65dB 

出典：「振動規制法施行規則」（昭和 51年 総理府令第 58号） 

 

 

 

 

  



- 99 - 

 

 

ウ その他の法令等による地域地区の指定状況 

事業計画地及びその周辺におけるその他の法令等による地域地区の指定状況を資表 2-38

に示す。 

 

資表 2-38 その他の法令等による地域地区の指定状況 

 

法令等 規制・指定等 

近畿圏の保全区域の整備に関する法律 

（昭和 42年法令第 103号） 

計画地及びその周辺には近郊緑地保全区域の指定地

はない。 

都市緑地法 

（昭和 48年法律第 72号） 

計画地及びその周辺には緑地保全地域の指定地はな

い。 

都市計画法 

（昭和 43年法律第 100号） 

計画地及びその周辺には風致地区の指定地はない。

（計画地及びその周辺は市街化調整区域） 

自然公園法 

（昭和 32年法律第 161号） 

計画地及びその周辺には国立公園区域の指定地はな

い。 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律（平成 14年法律第 88号） 

計画地周辺では柳谷 JCT周辺を除き、特定猟具使用

禁止区域（銃器）に指定されている。 

森林法 

（昭和 26年法律第 249号） 

計画地及びその周辺は地域森林計画対象民有林に指

定された区域がある。 

農業振興地域の整備に関する法律 

（昭和 44年法律第 58号） 

計画地及びその周辺には農業振興地域の指定地であ

る農用地区域がある。 

宅地造成等規制法 

（昭和 36年法律第 191号） 

計画地及びその周辺には宅地造成等規制地域の指定

地はない。 

砂防法 

（明治 30年法律第 29号） 

計画地及びその周辺には砂防指定区域の指定地はな

い。 

急傾斜値の崩壊による災害の防止等に

関する法律（昭和 44 年法律第 30号） 

計画地及びその周辺には急傾斜地崩壊危険区域の指

定地はない。 

地すべり等防止法 

（昭和 33年法律第 30号） 

計画地及びその周辺には地すべり防止区域の指定地

はない。 

緑地の保全、育成及び市民利用に関す

る条例（平成 3年神戸市条例第 2号） 

計画地及びその周辺には緑地の保存区域、保全区域、

育成区域はない。 

神戸市景観条例 

（昭和 58年神戸市条例第 59号） 

計画地及びその周辺には重要な地域・地区の指定は

ない。 
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エ 環境基本計画等 

   ①神戸市環境基本計画 

     神戸市環境基本計画の概要を資表 2-39に示す。 

 平成 8年 3月に「神戸市民の環境をまもる条例」（平成 6年 神戸市条例第 52号）第 7条

の規定に基づき、「神戸市環境保全基本計画」（神戸市、平成 8年）を策定し、環境への負荷

が少ない持続的に発展することができる環境保全型社会の実現に向けて、各種施策等を積極

的に推進されてきた。平成 14年 3月には、地球温暖化対策、廃棄物のリサイクル対策、内分

泌かく乱物質（環境ホルモン）等の化学物質対策の新たな展開など環境問題を巡る状況の変

化等に対応するため、同計画を見直し、「新・神戸市環境基本計画」（神戸市、平成 14年）と

して改定された。平成 23年 2月には、地球規模の大きな潮流の変化を見据えて、神戸市の環

境施策を健全で恵み豊かな環境が将来世代に継承される都市の構築を目指すものへと変革さ

せていくため、「神戸市環境基本計画」（神戸市、平成 23年）を改定している。 

 

資表 2-39 神戸市環境基本計画の概要 

 

基本方針 基本目標 

「低炭素社会」の実現 都市機能がコンパクトにまとまった都市構造を形成する 

再生可能エネルギー、省エネルギー技術等を積極的に導入・普及する 

「低炭素社会」の実現に貢献する産業を振興する 

「低炭素社会」の実現に資する市民・事業者の取り組みを促進する 

「循環型社会」の実現 一般廃棄物の 3Rを推進する 

一般廃棄物の適正処理を推進する 

産業廃棄物の 3Rを推進する 

産業廃棄物の適正処理を確保する 

「自然共生社会」の実現 生物多様性の保全に関する総合的な施策を推進する 

神戸の豊かで身近な自然環境をまもり育てる 

生物多様性に配慮した農漁業等の産業活動を推進する 

生物自然をまもり育てる意識を広める 

地域の歴史的・文化的資源、景観をまもり育てる 

公害のない健全で快適な地 

域環境の確保 

良好な大気環境を確保する 

自動車環境対策を推進する 

健全な水環境を確保する 

健全な土壌環境を確保する 

環境影響評価制度を推進する 

化学物質による環境リスクを低減する 

静かな街など、快適な生活環境を保全する 

環境監視・調査研究を充実する 

全ての主体の協働と参画 

（共通、基盤的な基本方針） 

環境教育・環境学習を推進する 

環境に配慮したライフスタイル・ビジネススタイルを促進する 

環境に配慮したまちづくりや環境保全活動を推進する 

国際環境協力を推進する 

出典：「神戸市環境基本計画」（神戸市 平成 23年） 
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   ②神戸市都市景観形成基本計画 

     神戸市都市景観形成基本計画の概要を資表 2-40に示す。 

 神戸市では、「神戸市都市景観条例」（昭和 53年 神戸市条例第 59 号）に基づき、神戸ら

しい都市景観の形成にかかわる基本的な理念と施策を示した「神戸市都市景観形成基本計画」

（神戸市、昭和 57年）が策定されている。 

 

資表 2-40 神戸市都市景観形成基本計画の概要 

 

都市景観の形成のための基本方針 

基本目標 1.個性ある都市空間の発掘・創造（都市の顔づくり） 

2.生活環境の質的向上（アメニティの追究） 

3.魅力ある産業環境の創出（都市環境の活性化） 

4.歴史的環境の保全（伝統文化の再確認） 

5.市民文化としての都市景観（市民意識の高揚） 

基本姿勢 1.都市空間の領域構成：都市景観の形成上、公的領域、境界領域、私的領域

の 3つの段階に区分 

2.まもり・そだて・つくる：保全・育成・創造の 3つの視点から、それぞれ

の景観特性に応じた整備手法を検討 

3.住民参加による景観形成：地域住民の主体的参加と相互協力は景観形成を

円滑に進める基本 

 

また、神戸市では、神戸らしいまちの景観をまもり、そだて、さらに新しい神戸らしさを

つくりだし、住み、働き、憩うためのまちを、個性豊かで、快適なものにするため、各地域

の実状や特性に応じた景観形成を図ることを目的に、「神戸市景観計画」（神戸市、平成 18

年）が策定され、景観計画の区域として、7区域が指定されている。 
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3 環境の概況 

(1) 水質 

神戸市の公共水域測定地点の位置を資図 2-12に、事業計画地周辺の測定結果を資表 2-41に

示す 

八多川才谷橋、有野川流末の測定地点は、環境基本法に基づく利水目的の類型区分に指定さ

れていない。有機汚濁の指標である生物化学的酸素要求量の値をみると、平成 25 年度の 75％

水質値は、八多川才谷橋、有野川流末がそれぞれ 2.1㎎/L、1.2㎎/Lとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資図 2-12 神戸市の公共水域測定地点 
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資表 2-41 事業計画地周辺の測定結果 

 

        調査地点 

 

 

調査項目 

単位 河川 

八多川才谷橋 有野川流末 

平均 最小 

～最大 

平均 最小 

～最大 

生

活

活

環

境

項

目 

水素イオン濃度（pH） － 9.4 9.2～9.6 8.9 8.4～9.4 

生物化学的 

酸素要求量（BOD） 

Mg/L 1.9 0.8～2.9 1.2 0.6～2.2 

BOD75％値 Mg/L 2.1 1.2 

浮遊物質量（SS） Mg/L 2 1～4 1 <1～2 

溶存酸素量（DO） Mg/L 13 11～15 12 10～13 

大腸菌群数 MPN/100mL 6.9☓103 3.1☓102 

～2.4☓104 

3.8☓103 6.3☓102 

～4.9☓103 

全窒素 Mg/L 0.42 0.26～0.57 0.37 0.24～0.51 

全燐 Mg/L 0.054 0.020～0.11 0.035 0.023～0.064 

全亜鉛 Mg/L 0.002 0.001～0.003 0.001 <0.001～0.001 

注：定量限界値未満の値は限界値を用いて平均値を算出している。 

出典：「平成 26年度公共用水域の水質の状況」（神戸市ホームページ） 

 

 

(2) 公害関係の苦情の状況 

神戸市における平成 26年度の公害苦情件数を資表 2-42に示す。平成 26年度の公害苦情の総

発生件数は、神戸市で 379件、北区で 46件となっている。公害の種類別にみると、神戸市では

大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭が、北区では大気汚染、水質汚濁、騒音に関する苦情が多く

なっている。 

 

資表 2-42 公害苦情件数（平成 26年度） 

単位：件 

区分 総数 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 悪臭 その他 

 神戸市 379 85 54 0 160 16 64 0 

 北区 46 19 16 0 10 0 1 0 

出典：「平成 26 年度 公害に関する苦情処理状況＜資料編＞」（神戸市ホームページ）  
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